
令和６年度山形県保健医療推進協議会 
 

 

日 時：令和７年２月５日（水）１３：３０～１５：００ 
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１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 協  議 

(1) 会長・副会長の選任について 

(2) 各種計画における取組み状況について 
     ・山形県保健医療計画              ≪資料１－１～２≫ 
     ・山形県医療費適正化計画           ≪資料２－１～４≫ 
     ・山形県アルコール健康障害対策推進計画     ≪資料３－１～３≫ 

(3) 山形県医療費適正化計画の一部改正について   ≪資料４－１～３≫ 

(4) 地域医療構想等の進捗状況について        ≪資料５－１～７≫ 

(5) 地域医療介護総合確保基金について       ≪資料６－１～４≫ 

   

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 

 

◆Zoom 情報 

URL https://us02web.zoom.us/j/86545927615 

ミーティング ID 86545927615 

パスワード 353909 

 

https://us02web.zoom.us/j/86545927615
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健康福祉部 がん対策・健康長寿日本一推進課長

健康福祉部 高齢者支援課長

健康福祉部 障がい福祉課長

病院事業局 県立病院課　課長補佐（運営企画担当）

村山総合支庁　保健福祉環境部 保健企画課長

健康福祉部 障がい福祉課　障がい者活躍・賃金向上推進室長
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第７次山形県保健医療計画における取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第７次山形県保健医療計画（H30 年度～R5 年度）

では、毎年度の目標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行

うこととしている。 

  ○ このたび、令和５年度の主な取組みをとりまとめたところであり、本協議

会において協議いただき、今後の施策展開に向けた御意見を頂戴するもの。 

 

２ 令和５年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 

  ⇒ 資料１－２のとおり。 
 

《主なもの》 

 (1)疾病・事業ごとの医療連携体制の整備関係（第２章） 

 （がん） 

  ・ がんの予防対策として、県民一人ひとりの生活習慣の改善を図るた

め、５月の禁煙週間を中心に、受動喫煙防止等に係る普及啓発を実施

するとともに、年間を通して「食」と「運動」両面での取組み（減塩・

ベジアッププロジェクト事業及びウォーキングプロジェクト事業等）

を展開した。 

・ がん検診の事業評価及び精度管理に向け、生活習慣病検診等管理指

導協議会の各がん部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各１回）及

び生活習慣病検診等従事者講習会（延 20 回）を開催した。 

・ 保険適用の対象にならない重粒子線治療の治療費やがん等の治療を

行う小児・ＡＹＡ世代の患者の妊よう性温存療法に係る費用、医療用

ウィッグや乳房補正具の購入費等に対する助成を行った。 

・ 山形県がん総合相談支援センターを設置するとともに、各がん診療

連携拠点病院のがん相談支援センターとも協力して様々な相談対応を

実施した。 

・ 本県のがん検診受診率は、全国上位にあるものの、肺がん検診を除

き目標値には達しておらず、引き続き市町村や関係機関と連携しなが

ら取組みを進める。 

資料１－１ 
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  ・ 都道府県がん診療連携拠点病院を中核として、県内どこでも質の高

いがん医療を受けることができる体制の充実に努めるとともに、切れ

目のない緩和ケアを提供できる体制の充実を図る。 

 

（脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患） 

  ・ 救急搬送体制を整備し、心筋梗塞等の心血管疾患による死亡率を低

下するため、救急現場から医療機関へ心電図を伝送する装置の導入経

費を補助した。 

  ・ 市町村や医師会、医療機関等と連携し、循環器病の発症予防に向け

て、生活習慣改善のために自主的に健康づくりに取り組むことができ

る環境の整備を推進する。 

 

（糖尿病） 

  ・ 医師会や糖尿病対策推進会議、保険者協議会等と連携し、山形県糖

尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業を展開し、糖尿病等対策検討会の

開催、最上地域における糖尿病カードシステムを活用した糖尿病重症

化予防モデル事業の展開、置賜地域糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防

に関する連絡会開催等を実施した。 

 ・ 人工透析への移行を阻止するため、県では特定健診等のデータを活

用し「人工透析導入ハイリスク者リスト」を作成して、市町村に提供。

提供後は、市町村では、このリストをもとに医療機関と連携し、受診

勧奨等を行っており、取組みの成果も少しずつ見え始めていることか

ら、継続して取り組んでいく。 

 

（精神疾患） 

  ・ 認知症サポート医養成研修受講を支援することにより認知症サポー

ト医８名を養成したほか、県ギャンブル等依存症対策連携会議を開催

するなど、多様な精神疾患に対応するための連携体制の構築を図った。 

・ 依存症対策について、引き続き、医療機関相互の連携を推進し、患

者の状況に合わせて適切な医療を提供できる体制の構築を図ってい

く。 

 

（災害時における医療） 

  ・ ＤＭＡＴ新規養成研修等に県内病院の医師等を派遣して養成に努め
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るとともに、災害時に体系的な医療提供体制を構築できるよう、県地

域災害医療コーディネーター等を対象とした研修会を開催した。 

・ また、ＤＰＡＴ事務局主催の研修に１名を派遣したほか、精神科病

院の職員を対象に県ＤＰＡＴ研修会を開催し、新たな隊員を養成した。 

  ・ 今後も関係機関に対し各研修・訓練への参加を促し、人材の育成を

行うなど、災害時の医療提供体制の強化を図っていく。 

 

  (2)在宅医療の推進関係（第３章） 

  ・ 在宅医療提供体制を整備するため、在宅医療の担い手育成や多職種

連携を図る研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取り組む団体に対

する支援を引き続き行った。 

  ・ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けては、介護職員の負担軽

減のため、介護施設等へのＩＣＴや介護ロボットの導入を実施したほ

か、「山形県外国人介護人材支援センター」を設置し、外国人介護人材

の定着に向けた相談窓口、巡回相談、交流会を実施、外国人介護人材

への集合研修等の実施や外国人を受け入れる介護施設等の取組みへの

支援を行った。 

・ 今後、医療機関における在宅医療の取組みを促すため、在宅医療の

拡充に取り組む団体への支援などを継続するとともに、医療機関にお

ける設備整備への助成や在宅医療への理解を深める取組みを強化して

いく。 

  ・ また、外国人介護人材支援センターによる支援を拡充し、国家資格

対策講座を実施する。 

 

(3)歯科保健関係（第４章） 

  ・ かかりつけ歯科医を持つことや定期歯科健診の受診について普及啓

発を実施した。 

  ・ むし歯のない３歳児の割合は着実に増加しており、また、12 歳児の

むし歯本数は減少している。8020 運動達成者の割合は、目標値に達し

ているが、県歯科医師会などの関係機関と連携して 8020 達成者表彰事

業など、歯科口腔の健康づくりに継続して取り組む。 
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(4)医療従事者の確保関係（第５章） 

 （医師） 

  ・ 医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整の場であ

る「地域医療対策協議会」を開催し、医師確保計画（第８次前期）を

策定するとともに、医師修学資金貸与医師及び自治医科大学卒業医師

の令和６年度勤務先の配置調整を行った（89 名）。 

・ 研修医確保のため、各種ガイダンスを実施した。 

  ・ 「山形県医師確保計画」に掲げた目標値の達成に向けて、効果的な

取組みを継続するとともに、新たに県内診療所医師の後継者確保のた

めの取組みを開始し、より実効的な医師確保対策を推進する。 

 

 （薬剤師） 

  ・ 薬剤師不足施設に対する指導を実施したほか、薬科系大学の就職支

援セミナーに積極的に参加した。 

  ・ 病院薬剤師奨学金返還支援事業の貸与予定者５名を決定した。 

・ 引き続き、薬科系大学訪問や就職セミナーなどを活用し、県内の薬

局、病院・診療所への就業の働きかけを行う。また、病院薬剤師奨学

金返還支援事業により、県薬剤師会、県病院薬剤師会と連携して、病

院薬剤師の確保に取り組む。 

 

（保健師・助産師・看護職員等） 

  ・ 看護職員修学資金の貸与を行ったほか、山形県ナースセンターによ

る就業斡旋及び潜在看護師等の掘り起こしを行った。 

・ 看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、目標には到達していない。

山形方式･看護師等生涯サポートプログラムにおける各施策の充実・強

化を図り、看護職員確保に向けた取組みを推進していく。 

・ また、「山形県保健師人材育成ガイドライン」に基づき、自治体の標

準的キャリアラダーに沿った人材育成体制を推進していく。 
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第７次山形県保健医療計画における主な取組みについて 
 

目標及び進捗状況 
令和５年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

第２部 各論 

第１章 県民の視点に立った医療提供体制の整備 

第１節 保健医療圏における医療提供体制の整備 

 ■ 医療提供体制の体系的整備 

【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ医」の普及

率 

75.1％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － － － 76.0% － 

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － － － 85.1% － 

【令和５年度の主な取組み】 

・チラシやホームページ等により「かかり

つけ医」及び「かかりつけ歯科医」の普及

に向けた県民への啓発を実施 

・やまがた健康フェア 2023 で「かかりつけ

歯科医」を持つことや定期的な歯科健診を

受けることの重要性について啓発 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・令和７年４月に「かかりつけ医機能報告

制度」が施行される予定であり、厚生労

働省によるガイドライン等をもとに、必

要となる取り組みを進める。 

・かかりつけ歯科医の普及率は平成28年度

の時点ですでに目標を達成しており、高

水準の普及率であるが、現状値を維持で

きるよう引き続き様々な広報媒体や機会

を捉えた啓発を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料１－２  
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 ■ 地域医療連携の仕組みづくり 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66 千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

124 

千人 

140 

千人 

156 

千人 

172 

千人 

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

2,001 

千件 

2,077 

千人 

2,162 

千件 

2,601 

千件 

【令和５年度の主な取組み】 

・地域医療構想調整会議や専門部会の開催

を通して、地域医療構想の実現に向けた地

域医療連携の取組を推進 

・地域医療情報ネットワークを中心とした、

切れ目のない医療・介護提供体制の構築を

推進 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・計画期間中の全ての期間において、登録累

計患者数、アクセス数とも目標を達成し

た。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地

域医療連携の取組を推進していく。 

 

 

 

 

 ■ 地域医療支援病院の整備 

 

【医療政策課】 
 

 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療支援病院の数 
５ 

（H29） 

５ ５ ６ ６ ６ ６ 

５ ５ ６ ７ ７ ７ 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援病院に興味のある病院からの

問い合わせに対し、助言等を実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療支援病院を目指している病院から

の問い合わせに対して、適切に対応した。 

 ・地域医療支援病院を目指す病院の支援及び

県民への地域医療支援病院に関する情報提

供を行うとともに、地域の医療機関との機

能分化・連携を推進していく。 
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 第２節 地域医療構想の推進 

  

 【医療政策課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各病院の改革プラン等に

基づく病床機能の分化・

連携や規模適正化を実施

した数（累計） 

３施設 

（H29） 

７施設 14 施設 21 施設 28 施設 35 施設 42 施設 

８施設 14 施設 18 施設 18 施設 19 施設 20 施設 

【令和５年度の主な取組み】 

・二次保健医療圏ごとに設置した地域医療構

想調整会議を開催し、関係者との連携を図り

つつ、地域医療構想の実現に向けた協議を推

進 

・病床の機能分化、連携を推進するため、前年

度から引き続き２施設に対して施設・設備の

整備や地域医療連携推進法人設立のための経

費を支援、新たに１施設に対して病床機能再

編や施設・設備の整備、地域医療連携推進法

人設立のための経費を支援 
 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療構想調整会議において、病床の機能

分化・連携の具体的計画について意見交換し、

地域の関係者の合意を得た。 

・引き続き、地域医療構想調整会議において、

関係者との連携を図りつつ、地域医療構想の

実現に向けた協議を進める。 

・地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の

規模や機能の見直し及び診療機能の役割分

担と連携の取組を促進する。 
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 第３節 患者の視点に立った安心な医療の確保 

 ■県における医療機関情報の提供 

（１）医療機能情報提供制度による医療機関情報の提供 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医情ネットへのアクセス

数 

93,960 

（H28） 

93,960 95,000 96,000 97,000 98,000 99,000 

91,743 82,218 ― ― － － 

【令和５年度の主な取組み】 

・インターネットを活用し県民に医療機関情

報を提供（医療機関は最低年１回情報更新） 
  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・令和６年４月から全国統一システムに移行し

ており、都道府県の枠を超えた医療機関等の

検索が可能になるなど、効率・利便性の向上

が見込まれる。 

 （２）保健医療計画における地域の医療機能や連携の状況の明示 

【健康福祉企画課】 
 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1 回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医療

連携体制を構築する病院の表を更新すると

ともに、第８次山形県保健医療計画に掲載 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情報

を県民に提供していく。 

■ 患者の安心に配慮したサービスの提供 

【医療政策課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％ 93.3％ 91.1％ 92.0％ 88.3％ 

【令和５年度の主な取組み】 

・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況に 

ついて、関係機関に対し情報を提供 

・医療法第25 条第1 項の規定に基づく、病院・

診療所等に対する立入検査を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・相談件数が増加傾向で様々な相談をいただ

く中、相談終了時における相談者から感謝の

言葉や後日解決した旨の報告をいただくな

ど、概ね満足度の高い相談対応を行った。 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦情・

相談に対応するとともに、医療法に基づく立

入検査を実施していく。 
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 ■ 医療機関における入退院時の患者等に対する情報の提供 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域連携パスに参加して

いる医療機関等の数 

277 

（H28） 

285 290 295 300 305 310 

284 285 286 284 284 279 

退院支援に係る施設基準

を取得している病院数 

28 

（H29.10） 

29 30 31 32 33 34 

27 30 33 33 35 37 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・地域連携パスの普及拡大や多職種連携による

退院支援など、地域における医療連携体制構

築の取組を支援 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、地域連携パスの運用改善や多職種

連携による退院支援などの医療連携体制構

築の取組を支援していく。 

 第４節 医療安全対策の推進 

 ■ 医療安全相談窓口の役割、医療安全確保対策、院内感染防止対策の徹底 

【医療政策課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％ 93.3％ 91.1％ 92.0％ 88.3％ 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況に

ついて、関係機関に対し情報を提供 

 ・医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく、病

院・診療所等に対する立入検査を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・相談件数が増加傾向で様々な相談をいただ

く中、相談終了時における相談者から感謝

の言葉や後日解決した旨の報告をいただく

など、概ね満足度の高い相談対応を行った 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦

情・相談に対応するとともに、医療法に基

づく立入検査を実施していく。 
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 ■ 患者本位の医薬分業の推進、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

【健康福祉企画課】 

 ※令和６年５月１日現在 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

かかりつけ薬剤師を配置

している薬局の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

51％ 58％ 65％ 72％ 79％ 85％ 

47.2％ 48.2％ 49.6％ 50.3% 52.2% 53.1%※ 

後発医薬品使用割合（新

指標・数量ベース） 

71.6% 

（H28） 

77% 
80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

79.9％ 82.7％ 85.0% 85.4% 86.7% 88.5% 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・県薬剤師会と連携したかかりつけ薬剤師制

度の県民への周知 

 ・小学生を対象とした工場見学会実施 

 ・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提供

を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ薬剤師の配置については、目標

達成には至らないものの、増加傾向にある。 

 ・県薬剤師会と連携し、かかりつけ薬剤師算

定の届出を推進する。 

 ・後発医薬品使用割合については、増加傾向

にある。 

 ・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。 

 ■ 医薬品等の安全対策、適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 
 ※１ 医薬品医療機器等法に係る行政処分の件数÷監視施設数 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

薬局・医薬品製造販売業

等における販売体制等の

不適率（※１） 

5.5% 

（H28） 

5.0％ 4.5％ 4.0％ 3.5％ 3.0％ 2.5％ 

8.9％ 6.5％ 6.3％ 3.2％ 1.5％ 2.2％ 

【令和５年度の主な取組み】 

・薬局、医薬品等販売業に対する監視指導を

実施 

・年度当初に重点監視項目を策定し、医薬品

医療機器等法の遵守状況を確認するととも

に不適の場合指導を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・偽造医薬品流通防止のための体制及び手順

書整備について不適事例が多かった。 

・不適率は減少傾向にあるが、引き続き、不適

率の高い項目を重点監視項目として設定

し、監視指導を継続して実施する。 
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 ■ 血液確保、血液製剤の適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

献血者目標人数達成率 
94.3% 

（H28） 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

98.4％ 100.3％ 101.0％ 104.4％ 104.7％ 109.6％ 

【令和５年度の主な取組み】 

・主として高校生を対象に献血セミナーを実

施 

・各種広報媒体を活用し、献血の普及啓発を

実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・献血者数が伸びてきており、取り組みに対

する成果が表れ、目標を達成した。 

・引き続き、関係機関と連携し、特に若年層へ

の普及啓発を強化する。 

 第５節 医療に関する情報化の促進 

 ■ 医療機関における医療情報の電子化の促進と総合的なネットワーク化の推進 

【医療政策課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66 千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

124 

千人 

140 

千人 

156 

千人 

172 

千人 

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

2,001 

千人 

2,077 

千人 

2,162 

千件 

2,601 

千件 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・参加医療機関や利用に同意する患者の増加

を図るための、地域医療情報ネットワーク

協議会の取組を支援 

 ・県境を越えて秋田県内の医療機関と患者情

報を共有する「秋田・山形つばさネット」の

運用を令和２年４月より開始 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・計画期間中の全ての期間において、アクセ

ス数とも目標を達成した。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地

域医療連携の取組を推進していく。 
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第２章 疾病・事業ごとの医療連携体制の整備 

 第１節 医療機関相互の機能分担と連携  

  

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1 回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医療

連携体制を構築する病院の表を更新すると

ともに、第８次山形県保健医療計画に掲載 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情報

を県民に提供していく。 

 第２節 地域における医療連携体制 

 １ がん 

（１）がんの予防、がんの早期発見 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% 12% 

― ― ― ― 17.2% ― 

胃がん検診の受診率 
56.1% 

（R1） 

― 59% ― ― 60% 60% 

― 56.1% ― ― 57.3% ― 

肺がん検診の受診率 
62.2% 

（R1） 

― 60% ― ― 60% 60% 

― 62.2% ― ― 63.6% ― 

大腸がん検診の受診率 
56.0% 

（R1） 

― 57% ― ― 60% 60% 

― 56.0% ― ― 58.3% ― 

子宮頸がん検診の受診率 
46.5% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 46.5% ― ― 46.8% ― 

【令和５年度の主な取組み】 

・がんの予防対策として、県民一人ひとりの

生活習慣の改善を図るため、５月の禁煙週

間を中心に、受動喫煙防止等に係る普及啓

発を実施するとともに、年間を通して「食」

と「運動」両面での取組み（減塩・ベジアッ

ププロジェクト事業及びウォーキングプロ

ジェクト事業）を展開 

・禁煙に取り組む県民向けに「禁煙治療実施

医療機関」の情報をホームページに掲載す

る等し提供（医療機関数 187 施設［R5.4 月

末現在］） 

・事業者団体と連携して飲食店への個別訪問

等を実施し、「原則屋内禁煙」に取り組むよ

う要請 

（飲食店等への禁煙標識交付 1,528 件［R6.3

月末現在］) 

・がん検診受診率向上対策として、10 月の「が

ん検診推進強化月間」を中心に、教育局と

連携して小学校のがん教育を活用し、家庭

における検診受診の呼びかけを行うととも

に、包括連携協定締結企業と連携し、県内
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【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

乳がん検診の受診率 
47.3% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 47.3% ― ― 48.8% ― 

精密検査受診率 

（住民健診） 

79.1～92.6% 

（R1） 

84% 88% 92% 96% 100% 100% 

79.0～ 

92.1% 

79.1～ 

92.6% 

76.3～ 

89.9% 

75.8～ 

91.5% 

75.3～ 

92.1% 
― 

がん登録集計罹患数に対

する病院等からの届出率 

98.5% 

（H30） 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

98.5% 98.2% 98.7% ― ― ― 

事業所に対しても「がん検診受診」を広く

周知 

・特に、女性のがん検診受診機会の拡大のた

め、市町村や医師会等の協力を得て「女性

の休日検診事業」を実施 

・がん検診の事業評価及び精度管理に向け、

生活習慣病検診等管理指導協議会の各がん

部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各

１回）及び生活習慣病検診等従事者講習会

（延 20 回）を開催 

・がん診療連携協議会がん登録部会を通じ、

院内がん登録の精度向上を推進 

・院内がん登録全国集計（2019）のデータか

らがん診療連携拠点病院等の医療の実態を

把握 

・がん登録実務者の資質向上に向けた研修会

を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・成人の喫煙率は、直近値（R4）で 17.2%と、

H2 の調査開始以来最も低くなったが、目標

には達していない。 

・受動喫煙防止対策をさらに推進するため、

引き続き、各種イベント等様々な機会を捉

え、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫

煙防止条例」の周知を図っていく。 

・また、職場や家庭における受動喫煙防止に

向け、市町村はじめ関係機関と連携し働き

かけを継続していく。 

・本県のがん検診受診率は、全国上位である

ものの、肺がん検診を除き目標値には達し

ておらず、引き続き市町村や関係機関とも

連携しながら受診率向上に向けた取組みを

進める。 
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・がん登録の届出率は、がん登録の精度の高

さの国際的目安である 90％を超えており、

更なる登録精度の維持向上に取り組む。 

 （２）がん医療の充実 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
  

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

緩和ケア研修会修了者数

（累計） 

1,566 人 

（R2） 

1,250 人 1,375 人 1,500 人 1,625 人 1,750 人 1,750 人 

1,390 人 1,502 人 1,566 人 1,673 人 1,749 人 1,823 人 

地域連携パス運用件数

（累計） 

1,753 件 

（R2） 

1,240 件 1,430 件 1,620 件 1,810 件 2,000 件 2,000 件 

1,354 件 1,538 件 1,753 件 1,924 件 2,079 件 2,202 件 

がんの 75 歳未満年齢調

整死亡率（人口 10 万対） 

男女計 67.4 

（R1） 

― ― ― ― 67 67 

70.6 67.4 69.9 65.6 68.6  

【令和５年度の主な取組み】 

・医療従事者向け緩和ケア研修会を開催（累

計：医師 1,823 人、看護師等 1,039 人修了） 

・がんの地域連携パス運用拡大・改善に向け、

県がん診療連携協議会地域連携パス部会を

開催。当部会でパスの運用状況と課題を把

握し、改善に向けて協議 

・山形県がん診療連携指定病院が行う在宅療

養や緩和ケア等の連携事業への支援 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・緩和ケアについて切れ目なく提供できる体

制の充実を図る。 

・地域連携パスの運用件数や緩和ケア研修会

修了者の数は増加しており、参加者のさら

なる拡大を図っていく。 

・地域連携パス部会を定期的に開催し、引き

続き、パスの運用改善に向けて協議する。 

・都道府県がん診療連携拠点病院を中核とし

て、県内どこでも質の高いがん医療を受け

ることができる体制の充実に努める。 
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 （３）がんに関する相談支援と情報提供 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
  

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

がん相談窓口における相

談受理件数 

6,743 件 

（R1） 

5,400 件 5,900 件 6,400 件 6,900 件 7,400 件 7,400 件 

5,418 件 6,743 件 6,179 件 6,414 件 6,831 件 7,358 件 

がん罹患を理由に失職す

る勤労者の割合 

25% 

（H23） 

― ― ― ― 25%未満 25%未満 

― ― ― ― ― ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・「山形県がん総合相談支援センター」では、

病院外の相談窓口である点を活かし、様々

な相談対応を実施 

 ・「山形県がん総合相談支援センター」と各が

ん診療連携拠点病院の「がん相談支援セン

ター」とが協力して相談窓口の周知を行っ

たほか、ピアサポーターによるがん患者サ

ロンを開催 

 ・山形労働局と連携し、「がん患者就労・生活

支援関係機関連絡会議」を開催 

・働きながら通院治療が可能とされる重粒子

線治療を希望する県民が治療を受けやすく

なるよう、公的保険の対象とならない治療

を受ける際の費用を助成 

 ・治療と就労の両立や療養生活の向上に向け、

がん患者への医療用ウィッグや乳房補正具

の購入費を助成 

 ・がん等の治療により妊よう性の低下が予想

される小児・ＡＹＡ世代の患者が妊よう性

温存療法を受ける場合の費用を助成 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・がんに関する様々な悩みを、無料で相談で

きる窓口の存在は少しずつ認知度が上がっ

てきているものの、まだ十分とは言えない

ため、今後も医療機関の診療部門と連携し

て周知に取り組んでいく。 

 ・がん治療と仕事の両立のため、山形労働局

など関係機関と情報を共有し、がん患者が

必要とする支援につなげていく。 
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 ２ 脳卒中  

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

 

 

 

 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2％ 64.4% 66.3% 67.5% ― 

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2％ 28.9% 29.8% 30.6% ― 

脳梗塞発症後 4.5 時間以

内の来院者数の割合 

30% 

（H27） 

― ― 35% ― ― 40% 

― ― ― 28.5％   

脳梗塞患者に占める rt-

PA 治療患者の割合 

7% 

（H27） 

― ― 9% ― ― 10% 

― ― ― 7.8％   

脳卒中（脳血管疾患）に

よる年齢調整死亡率 

（人口 10 万対） 

男性 43.8 

女性 27.4 

（H27） 

― ― ― ― 
41.6 

24.7 

41.6 

24.7 

― ― 
114.6 

71.4 
―   

【令和５年度の主な取組み】 

・「循環器病対策推進計画（令和4年1月策定）」

に基づき、死亡率低下のための各種取組み

を推進（普及啓発「動画」及び「漫画」の作

成等） 

・市町村はじめ医療機関等と連携し、「山形県

糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を

実施 

・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を開催 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞発

症登録を実施 

 ・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等を

対象に、脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研

究事業の分析評価結果に基づく脳血管疾患

の特徴や予防等について学ぶ研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・特定健康診査の受診率と特定保健指導の終

了率は、横ばい傾向。 

・循環器病対策普及啓発「動画」及び「漫

画」を活用し、多様な機会を捉えて、疾病

予防の普及啓発を継続していく。 

・引き続き、市町村や県医師会等と連携し、循

環器病の発症予防に向け、生活習慣改善の

ため県民が自主的に健康づくりに取り組む

ことのできる環境整備を図る。 
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 ３ 心筋梗塞等の心血管疾患 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 67.5% ― 

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 30.6％ ― 

心筋梗塞患者に占める病

院到着前死亡者の割合 

46.3% 

（H27） 

― ― 43% ― ― 40% 

40.5% 39.1% 37.5% 36.1% 36.1％  

虚血性心疾患による年齢

調整死亡率（人口 10 万

対） 

男性 34.5 

女性 11.1 

（H27） 

― ― ― ― 
31.8 

13.7 

31.8 

13.7 

― ― 
82.8 

35.4 
―   

【令和５年度の主な取組み】 

・「循環器病対策推進計画（令和4年1月策定）」

に基づき、死亡率低下のための各種取組み

を推進（救急現場から医療機関へ心電図を

伝送する装置の導入経費の補助、普及啓発

「動画」及び「漫画」の作成等） 

・市町村はじめ県医師会や糖尿病対策推進会

議、保険者協議会等と連携し、「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を実施 

・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を実施 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞発

症登録を実施 

 ・作業療法士や理学療法士、言語聴覚士等を

対象に、脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研

究事業の分析評価結果に基づく心血管疾患

の特徴や予防等について学ぶ研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・心筋梗塞患者に占める病院到着前死亡者の

割合は改善傾向にある。 
・引き続き、市町村や県医師会等と連携し、

循環器病の発症予防に向け、生活習慣改善

のため県民が自主的に健康づくりに取り組

むことのできる環境整備を図る。 

・循環器病対策普及啓発「動画」及び「漫画」

を活用し、前兆や初期症状の早期発見、医

療機関の早期受診、ＡＥＤの使用を含めた

救命処置の重要性を啓発していく。 

・市町村や消防機関、医療機関等と協力し、

より迅速かつ適切に患者を搬送するため救

急搬送体制の環境整備を図り、心疾患によ

る死亡率の低下を目指す。 
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 ４ 糖尿病 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 67.5% ― 

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 30.6％ ― 

糖尿病性腎症による年間

新規透析導入患者数 

132 人 

（R1） 

― ― ― ― ― 
90 人 

以下 

140 132 114 125 139 110 

【令和５年度の主な取組み】 

・人工透析への移行を阻止するため、県では

特定健診等のデータを活用し「人工透析導

入ハイリスク者リスト」を作成して市町村

に提供するとともに、市町村では、このリ

ストをもとに医療機関と連携して受診勧奨

を実施 

・市町村はじめ県医師会や糖尿病対策推進会

議、保険者協議会等と連携し、「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を展開 

（糖尿病等対策検討会の開催、最上地域にお

ける糖尿病カードシステムを活用した糖尿

病重症化予防モデル事業の展開、置賜地域

糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防に関する

連絡会開催等） 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・「人工透析導入ハイリスクアプローチ事業」

に取り組む市町村が年々増加している。 

・県内各地域における医療機関と連携体制を

構築するとともに、引き続き重症化予防、

人工透析への移行防止のためのハイリスク

者への受診勧奨等に取り組む。 

・「糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログ

ラム事業」による普及啓発を継続する。 
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 ５ 精神疾患 

■精神保健福祉対策の推進 

【地域福祉推進課・障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

831 人 

（R1） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000 人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 437 人 354 人 389 人 466 人 

こころの健康に関する相

談件数 

1,068 件 

（R2） 

1,100 件 1,000 件 1,100 件 1,200 件 1,200 件 1,200 件 

871 件 1,277 件 1,068 件 840 件 1,366 件 838 件 

自殺死亡率 

（人口 10 万人当たり） 

17.0 

（R2） 

― ― 17.0 ― 16.0 ― 

18.1 18.2 17.0 20.1 17.8 15.3 

【令和５年度の主な取組み】 

・精神障がいに関する講演会や当事者家族を

対象とした家族教室を開催 

・身近な人の変化に気づき、声をかけ、見守っ

ていく「心のサポーター」の養成 

・新規事業として児童・生徒等に対する SOS 教

育のモデル事業を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・研修会等により各種相談業務に従事する職

員の資質向上及び精神疾患に関する正しい

知識の普及啓発等を行った。今後も続き続き

研修会等の開催や相談窓口の周知に努め、相

談受付体制の充実を図る。 

・児童・生徒等に対する SOS 教育のモデル事業

については、児童生徒に対するアンケート結

果からも一定程度の有意性が見受けられる

ことから、引き続き当該事業の全県的な展開

を図る。 
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 ■多様な精神疾患に対応した精神科医療体制の構築 

【高齢者支援課・障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

認知症サポート医の養成

数（累計） 

78 人 

（R2） 

― ― 93 人 ― ― 104 人 

67 人 76 人 78 人 84 人 91 人 99 人 

児童思春期精神疾患の専

門診療実施病院 

8 機関 

（R2） 

7 機関 7 機関 7機関 8 機関 8 機関 8 機関 

8 機関 8 機関 8機関 11 機関 10 機関 9 機関 

依存症専門医療機関数 
6 機関 

（R2） 

― ― ― 6 機関 6 機関 6 機関 

― 6 機関 6機関 6 機関 6 機関 6 機関 

精神病床における入院 1

年時点の退院率 

91.7% 

（H29） 

― ― 
90% 

以上 
― ― 

92% 

以上 

92％ ― ― ― ―  

【令和５年度の主な取組み】 

・認知症サポート医養成研修受講を支援する

ことにより、認知症サポート医８名を養成 

・連携協力体制の構築のため県ギャンブル等

依存症対策連携会議を開催 

・精神保健福祉センターを依存症相談拠点と

して、相談対応と回復支援を実施。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・認知症サポート医については、徐々に増加し

ており、引き続き養成に努める。 

・関係機関におけるギャンブル等依存症対策

の取組みについて情報の共有が図られた。 

・依存症対策について、精神保健福祉センター

が中心となり、引き続き医療機関相互の連携

を推進し、患者状況に合わせて適切な医療を

提供できる体制の構築を図る。 

  ■地域移行・地域定着支援体制の構築 

【障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域移行を推進するため

の医療・保健・福祉関係

機関連携会議の設置地域

数 

3 地域 

（R2） 

0 地域 4 地域 4地域 4 地域 4 地域 4 地域 

0 地域 0 地域 3地域 3 地域 4 地域 4 地域 

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

831 人 

（R1） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000 人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 437 人 354 人 389 人 466 人 

精神病床に在院 5 年以上

の在院患者数 

741 人 

（R2） 

― ― 760 人 ― ― 700 人 

795 人 767 人 741 人 709 人 705 人 698 人 

精神病床から退院後１年

以内の地域における平均

生活日数 

304 日 

（H28） 

― ― ― ― ― 316 日 

― ― ― ― ― 
321 日

（R2） 

【令和５年度の主な取組み】 

・県内４地域において、精神障がい者の地域

移行推進のための関係機関連携会議を開催 

 ・精神障がい者の相談体制を強化するため、

専門の相談員による出張相談会を実施 

 ・相談支援事業所等の担当者を対象に精神障

がい者の対応に特化した研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・圏域ごとに保健、医療、福祉関係者の協議の

場が設置された。引き続き長期入院者の退

院の促進と地域生活への移行に向けた具体

的な取組みの検討を進めていく。 

・相談支援事業所等の対応力の向上を図るこ

とができた。今後も精神障がい者への対応

技法などを支援者研修に取り入れていく。 

12ページ



17 

  ■精神科救急医療体制の充実 

【障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

精神疾患患者の救急搬送

時における救急隊現場滞

在時間 

24.9 分 

（R2） 

22 分 22 分 21 分 21 分 20 分 20 分 

25.2 分 19.6 分 24.9 分 23.3 分 23.7 分 22.4 分 

【令和５年度の主な取組み】 

・県内の９精神科病院を精神科救急医療施設

に指定し、精神科救急患者の受入体制を整

備。 

・山形県精神科救急情報センターにおいて、休

日夜間の精神科救急に関する相談対応を実

施。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・夜間・休日に精神科救急患者の受入れが可

能な体制を整備することができた。 

・今後も引き続き、県内の精神科医療機関の

協力を得ながら、精神科救急患者の受入体

制の整備を進めるとともに、関係者間の意

見交換や事例検討を通して、救急搬送・受

入業務の円滑な運用を図る。 
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 ６ 小児救急を含む小児医療 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

小児科標榜診療所勤務医

数（小児 10 万対） 

48.0 人 

（H30） 

43.8 人 

以上 
― 

43.8 人 

以上 
― 

43.8 人 

以上 
― 

48.0 人 ― 48.2 人 ― 46.9 人 ― 

小児科標榜病院勤務医数 

（小児 10 万対） 

63.0 人 

（H30） 

65.8 人 

以上 
― 

65.8 人 

以上 
― 

65.8 人 

以上 
― 

63.0 人 ― 68.2 人 ― 74.3 人 ― 

小児救急電話相談回線数 
1 回線 

（R2） 

2 回線 2 回線 2回線 2 回線 2 回線 2 回線 

2 回線 2 回線 
1 回線

(※) 
1 回線 1 回線 １回線 

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10 万対） 

0.1 人 

（H30） 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 0.3 人 0.2 人 0.3 人 0.5 人 ― 

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

13 人 

（R2） 

9 人 12 人 15 人 17 人 19 人 21 人 

0 人 0人 13 人 18 人 23 人 28 人 

乳児（1 歳未満）死亡率

（出生千対） 

2.6 

（全国:2.0） 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 2.3 ― ― 2.0 

乳幼児（5 歳未満）死亡率

（乳幼児人口千対） 

0.7 

（全国：0.5） 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 0.6 ― ― 0.5 

小児（15 歳未満）死亡率

（小児人口千対） 

0.3 

（全国：0.2） 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3 年間

の平均値

以下 

― ― 0.2 ― ― 0.2 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・初期救急医療に従事する小児科医以外の医

師等に対する研修会を開催（天童市東村山

郡医師会、新庄市最上郡医師会、米沢市医

師会、北村山地区医師会） 

・県民の不安解消や二次・三次救急医療機関

の負担軽減を図るため、救急電話相談事業

（小児・大人）を実施 

 ・保護者に対し小児救急に関するガイドブッ

クを配布するとともに、講習会を開催 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・初期救急医療に従事する小児科以外の医師

への研修会の実施等により、小児救急医療

体制の充実が図られるとともに、電話相談

の実施やガイドブックの配布により、保護

者の不安解消及び適正受診が促進された。 

 ・小児救急電話相談については、利用実態や

関係者の意見を踏まえ、更なる普及啓発を

行っていく。 

 ・引き続き、ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の

在宅療養を支援するため、一時的に受入れ

を行う医療機関の運営を支援していく。 
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 ７ 周産期医療 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

NICU 病床数（人口 10 万

対） 

2.7 床 

（R2） 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.6 床 

（H29） 
― 2.7 床 ― ― 2.8 床 

産科医及び産婦人科医の

数 

91 人 

（H30） 

101 人 

以上 
― 

104 人 

以上 
― 

107 人 

以上 
― 

91 人 ― 95 人 ― 96 人 ― 

新生児専門医数 
6 人 

（R2） 

4 人 

以上 

4人 

以上 

5 人 

以上 

6 人 

以上 

7 人 

以上 

8 人 

以上 

5 人 6人 6 人 7 人 8 人 8 人 

母体・新生児県外搬送率 
2.9% 

（R1） 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

2.7% 2.9% 2.1% 1.6% 2.3% 2.2% 

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10 万対） 

0.1 人 

（H30） 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 0.3 人 0.2 人 0.3 人 0.5 人 ― 

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

13 人 

（R2） 

9 人 12 人 15 人 17 人 19 人 21 人 

0 人 0人 13 人 18 人 23 人 28 人 

新生児死亡率（出生千対） 
1.4 

（全国:0.9） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下 

― ― 1.2 ― ― 1.3 

周産期死亡率（出生千対） 
4.3 

（全国：3.4） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下 

― ― 3.7 ― ― 3.8 

妊産婦死亡率（出生 10万

対） 

4.1 

（全国：3.3） 

― ― 
全国の過去

3 年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3 年間の平

均値以下 

― ― 0 ― ― 0 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・県の周産期医療体制について協議するため、

周産期医療協議会を２回開催 

 ・周産期医療従事者等を対象とした症例検討

会を開催 

 ・総合周産期母子医療センター及び地域周産

期母子医療センターへの運営費を助成 

・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成 

・災害発生時における妊産婦や小児に係る医

療提供体制の確保に向けた調整役として災

害時小児周産期リエゾンを新たに委嘱 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・産科セミオープンシステム事業の実施によ

り、病院・診療所の施設間連携が図られた。 

・引き続き、高度周産期医療体制の充実強化、

産科医や小児科医（新生児医療専門医）確

保に向けた取組を継続していく。 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養を

支援するため、一時的に受入れを行う医療

機関の運営を支援していく。 

 ・災害時における周産期医療提供体制の充実

強化に向けて、災害医療コーディネーター

と連携し、災害時小児周産期リエゾンの具

体的な運用について検討・整備を進めてい

く。 
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 ８ 救急医療 

■救急医療体制の体系的な整備 

 

【医療政策課・消防救急課】 
 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

二次・三次救急医療機関

を受診する軽症患者数の

割合 

79.8% 

（R1） 

80.0% 79.7% 79.4% 79.1% 78.8% 78.5% 

80.2% 79.8% 76.4% 77.4% 79.0% 78.0% 

救急医療機関、かかりつ

け医、介護施設等の関係

機関が参加したメディカ

ルコントロール（ＭＣ）

協議会等（県及び各地域）

の開催回数（もしくは地

域数）【ＭＣ協議会数】県

１、地域５（庄内２） 

0 回 

（R2） 

0 回 
1回 

（県） 

4 回 

（県及

び 3 地

域） 

4 回 

（県及

び 3 地

域） 

6 回 

（県及

び 5 地

域） 

6 回 

（県及

び 5 地

域） 

0 回 0回 0 回 0 回 0 回 0 回 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・県民の不安解消や二次・三次医療機関の負

担軽減を図るため、救急電話相談事業（小

児・大人）を実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、関係機関と連携した取組みを実

施し、適正受診や応急手当の普及啓発を推

進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ページ



21 

  ■病院前救護体制の整備 

【消防救急課】 

 
 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

救急救命士のうち薬剤投

与認定者の割合 

99.0% 

(R2) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

99.7% 98.4％ 99.0% 99.7％ 99.7％ 99.7％ 

脳卒中病院前救護（PSLS）

コース講習を受講した救

急救命士の延人数 

272 人 

（R1） 

259 人 291 人 323 人 304 人 336 人 368 人 

255 人 272 人 272 人 272 人 299 人 327 人 

指導救命士数 
35 人 

（R2） 

19 人 20 人 20 人 35 人 35 人 35 人 

25 人 33 人 35 人 36 人 38 人 39 人 

救急要請（入電）から医

療機関収容までの平均所

要時間 

38.8 分 

（R1） 

38.8 分 39.1 分 39.3 分 39.3 分 39.3 分 39.3 分 

38.8 分 38.8 分 39.3 分 41.3 分 44.7 分 43.0 分 

各年における応急手当普

及員の資格取得者数 

145 人 

（R1） 

185 人 190 人 195 人 150 人 155 人 160 人 

96 人 145 人 66 人 73 人 165 人 71 人 

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止傷病者に

対し一般市民により除細

動（AED）が実施された割

合 

4.8% 

（R1） 

5.7% 5.7% 5.7% 4.8% 4.8% 4.8% 

5.4% 4.8% 2.7% 4.6% 3.4% 4.9% 

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1 か月後の生存率（直近 5

か年平均） 

12.7% 

(R1) 

― ― 11.3% ― ― 12.4% 

11.9% 12.7% 12.8% 12.3% 10.9% 10.6% 

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1 か月後の社会復帰率

（直近 5か年平均） 

8.7% 

（R1） 

― ― 7.4% ― ― 8.0% 

7.8% 8.7% 8.9% 8.1% 7.4％ 7.2% 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・（一財）救急振興財団に財政援助を行うこと

で県内の薬剤投与認定救急救命士及び指導

救命士の計画的養成に対する支援を実施 

 ・救急救命士を対象にＰＳＬＳコース講習を

県内２箇所で開催 

 ・消防本部等と連携し、応急手当講習会受講

推進キャンペーンを９月に実施するととも

に、応急手当の普及に取組む事業所及び団

体に応急手当講習受講優良証を交付する等

応急手当普及啓発活動を展開 

 ・通信指令員が通報者に対して行う心肺蘇生

法などの口頭指導の対応強化を図るため、

県ＭＣで作成した教育テキストを活用し、

教育研修会を実施 

 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・救急救命士の養成・継続教育の実施、一般市

民に向けた応急手当の普及啓発活動の展開

により、病院前救護体制の充実強化が図ら

れた。 

・引き続き、県ＭＣ、消防機関、医療機関と連

携し、さらなる救急業務の高度化を推進し

ていく。 
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 ９ 災害時における医療 

■災害時における医療提供体制の整備 

【医療政策課、障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ＤＭＡＴチーム数 
27 チーム 

（R2） 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 28 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 30 ﾁｰﾑ 31 ﾁｰﾑ 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 30 ﾁｰﾑ 

ＤＰＡＴ隊員登録者数 
94 人 

（R2） 

78 人 92 人 106 人 106 人 106 人 106 人 

72 人 94 人 94 人 94 人 124 人 124 人 

病院におけるBCP策定率 

病院全体 22% 

（うち災害拠点

病院のみ 100%） 

（H30） 

30% 

（100%） 
― 

70% 

（100%） 

80% 

（100%） 

90% 

（100%） 

100% 

（100%） 

22% 

（100%） 
― 

― 

（100%） 

― 

（100%） 

45% 

（100%） 

45% 

（100%） 

災害医療コーディネー

ター数 

30 人 

（R2） 

― ― 
現状の 2

倍程度 
― ― 

現状の 4

倍程度 

― ― 30 人 30 人 31 人 31 人 

災害時小児周産期リエ

ゾン認定数 

13 人 

（R2） 

9 人 12 人 15 人 17 人 19 人 21 人 

0 人 0 人 13 人 18 人 23 人 28 人 

【令和５年度の主な取組み】 

・大規模災害発生時に備え、政府総合防災訓

練、東北ブロック参集訓練（青森会場）等に

県内ＤＭＡＴが参加 

・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣するとともに、ＤＭＡＴ技能維持研

修に県内ＤＭＡＴの隊員を派遣 

・災害時における医療提供体制構築のため、

県地域災害医療コーディネーター等を対象

とした研修会を開催 

 ・ＤＰＡＴ事務局主催の研修会に事務担当者

１名を派遣 

 ・ＤＰＡＴ隊員を対象に県ＤＰＡＴ研修会を

開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣し養成に努めるとともに、関係機関

に対し各研修・訓練への参加を促し、災害

時の医療提供体制の強化を図った。 

・ＢＣＰについて、災害拠点病院においては

策定率 100％となっている。今後は、災害拠

点病院以外の病院への働きかけを継続し、

災害時の医療提供体制の強化を図る。 

・県ＤＰＡＴ研修会を開催したことによりＤ

ＰＡＴ隊員の実践的な知識及び技術の維

持・向上を図ることはできた。 

・引き続きＤＰＡＴの隊員の養成及び技能向

上を推進するとともに、先遣隊研修等の専

門研修への隊員派遣などにより災害対応力

の強化を図る。 

 

15ページ
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  ■災害時医薬品等の供給体制の整備 

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

市町村からの医薬品等の

供給要請に対する供給率

（災害時医薬品等供給業

務訓練時に確認） 

100% 

（H29） 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

― 100% 100% 100% ― 100% 

【令和５年度の主な取組み】 

・災害時医薬品等の供給訓練を実施 

  県内６卸売販売業者が参加し、村山地域（河

北町）で実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、災害時の医療提供体制の充実強

化に向けた取組みを実施していく。 

・手順等の適正化を図りながら、災害時医薬

品等の供給訓練を実施する。 

 

 10 へき地の医療 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

へき地医療拠点病院から

の代診医派遣先数 

9 か所 

（R2） 

7 か所 8 か所 9か所 10 か所 11 か所 12 か所 

7 か所 7 か所 9か所 10 か所 11 か所 11 か所 

へき地医療拠点病院の中

で主要３事業の年間実績

が合算で 12 回以上の医

療機関の割合 

100％ 

（R2） 

― ― ― 100％ 100％ 100％ 

   100％ 100％ 100％ 

へき地医療拠点病院の中

でへき地医療拠点病院の

必須事業の実施回数が年

間１回以上の医療機関の

割合 

100％ 

（R2） 

― ― ― 100％ 100％ 100％ 

   100％ 100％ 100％ 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援機構において、へき地医療拠

点病院からの代診医派遣を実施した（57

人）。 

 ・へき地診療所の運営費（飛島）や設備整備

（金山、大蔵）を支援した。 

 ・インターネットを利用して県内の病院等に

勤務を希望する医師を登録し、紹介・斡旋

を行う山形県ドクターバンク事業を実施し

た。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・自治医科大学卒業医師等の派遣により、へ

き地診療所等の診療体制を確保した。 

 ・今後は、へき地医療拠点病院等と連携した

医師派遣を継続していくとともに、新たに

県内診療所医師の後継者確保対策の取組み

を開始し、へき地診療を支援する体制の充

実に取り組む。 

 

  

24 

第３章 在宅医療の推進 

 第１節 在宅医療提供体制の整備 

  

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

訪問診療の実施件数（訪

問診療を受けている患者

数） 

8,893 件/月 

（H29） 

― ― 
8,017 

件/月 
― ― 

9,671 

件/月 

― ― ― ― ― 11,056 

訪問診療を実施する診療

所・病院数 

234 

（H29） 

― ― ― ― ― 234 

― ― ― ― ― 212 

在宅診療支援歯科診療所

の数 

98 

（R3） 

― ― ― 98 99 100 

― ― ― 98 97 95 

訪問歯科診療件数 

（月平均） 

893 件/月 

（R2） 

― ― ― 
1,050 

件/月 

1,150 

件/月 

1,250 

件/月 

― ― ― 992 961 1,037 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携を図る

研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取

り組む団体に対する支援 

・地域における退院調整ルールの策定や看取

りの普及啓発など、在宅医療の拡充に向け

た取組みの実施 

・二次保健医療圏単位で在宅医療専門部会・

健康長寿安心やまがた推進本部地域協議会

を開催し、医療・介護関係者及び市町村に

よる協議の実施 

・在宅医療の充実に取り組む医療機関の設備

整備に対する支援 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携、住民

の理解促進への取組みが進められた。 

・医療機関における在宅医療の取組みを促す

ため、在宅医療の拡充に取り組む団体への

支援などを継続するとともに、医療機関に

おける設備整備への助成や在宅医療への理

解を深める取組みを強化する。 

 

  

16ページ
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 第２節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

  

 【高齢者支援課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

自立支援型地域ケア会議

の開催回数 

363 回 

（R1） 

370 回 385 回 400 回 ― ― 400 回 

371 回 363 回 284 回 327 回 337 回 363 回 

介護職員数 
20,861 人 

（H30） 

21,167

人 
― 

22,259

人 
― ― 

22,372

人 

20,072

人 

20,849

人 

20,912 

人 

21,073 

人 

20,856

人 

20,032

人 

【令和５年度の主な取組み】 

（地域ケア会議分） 

 ・自立支援型地域ケア会議の普及・定着のた

め、市町村への専門職の派遣調整、助言者

のスキルアップ研修等を実施 

（介護職員数分） 

・県、関係機関等による介護人材を確保に向

けた協議を行う「介護職員サポートプログ

ラム推進会議」の開催 

・介護事業者の職場環境改善の取組みを評価

する「やまがた介護事業者認証評価制度」

を実施 

 ・介護人材の確保のため、介護福祉士を目指

す学生等に対して修学資金を貸付 

 ・定年退職予定者、高齢者・主婦・高校生等の

介護未経験者を対象に介護の入門的研修を

実施し、介護アシスタントを養成 

・介護の魅力を発信するため、お仕事体験イ

ベント「キッズタウンやまがた」における

介護ブース出展及び広報事業の実施、「やま

がたKAiGOフォーラム」の開催、KAiGO PRiDE

アンバサダーの養成及び出前講座を実施 

・介護職員の負担軽減のため、介護施設等へ

のＩＣＴや介護ロボットの導入を支援 

 ・「山形県外国人介護人材支援センター」を設

置し、外国人介護人材の定着に向けた相談

窓口、巡回相談、交流会を実施、外国人介護

人材への集合研修等の実施や外国人を受け

入れる介護施設等の取組みを支援 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 （地域ケア会議分） 

 ・新型コロナの影響により令和２年度は開催
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回数が減少したが、その後は増加しており、

市町村、関係団体への支援により、市町村

における定期的な開催につながっている。 

・地域ケア会議の市町村での普及・定着に向

け、引き続き支援事業に取り組む。 

（介護職員数分） 

・今後も介護サービスの量的拡大に伴う介護

職員の不足が見込まれるため、引き続き、

介護職員の確保・定着に向けて取り組む。 

・外国人介護人材の定着を図るため、外国人

介護人材支援センターによる支援を拡充

し、国家資格対策講座を実施する。 

・介護の魅力発信事業「やまがたＫＡｉＧＯ 

ＰＲｉＤＥキャンペーン」を推進する。 

・介護事業者の生産性向上のための支援を行

うワンストップ窓口「山形県介護生産性向

上総合支援センター」を設置する。 

第４章 その他の医療機能の整備 

 第１節 臓器移植等の特殊医療対策等の推進 

 １ 臓器・骨髄移植の推進 

【医療政策課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

骨髄バンクドナー登録者

数 

7,677 人 

（H28） 

8,250 人 8,500 人 8,750 人 9,000 人 9,250 人 9,500 人 

8,068 人 8,271 人 8,236 人 8,214 人 8,157 人 8,365 人 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・１０月の臓器移植・骨髄バンク普及推進月

間を中心に移植医療に関する啓発活動を実

施（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、イベント等への参加については、中止・

縮小） 

 ・医療機関における臓器提供体制の整備に向

けた院内研修会等の開催を支援 

 ・献血併行型骨髄ドナー登録会を開催 

 ・骨髄ドナーの負担軽減のため、市町村と連 

携した骨髄提供者への助成事業を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・医療機関からの情報の収集等、相談対応を

適切に行い、医療機関との連携強化を図っ

17ページ
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ているが、臓器提供件数は少数に止まって

いる。 

 ・臓器提供件数の増に向け、引き続き県民の

理解促進を図るとともに、院内体制整備支

援などを通じて医療機関との連携を深めて

いく。 

 ・骨髄移植については、市町村と連携し、助成

制度の活用促進を図るとともに、引き続き

事業所へのドナー休暇制度導入等の普及啓

発を行っていく。 

 ２ 難病患者への支援 

【障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

難病医療協力医療機関 
137 

（H29） 

140 142 144 146 148 150 

136 135 131 127 139 136 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・国とともに、指定難病患者の医療費の公費

負担を継続。 

 ・在宅重症難病患者の一時入院に対する支援

及び受入先病院の調整を実施。 

 ・山形県難病相談支援センターにおいて、難

病患者及びその家族からの療養や介護等に

関する相談対応や患者交流事業、研修会等

を開催。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・上記の事業を実施し、難病患者の療養生活

環境の整備を図った。 

 ・難病は、多様かつ希少であるため、他者から

の理解が得にくいほか、療養が長期に渡る

こと等により、生活上の不安が大きいこと

から、難病相談支援センターにおける療養

相談や患者交流事業、研修会等を継続。 

 ・難病医療等連絡協議会を開催し、県の難病

医療提供体制について評価と協議を行って

いく。 
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 第２節 歯科保健医療提供体制の充実 

  ■歯科医療提供体制及び連携体制の充実 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2% 

（H28） 

― ― ― ― 80% ― 

― ― ― ― 85.1%  

在宅療養支援歯科診療

所の数 

98 か所 

（R3） 

138 か所 141 か所 145 か所 98 か所 99 か所 100 か所 

141 か所 142 か所 97 か所 98 か所 97 か所 95 か所 

訪問歯科診療件数（月平

均） 

893 件 

（R2） 

850 件 900 件 950 件 1,050 件 1,150 件 1,250 件 

928 件 1,027 件 839 件 992 件 961 件 1,037 件 

【令和５年度の主な取組み】 

・かかりつけ歯科医を持ち定期的に歯科健診

を受診することの重要性に関する普及啓発

を実施 

・山形県在宅歯科医療連携室の設置・運営を

支援 

・在宅歯科医師等養成研修会を開催 

・在宅歯科診療を実施に必要な医療機器の初

期設備の整備に係る経費の補助 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ歯科医の普及率は平成 28 年度の

時点ですでに目標を達成しており、今後も

かかりつけ歯科医を持つことや定期的な歯

科健診を受けることの重要性についての啓

発を実施する。 

・在宅療養支援歯科診療所は施設基準の見直

しにより R2 年度以降、数が減少している。

また、訪問歯科診療件数も新型コロナウイ

ルス感染症の影響で R2 年度は前年度と比

較し大幅に減少したが、その後は少しずつ

増加に転じている。 

 ・今後も各関係機関と連携して取組みを継続

し、訪問歯科診療を行う歯科医院や歯科医

師を支援する。 

 

  

18ページ
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  ■歯と口腔の健康づくりの推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

むし歯のない３歳児の割合は『地域保健・健康増進事業報告』より 

 

12 歳児の一人平均むし歯本数は『学校保健統計調査』より 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

むし歯のない３歳児の割

合 

79.8% 

（H27） 

― ― ― ― 90% ― 

85.0% 86.3% 87.9% 89.4% 91.2%  

12 歳児の一人平均むし

歯本数 

0.7 本 

（H28） 

― ― ― ― 0.5 本 ― 

0.5 本 0.6 本 0.6 本 0.5 本 0.4 本  

8020 運動達成者割合 
48.5% 

（H28） 

― ― ― ― 55% ― 

― ― ― ― 57.2％ ― 

過去 1 年間に歯科健診を

受けた者の割合 

44.6% 

（H22） 

― ― ― ― 65% ― 

― ― ― ― 56.3％ ― 

【令和５年度の主な取組み】 

・「山形県口腔保健支援センター」を中心に歯

科口腔の健康づくり対策を総合的かつ計画

的に実施。 

 ・特別支援学校において「フッ化物塗布」を実

施(16 校)。 

 ・市町村が実施する歯周疾患検診への助成 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・むし歯のない 3 歳児の割合は目標値を達成

した。 

 ・12 歳児一人平均むし歯本数は R3 年度時点

で目標値に達している。 

・8020 運動達成者の割合は、目標値に達して

いるが、県歯科医師会などの関係機関と連

携して 8020 達成者表彰事業など、歯科口腔

の健康づくりに継続して取り組む。 

・過去１年間に歯科健診を受けた者の割合は

目標値に達していないが、今後も各関係機

関と連携して、引き続き生涯を通じた切れ

目ない歯科口腔保健施策を展開していく。 
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 第３節 感染症対策の推進 

  ■結核対策の推進 

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

結核罹患率 

（人口 10 万対） 

7.2 

（H28） 

7 以下 7 以下 7以下 7 以下 7 以下 7 以下 

6.0 7.7 6.6 5.7 4.6 4.4 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・福祉施設や私立学校における結核定期健康

診断に対する支援を実施 

 ・保健所保健師が結核研究所の研修を受講 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・結核の罹患率は低い状況を維持しているも

のの、高齢者の発生割合が高い。 

 ・特に高齢者や外国出生結核患者に対する結

核対策を強化する。 

 

  ■肝炎対策の推進 

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

肝炎治療費助成受給者数

（累計数） 

3,085 人 

（H28） 

3,200 人 3,300 人 3,400 人 3,500 人 3,600 人 3,700 人 

3,551 人 3,716 人 3,838 人 3,943 人 4,065 人 4,168 人 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・保健所及び委託医療機関において無料の肝

炎ウイルス検査を実施 

 ・肝炎ウイルス検査陽性者を対象に初回精密

検査費用の助成を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・肝炎治療費助成受給者数は、着実に増加し

ている。 

 ・無料の肝炎ウイルス検査を継続して実施し、

肝炎患者・感染者の早期発見を促進する。 

 ・肝炎ウイルス検査の陽性者の検査費用及び

治療費を助成することにより、早期治療を

後押しする。 
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  ■新型インフルエンザ等対策の実施 

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

新型インフルエンザの発

生に備えた二次保健医療

圏ごとの想定訓練・研修

会等の実施回数 

5 回 

（H28） 

5 回 5回 5 回 5 回 5 回 5 回 

10 回 11 回 ０回 ０回 ０回 ０回 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・医療従事者・行政担当者等を対象に本庁及

び各保健所において訓練・研修会を予定し

ていたが、新型コロナウイルスの影響によ

り、開催中止 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を可

能な限り抑制するため、検査体制・医療提

供体制の整備を進めた。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・新たな感染症危機に備え、医療提供体制の

構築や専門人材の育成・確保の取組みを推

進する。 

・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び医

療資器材の整備を計画的に進めていく。 

  ■エイズ対策の実施 

【健康福祉企画課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各保健所における HIV 検

査件数 

523 件 

（H28） 

530 件 540 件 550 件 560 件 570 件 580 件 

513 件 540 件 213 件 182 件 183 件 343 件 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・保健所における無料匿名の迅速検査を実施。 

 ・ＨＩＶ検査普及週間等における即日検査を

実施 

 ・エイズ治療中核拠点病院従事者を対象とし

た専門機関への研修派遣を実施 

 ・イベント等における啓発資材の配布を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・各保健所において、新型コロナ禍において

も可能な範囲でＨＩＶ検査を実施した。 

 ・ＨＩＶ感染及びエイズに関する正しい知識

の普及啓発を推進していく。 

 ・保健所における相談検査体制の充実による

受検者数の増加を図る。 
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 第４節 アレルギー疾患対策の推進 

  

 【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

アレルギー疾患医療拠点

病院数 

0 

（H29） 

１ １ １ １ １ １ 

１ １ １ １ １ １ 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・アレルギー疾患に関する医療従事者向け研

修会の開催に向けた調整を実施 

 ・アレルギー疾患対策について情報を共有し、

検討を加えるため、県アレルギー疾患医療

拠点病院をはじめとした関係機関連絡会議

の開催に向けた調整を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・本県における課題を含む情報共有が図られ

た。 

 ・引き続き人材育成や普及啓発等の対策につ

いて検討を加え、拠点病院や県医師会、医

療機関等の協力を得て、本県のアレルギー

疾患対策を推進していく。 

 第５節 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

  

 【がん対策・健康長寿日本一推進課・高齢者支援課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

運動習慣のある高齢者

（65 歳以上）の割合 

男性 49.5% 

女性 47.2% 

（H28） 

― ― ― ― 
男性 58% 

女性 48% 
― 

― ― ― ― 
男性 54.8% 

女性 48.7% 
― 

栄養バランスを考えて食

事をとっている高齢者

（65 歳以上）の割合 

77.5% 

（H28） 

― ― ― ― 80% ― 

― ― ― ― 77.5% ― 

地域活動に参加している

高齢者（65 歳以上）の割

合 

40.3% 

（H28） 

― ― ― ― 45% ― 

― ― ― ― 43.2% ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・高齢者が体操・運動などの介護予防活動等

を行う場としての「通いの場」等に係る支

援を実施 

 ・元気な高齢者に地域活動の担い手として活

躍できるよう、生活支援コーディネーター

が高齢者の生きがいづくりや生活支援活動

を行う人材育成を目的とした研修を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・高齢者の生きがいづくりや生活支援サービ

スの充実を図るため、生活支援コーディネ

ーターが行う担い手の養成、資質向上を図

る研修会の開催を実施していく。 

・引き続き介護予防プログラムの普及等を通

じ、活動の活性化を支援していく。 
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第５章 保健医療従事者の確保と資質の向上 

 １ 医師 

 【医療政策課】 

実績値は『医師・歯科医師・薬剤師統計』より。 

 

※『医師・歯科医師・薬剤師統計』の公表は 2 年ごとであるため、R5 の医師数実績値は確認できない 

ものの、R2 から R4 にかけて 46 人増加するなど医師数は増加傾向。第 8 次計画においても、「本県の

医療施設従事医師数」を目標に設定しており、引き続き目標達成に向けた取組みを進めていく（次回

は R7 に R6 の実績が公表予定）。 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の医療施設従事医師

数 

2,463 人 

（H30） 

― ― ― ― ― 2,523 人 

― ― 2,448 人  2,494 人 ※ 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・医師確保対策の具体的な実施に係る関係者

間の協議・調整の場である「地域医療対策

協議会」を開催し、医師確保計画（第８次前

期）を策定するとともに、医師修学資金貸

与医師及び自治医科大学卒業医師の令和６

年度勤務先の配置調整を行った（89 名）。 

 ・研修医確保のため、各種ガイダンスを実施

した。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・人口 10 万対医師数は着実に増加しているも

のの、依然として全国平均を下回っている。 

 ・「山形県医師確保計画」に掲げた目標値の達

成に向けて、効果的な取組みを継続すると

ともに、新たに県内診療所医師の後継者確

保のための取組みを開始し、より実効的な

医師確保対策を推進する。 

 ２ 歯科医師 

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

『医師・歯科医師・薬剤師統計』より 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10 万対歯科

医師数 

62.7 人 

（H30） 

63 人 ― 65 人 ― 67 人 ― 

62.7 人 ― 63.5 人 ― 66.4 人 ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・在宅歯科医師等養成研修会や歯科医療安全

管理体制に関する研修会、障がい者歯科保

健研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・本県の歯科医師数は増加傾向にあるものの、

目標には到達していない。 

・ほとんどが歯科診療所勤務であり、地域に

より専門性の高い歯科医師の偏在が見られ

る。 

 ・県歯科医師会と連携し、要介護高齢者や障

がい児（者）など、専門性が高い分野に対応

可能な歯科医師の人材確保と資質向上を図

る。 
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 ３ 薬剤師 

 【健康福祉企画課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10 万対薬局、

病院・診療所に従事する

薬剤師数 

160.1 人 

（H30） 

158 人 ― 166 人 ― 174 人 ― 

160.1 人 ― 167.7 人 ― 177.0 人 ― 

【令和５年度の主な取組み】 

・薬剤師数不足施設に対する指導を継続実施 

・薬剤師奨学金支援事業により貸与予定者 5

名を決定 

・本県出身者多数大学へ本県内への就職働き

掛け 

・薬学系大学の就職支援セミナーに積極的参

加 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・取組の結果、県内の病院、薬局などで従事

する薬剤師は、着実に増加している。 

・引き続き、薬学系大学訪問や就職セミナー

などを活用し、県内の薬局、病院・診療所へ

の就業の働きかけを行う。 

・病院薬剤師奨学金返還支援事業により、県

薬剤師会、県病院薬剤師会と連携して、特に

病院薬剤師の確保に取り組む。 

 ４ 保健師、助産師、看護師等 

※令和７年度目標値：16,768 人以上  

   

【医療政策課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

看護職員の従事者数（実

人数） 

15,639 人 

（R2） 

― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― 
15,850

人 
 

【令和５年度の主な取組み】 

・山形方式・看護師等生涯サポートプログラ

ムによる関係機関との連携を強化 

・看護職員修学資金を貸与（新規 80 人、継続

153 人） 

・山形県ナースセンターによる就業斡旋及び

潜在看護師等の掘り起こしを実施 

・県内出身看護学生に対する看護関係情報の

提供 

・「山形県保健師活動指針」及び「山形県保健

師人材育成ガイドライン」に基づき、研修

会等を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、

目標には到達していない。  
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・山形方式･看護師等生涯サポートプログラ

ムにおける各施策の充実・強化を図り、看護

職員確保に向けた取組みを推進する。 

 ・「山形県保健師人材育成ガイドライン」に基

づき、自治体の標準的キャリアラダーに沿

った人材育成体制を推進していく。 

 ５ 管理栄養士、栄養士 

 【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定給食施設の管理栄養

士・栄養士の配置率 

73.4% 

（H28） 

76% 77% 78% 79% 80% 80% 

76.3 75.9 77.2 79.3 79.5 79.0% 

【令和５年度の主な取組み】 

・栄養指導員（保健所の管理栄養士）による特

定給食施設等に対する指導・監督の実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・各保健所において、計画的に特定給食施設

等を巡回指導し、各施設における適正な栄

養管理の実施につなげることができた。 

 ・病院、介護老人保健施設には管理栄養士・栄

養士が概ね配置されており、これら以外の

施設における配置を促していく。 

 ６ 歯科衛生士 

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

就業歯科衛生士数 
1,133 人 

（H28） 

1,200 人 ― 1,250 人 ― 1,300 人 ― 

1,163 人 ― 1,185 人 ― 1,221 人 ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・歯科衛生士の復職支援のため研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・就業歯科衛生士数は増加傾向にあるものの

目標値を達成していない。 

・出産や育児等様々な要因で臨床の現場を離

れた歯科衛生士がスムーズに復職できるよ

う、ニーズに合った研修会の開催等により人

材確保に取り組む。 
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 ７ 理学療法士、作業療法士その他の保健医療従事者 

 【医療政策課】 
厚生労働省「令和５年医療施設静態調査」（調査周期：３年）より 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県内の医療機関における

理学療法士従事者数 

547.2 人 

（H26） 

― ― 715 人 ― ― 755 人 

― ― 659.6 人 ― ― 618.9 

県内の医療機関における

作業療法士従事者数 

455.0 人 

（H26） 

― ― 570 人 ― ― 615 人 

― ― 545.7 人 ― ― 577.8 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・保健医療従事者団体が実施する研修会等へ

の支援を実施 

 ・県立保健医療大学において、県内の理学療

法士、作業療法士を対象とした技術研修会

を実施するとともに、大学院での社会人の

受入を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・患者ニーズの多様化に対応できる質の高い

保健医療従事者の養成を推進し、卒業生の

県内定着を促進する。 

第７章 保健・医療・福祉の総合的な取組 

 第１節 健康づくりの推進 

 （１）健康寿命の延伸 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

健康寿命の全国順位 

男性全国第 7 位 

女性全国第 23 位 

（H28） 

― ― 

男女と

も第 10

位以内 

― ― ― 

― 
男性 24 位 

女性 23 位 
― ― 

男性35位 

女性34位 
― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・健康寿命の延伸に向け、「食」と「運動」
両面で健康づくりの取組みを展開 

・「ウォーキング・プロジェクト」を実施
し、県民の「歩く習慣」の定着を促進（健
康長寿日本一ウォーキングWeb大会［4,400
人参加］、チャレンジウォーキングスタン
プラリー［延べ42イベント］、「働き盛り世
代の健康ＵＰサポート補助事業」により企
業が従業員のウォーキングを促す取組みへ
の助成［４事業所］） 

  ・やまがた健康づくり応援企業や県立米沢栄

養大学等と連携し「減塩・ベジアッププロジ

ェクト」を展開し、広く県民に減塩や野菜摂

取を呼びかけるキャンペーンを実施 

 ・「がん対策県民運動」や「糖尿病重症化予防事

業」等を市町村はじめ医師会など関係機関と

連携し展開 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・県民の生活習慣改善意識は向上しつつある
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が、県民が主体的に健康づくりに取り組む

ことができる環境の整備に引き続き取り組

んでいく。 

 （２）望ましい食生活の定着 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

40 歳代男性の肥満者

（BMI25 以上）の割合 

38.8% 

（H28） 

― ― ― ― 28.0% ― 

― ― ― ― 36.4% ― 

主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事が 1 日 2 回

以上の日がほぼ毎日の者

の割合（20 歳以上） 

73.9% 

（H28） 

― ― ― ― 80.0% ― 

― ― ― ― 75.9% ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・「やまがた健康づくり応援企業」や県立米沢

栄養大学等と連携し「減塩・ベジアッププロ

ジェクト」を展開し、広く県民に減塩や野菜

摂取を呼びかけるキャンペーンを実施 

 ・保健所では、「栄養・食生活」をテーマにし

た出前講座や、県ホームページにおける健

康レシピ掲載等の情報発信により、県民に

「健康な食事の定着」を提案 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・今後も、「やまがた健康づくり応援企業」や

県立米沢栄養大学と連携し、「健康な食事の

定着」に向け、環境整備を進める。 

 ・「県民健康・栄養調査（R４実施）」結果につ

いては、山形大学や県立米沢栄養大等の関

係機関とともに評価・分析し、今後の県の施

策に活用していく。 
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 （３）生活習慣病の予防・早期発見・早期治療 

 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 
 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% 12% 

― ― ― ― 17.2% ― 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 67.5％  

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 30.6％  

胃がん検診の受診率 
56.1% 

（R1） 

― 59% ― ― 60% 60% 

― 56.1% ― ― 57.3% ― 

肺がん検診の受診率 
62.2% 

（R1） 

― 60% ― ― 60% 60% 

― 62.2% ― ― 63.6% ― 

大腸がん検診の受診率 
56.0% 

（R1） 

― 57% ― ― 60% 60% 

― 56.0% ― ― 58.3% ― 

子宮がん検診の受診率 
46.5% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 46.5% ― ― 46.8% ― 

乳がん検診の受診率 
47.3% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 47.3% ― ― 48.8% ― 

精密検査受診率 

（住民健診） 

79.1～92.6% 

（R1） 

84% 88% 92% 96% 100% 100% 

79.0～ 

92.1% 

79.1～ 

92.6% 

76.3～ 

89.9% 

75.8～

91.5% 

75.3～ 

92.1％ 
― 

【令和５年度の主な取組み】 

・生活習慣病の予防対策として、県民一人ひ

とりの生活習慣の改善を図るため、５月の

禁煙週間を中心に、受動喫煙防止等に係る

普及啓発を実施するとともに、年間を通し

て「食」と「運動」両面での取組み（減塩ベ

ジアッププロジェクト事業及びウォーキン

グプロジェクト事業等）を展開 

・禁煙に取り組む県民向けに「禁煙治療実施

医療機関」の情報をホームページに掲載す

る等し提供（医療機関数 187 施設［R5.4 月

末現在］） 

・事業者団体と連携して飲食店への個別訪問

等を実施し、「原則屋内禁煙」に取り組むよ

う要請（飲食店等への禁煙標識交付 1,528

件［R6.3 月末現在］) 

・がん検診受診率向上対策として、10 月の「が

ん検診推進強化月間」を中心に、教育局と

連携し小学校のがん教育を活用し、家庭に

おける検診受診の呼びかけを行うととも

に、包括連携協定締結企業と連携し、県内

事業所に対しても「がん検診受診」を広く

周知 

・特に、女性のがん検診受診機会の拡大のた

め、市町村や医師会等の協力を得て「女性

の休日検診事業」を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・成人の喫煙率は、直近値（R4）で 17.2％と、

H2 の調査開始以来最も低くなったが、目標

には達していない。 

・受動喫煙防止対策をさらに推進するため、

引き続き、各種イベント等様々な機会を捉

え、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫
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煙防止条例」の周知を図っていく。 

・また、家庭や職場における受動喫煙防止に

向け、市町村はじめ関係機関と連携し働き

かけを継続していく。 

・本県のがん検診受診率は、全国上位である

ものの、肺がん検診を除き目標値には達し

ておらず、引き続き市町村や関係機関とも

連携しながら受診率向上に向けた取組みを

進める。 

 

（４）産業保健 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 
 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 67.5% ― 

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 30.6% ― 

【令和５年度の主な取組み】 

・事業者団体や医療保険者等と連携して、県

内事業所における「健康経営」の実践を促

進（健康経営特別番組放映、情報提供等） 

・「働き盛り世代の健康ＵＰサポート補助事

業」により、企業が従業員のウォーキング

を促す取組みを支援（４事業所 実施） 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・「健康経営」に取り組む事業所は年々増加傾

向にある。 

・引き続き事業者団体や医療保険者等と連携

を図り、県内事業所における「健康経営」の

実践に向けて働きかけていく。 
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（５）児童生徒の健康づくり 

【学校体育保健課】 
  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

毎日朝食を摂っているい

る児童生徒の割合 

小学 6 年 

89.1% 

（H29） 

91.3% 93.4% 95.5% 
95.5% 

以上 

95.5% 

以上 
95.5% 

以上 

86.5% 88.9% ― 87.9% 86.3% 85.4% 

中学 3 年 

87.1% 

（H29） 

89.4% 91.6% 93.8% 
93.8% 

以上 

93.8% 

以上 
93.8% 

以上 

84.3% 87.2% ― 85.9％ 83.3% 81.8% 

学校医により「栄養不良」

又は「肥満傾向」で特に

注意を要すると判定され

た者の割合 

2.0% 

（H29） 

2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 

1.9% 2.2% 2.6% 2.5% 2.8% 2.7% 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・学校保健の現況による児童生徒の健康状況

のまとめと各学校への情報提供 

 ・養護教諭研修会において、本県の健康課題

とその対応について説明 

 ・地域関係機関と連携した子どもの健康づく

りを推進（専門医の派遣等） 

 ・栄養教諭等を中心とし、家庭と協力した食

育活動の実践 

・研修による栄養教諭等の資質向上 

・学校への食や栄養の専門家の派遣や、プロ

スポーツチームと連携した「応援給食」の

実施による学校における食育の推進 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・全国学力・学習状況調査における令和５年

度の朝食摂取率は、小中ともに下がってい

るが、全国平均と比較すると高い水準を維

持している。今後も学校を通じて、家庭・地

域と連携を深め、食育を推進していく。 

 ・肥満傾向の児童生徒については引き続き、

各校における保健管理や個別の保健指導の

充実を図るとともに、積極的な成長曲線の

活用を促し、取組みを推進する。 

 ・児童生徒の成長については、今後も肥満傾

向だけでなく、やせ傾向も含め、注視して

いく。 

・学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が、

自ら健康な生活を実践することができる力

を育成していく。 
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 第２節 高齢者保健医療福祉の推進 

 （１）健全で円滑な介護保険事業の運営 

【高齢者支援課】 

 
 

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

要介護認定の適正化に取

り組む市町村数 

18 市町村 

（H29） 

25 

市町村 

30 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

23 

市町村 

27  

市町村 

30  

市町村 

28  

市町村 

29  

市町村 

28  

市町村 

【令和５年度の主な取組み】 

・市町村の認定調査員及び介護認定審査会委

員を対象とした研修会を実施 

  （新規研修 187 人、現任研修 374 人） 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、市町村を訪問して行う技術的助

言等において個別の状況を確認するととも

に、取組みを推進・支援していく。 

 ・認定調査員、介護認定審査会委員への新規

研修及び現任研修、主治医研修等の開催を

通じて、今後も要介護認定に携わる人材を

育成していく。 

・厚生労働省の訪問による介護認定審査会に

対する技術的助言の機会を活用しながら、

市町村に対する支援を行っていく。 

 （２）介護予防・生活支援・社会参加の推進 

【高齢者支援課】 

 ※ 福祉型小さな拠点事業については、概ね目標を達成し、令和２年度で終了 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

福祉型小さな拠点数 
19 か所 

（H29.8） 

50 か所 75 か所 100 か所 100 か所 100 か所 100 か所 

53 か所 84 か所 92 か所 － － － 

生活支援コーディネータ

ー資質向上研修受講者 

37 人 

（H29） 

50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

36 人 116 人 206 人 184 人 123 人 147 人 

介護アシスタント就労人

数(累計) 

17 人 

（H28） 

60 人 80 人 100 人 120 人 140 人 160 人 

39 人 53 人 58 人 60 人 67 人 69 人 

【令和５年度の主な取組み】 

・市町村の生活支援コーディネーターの育成・

支援のため、資質向上研修会や情報交換会を

開催 

・定年退職予定者、高齢者・主婦・高校生等の

介護未経験者を対象に研修を実施し、介護職

のアシスタントを養成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・生活支援コーディネーターの資質向上研修

は令和元年度以降、目標数を上回った。引

き続き研修会等の開催により、担い手養成

やネットワーク構築の支援を行い、活動の

活性化を進めていく。 

 ・介護アシスタントの就業数は平成 28 年度か

らの累計で 69 人と目標を下回った。今後、

研修の時期、内容等について、より適切な

手法について検討し、研修参加者の増加及

び就労人数の増加に繋げていく。 
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 （３）高齢者虐待防止対策の充実 

【高齢者支援課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

高齢者虐待対応窓口職員

に対する研修の延受講者

数（累計） 

230 人 

（H27～29） 

295 人 365 人 440 人 520 人 605 人 695 人 

295 人 361 人 419 人 490 人 564 人 632 人 

【令和５年度の主な取組み】 

・弁護士、司法書士、警察、福祉関係団体等

の関係者で構成される「高齢者・障がい者

虐待防止会議」を２月に開催 

・介護施設職員等を対象とした高齢者虐待防

止研修会を２月に開催（計 724 人参加） 

・市町村職員高齢者虐待防止情報交換会を９

月と 12 月に開催（計 68 人参加） 

・高齢者虐待防止パンフレットを作成し、介

護施設、市町村等に配布（20,000 部） 

 ・虐待事案の問題解決に向けた助言・指導を

行うため、弁護士、司法書士、社会福祉士、

精神保健福祉士から構成される専門職チー

ムを市町村に派遣 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・虐待対応窓口職員に対する研修の受講者数

について増加傾向にあるものの、目標達成

には至らなかった。 

 ・市町村職員同士の情報交換会の開催や対応

困難事例に対する専門職チームの派遣等を

通じ、第一義的に高齢者虐待の対応にあた

る市町村を支援していく。 

 ・高齢者虐待は、第三者からの相談・通報を

きっかけに発見される場合が多いことか

ら、今後も県民を対象とした啓発活動を行

っていく。 

 ・全国的に介護施設での虐待事案が増加傾向

にあるため、施設職員向けの研修会の開催

や介護施設への運営指導等を通じて、高齢

者虐待防止について指導を行っていく。 

 ・家族の介護負担を軽減させるため、市町村   

  等と協力しながら介護サービスの利用促進  

 を図っていく。 
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 第３節 障がい者保健医療福祉の推進 

 （１）障がい者保健医療福祉対策の推進 

【障がい福祉課】 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

相談支援事業従事者の初

任者研修及び現任者研修

の受講者数 

190 人 

（R2） 

280 人 330 人 330 人 330 人 350 人 350 人 

285 人 288 人 190 人 209 人 229 人 344 人 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・初任者研修、特別研修及び現任研修を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・研修の実施により、相談支援従事者等の人

材の育成及び資質の向上が図られ、障がい

者の相談体制が強化された。 

 ・人材の育成及び資質の向上のため、継続し

て研修を実施していく。 

 （２）二次保健医療圏における障がい者支援施設等の配置 

【障がい福祉課】 
  

 

 

 

 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

グループホーム（共同生

活援助）の利用人数 

1,446 人 

（R2） 

1,371 人 1,459 人 1,547 人 1,510 人 1,579 人 1,636 人 

1,379 人 1,392 人 1,446 人 1,509 人 1,548 人 1,626 人 

【令和５年度の主な取組み】 

・社会福祉施設整備補助事業によりグループ

ホームの整備を促進 

・県自立支援協議会において、地域移行につ

いての研修会や障害者支援施設の管理者等

を参集したワーキンググループを実施。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・グループホームの創設や改修により、障が

い者が地域で生活する暮らしの場が確保さ

れ、グループホームの利用人数が増加した

ものの、目標は達成できなかった。 

 ・障がい者の地域生活のため、今後見込まれ

るサービスの利用量を踏まえ、市町村と連

携しながら、グループホーム等の創設や改

修を支援していく。 
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 （３）障がい児療育の充実 

 

【障がい福祉課】 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

児童発達支援センターの

設置数（累計） 

４市町村 

（H28） 

10 

市町村 

20 

市町村 

全市町村

に 1 か所

以上設置 

全市町村

に 1 か所

以上設置 

全市町村

に 1 か所

以上設置 

全市町村

に 1 か所

以上設置 

7 

市町村 

7 

市町村 

7 

市町村 

8 

市町村 

8 

市町村 

10 

市町村 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・発達障がい児の早期発見・早期支援のため、

各圏域で支援技術向上を図る研修会を開催

するとともに、切れ目ない支援のため、や

まがたサポートファイルの書き方講座を実

施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・児童発達支援センターの設置数で目標を達

成できなかった。 

 ・地域における中核的な支援機関とし、障害

児通所支援等を実施する事業所との緊密な

連携による重層的な障がい児支援体制を構

築するため、各市町村に対し設置を促す。 

・発達障がい児への早期かつ切れ目のない支

援のため、引き続き支援者の技術向上を図

るとともに、身近な地域で相談・支援がで

きる体制づくりに取り組んでいく。 

 

 （４）障がい者差別解消及び虐待防止対策の推進 

【障がい福祉課】 
  

 

 

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

障がい者虐待防止・権利

擁護研修の受講者数 

155 人 

（R1） 

165 人 165 人 165 人 165 人 165 人 165 人 

138 人 155 人 0 人 282 人 251 人 103 人 

【令和５年度の主な取組み】 

  ・障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施 

・障がい者虐待防止に関するパンフレットを

作成し、関係機関等に配布 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・研修開催の周知を図りながら、引き続き研

修や会議等の取組みを継続していく。 
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 第４節 母子保健医療福祉の充実 

  

【子ども成育支援課】 

  

項 目 

現 状 

（計画策定

時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

子育て世代包括支援セン

ターを設置する市町村数

（母子保健コーディネー

ターを設置する市町村

数） 

11 市町村 

（H28） 

27 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

28 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・市町村において妊産婦や子育て家庭等を対

象に相談支援を行う拠点「子育て世代包括

支援センター」に配置される母子保健コー

ディネーターが効果的な支援を実施できる

よう、人材養成研修を行う等、センターの

設置及び運営に係る支援を実施した。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和元年度に「子育て世代包括支援センタ

ー」を全市町村が設置した。県は母子保健

コーディネーター養成研修を２回開催し、

延べ 94 名が受講、支援技術を獲得した。 

・母子保健コーディネーターの支援技術のス

キルアップのための研修等を実施し、引き

続き、妊娠期から出産、子育て期にわたる

切れ目のない支援体制整備を促進する。 
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第３期山形県医療費適正化計画における取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 
 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第３期山形県医療費適正化計画では、毎年度の目

標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行うこととしている。 
 

〇 医療費適正化計画とは、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今

後医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制の確保を図るため、高齢者の医療の確保に関する法

律第９条第１項の規定に基づき策定しているものであり、第３期山形県医療

費適正化計画（計画期間平成 30 年度～令和５年度）では、以下の目標を設定

するとともに、これらの目標達成に向けて県が取り組む施策等を定めている。 

《住民の健康の保持の推進に関する目標》 

①特定健康診査の実施率 

②特定保健指導の実施率 

③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健

指導対象者の減少率） 

④成人の喫煙率 

⑤予防接種広域実施市町村数 

⑥糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数 

⑦8020 運動達成者の割合 

⑧運動習慣のある高齢者の割合 

《医療の効率的な提供の推進に関する目標》 

①後発医薬品の使用割合 

②「かかりつけ薬剤師を配置している薬局」の割合 
 

○ このたび、令和５年度の主な取組み等をとりまとめたところであり、本協

議会から当該内容について御意見を頂戴するもの。 

 

２ 令和５年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 
 

  ⇒ 資料２－２のとおり。 

 

資料２－１ 
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第３期山形県医療費適正化計画における主な取組みについて 
 

目標及び進捗状況 
令和５年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

１ 住民の健康の保持の推進 

 ① 特定健康診査、特定保健指導関係 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：厚生労働省調べ（レセプト情報・特定健康診査等データベースをもとに分析） 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の実施率 
60.0％ 

（H27） 

－ － － － － 
70.0% 

以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% 67.5% ― 

特定保健指導の実施率 
22.6％ 

（H27） 

－ － － － － 
45.0% 

以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% 30.6% ― 

平成 20 年度と比べたメタボリ

ックシンドロームの該当者及

び予備群の減少率（特定保健指

導対象者の減少率） 

20.1％ 

（H27） 

－ － － － － 
25.0% 

以上 

15.0% 16.2% 15.0% 18.9% 20.5% ― 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・市町村、職域保健関係機関、医療保険者及

びその他の関係機関により構成する「地域

保健・職域保健連携推進協議会」において

効果的な健康づくり事業の進め方について

情報交換 

 ・市町村、保健所、保険者等の保健師や管理

栄養士を対象に、特定保健指導従事者研修

会を開催 

・保健所から各企業等へ出向いて行う健康教

室（出前講座）を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・特定健康診査の受診率（R4：67.5％）は全

国第２位、特定保健指導の実施率（R4：

30.6％）は全国第 12 位、メタボリックシン

ドロームの該当者及び予備群の減少率

（R4：20.5％）は全国第 10 位と、上位の水

準となっている。 

 ・引き続き、特定健康診査や特定保健指導の

実施率の向上に向けた取組みを実施してい

く。 

 

 

 

  

資料２－２  
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目標及び進捗状況 
令和５年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

 ② たばこ対策 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2％ 

（H28） 

－ － － － － 
12.0% 

以下 

－ － － － 17.2% 
 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・広報媒体や各種イベント開催の機会を活用

し、県民に対する普及啓発を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和４年度における成人の喫煙率は

17.2％であり、計画策定時より減少した

ものの、目標には届いておらず、各種イ

ベントや事業者団体等の会合、ＳＮＳな

どを活用して引き続き周知啓発を実施し

ていく。 

 

 

 ③ 予防接種 

【健康福祉企画課】 
 

 

 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

予防接種広域実施市町村数 
35 市町村 

（H28） 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

35 市町

村 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・ホームページや市町村広報誌による県民へ

の周知 

 ・「予防接種広域実施の手引き」の作成と、全

協力医療機関及び全市町村への配布 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・全市町村において広域実施体制が実現し、

目標を達成した。 

 ・引き続き県医師会及び市町村との連携を密

にし、広域実施体制の維持を図る。 

 ・国の予防接種対策に係る動向等を注視し、

迅速な情報提供と正しい知識の普及啓発に

努め、予防接種率の向上を図る。 
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目標及び進捗状況 
令和５年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

 ④ 生活習慣病等の重症化予防の推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：社団法人日本透析医学会 統計調査委員会「わが国の慢性透析療法の現状」 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

糖尿病性腎症による 

年間新規透析導入患者数 

120 人 

（H27） 

－ － － － － 
90 人 

以下 

140 人 132 人 114 人 125 人 139 人 110 人 

【令和５年度の主な取組み】 

・人工透析への移行を阻止するため、県では

特定健診等のデータを活用し「人工透析導

入ハイリスク者リスト」を作成して市町村

に提供するとともに、市町村では、このリ

ストをもとに医療機関と連携して受診勧奨

を実施 

・市町村はじめ県医師会や糖尿病対策推進会

議、保険者協議会等と連携し、「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を展開 

（糖尿病等対策検討会の開催、最上地域にお

ける糖尿病カードシステムを活用した糖尿

病重症化予防モデル事業の展開、置賜地域

糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防に関する

連絡会開催等） 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・人工透析導入ハイリスクアプローチ事業（受

診勧奨）に取り組む市町村が年々増加して

いる。 

・県内各地域における医療機関と地域との連

携体制構築事業を推進していくとともに、

引き続き重症化予防、人工透析への移行防

止のためのハイリスク者への受診勧奨等に

取り組む。 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ムの普及を推進する。 

 

 

4 

 ⑤ その他の予防・健康づくりの推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

8020 運動達成者の割合 
48.5％ 

（H28） 

－ － － － － 
50.0% 

以上 

－ － － － 57.2％ － 

運動習慣のある高齢者（65 歳以

上）の割合 

男性 49.5％ 

女性 47.2％ 

（H28） 

－ － － － － 

男性

58.0% 

女性

48.0% 

以上 

－ － － － 

男性

54.8% 

女性

48.7% 

－ 

【令和５年度の主な取組み】 

・健康フェア 2023 の歯科ブースや県ホームペ

ージ等で、かかりつけ歯科医を持ち定期的

に歯科健診を受診することの重要性に関す

る普及啓発を実施 

 ・企業における歯科検診の受診を促進するた

めのモデル事業を実施 

 ・県がん対策・健康長寿日本一推進課内に『山

形県口腔保健支援センター』を設置（専任

の非常勤歯科衛生士を配置） 

・同センターを中心に歯科口腔の健康づくり

対策を総合的かつ計画的に実施 

 ・健康づくりにインセンティブを設け健康づ

くり無関心層に働きかけるやまがた健康マ

イレージ事業を市町村と協働で実施 

・「ウォーキング・プロジェクト」を実施し、

県民の歩く習慣・運動習慣の定着を促進 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・8020 運動達成者の割合は目標値に達してい

るが、県歯科医師会などと連携して 8020 達

成者表彰事業やかかりつけ歯科医の普及等

の歯科口腔の健康づくり対策に引き続き取

り組む。 

 ・「やまがた健康マイレージ事業」の普及促進

による健康づくりの取組みを推進する。 

・「ウォーキング・プロジェクト」を継続し、

県民の歩く習慣・運動習慣の定着を促す。 
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目標及び進捗状況 
令和５年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

２ 医療の効率的な提供の推進 

 ① 後発医薬品の使用割合 

【健康福祉企画課】 
 

※資料：厚生労働省調べ（レセプト電算処理システムで処理された薬局における調剤レセプトデータより） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

後発医薬品の使用割合 
71.6％ 

（H28） 

－ 
80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

79.9% 82.7% 85.0% 85.4% 86.7% 88.5% 

【令和５年度の主な取組み】 

・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提

供を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・後発医薬品使用割合については、増加傾向

にある。 

・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。 

 

 ② 医薬品の適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 
 

資料：厚生労働省調べ（東北厚生局「かかりつけ薬剤師指導料届出※１薬局」をもとに分析） 

※１ 患者が選択した保険薬剤師が、服薬状況を一元的・継続的に把握したうえで服薬指導等を行った場合に算定でき

る指導料のこと 

※２ 令和６年５月１日現在 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ薬剤師を配置し

ている薬局」の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

－ － － － － 85.0% 

47.2% 48.2% 49.6% 50.3% 52.2% 
53.1% 

※2 

【令和５年度の主な取組み】 

 ・県薬剤師会と連携した、かかりつけ薬剤師

制度の県民への周知 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・かかりつけ薬剤師の配置については、目標

達成には至らないものの、増加傾向にある。 

 ・引き続き、県薬剤師会と連携し、かかりつ

け薬剤師を配置している薬局の普及を推進

していく。 
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令 和 ７ 年 ２ 月  

健 康 福 祉 部  

 

第３期山形県医療費適正化計画の実績に関する評価（概要） 

 

１ 実績評価の位置づけ                                  

 ○ 県では、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大しない

ようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るため、

平成 30 年３月に第三期山形県医療費適正化計画（計画期間：平成 30 年度～令和５年度）

を策定 

 ○ 計画期間の終了に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、計画の実績

に関する評価を行うもの 
 

２ 医療費の動向                                          

   全国の令和５年度の国民医療費（実績見込み）は約 47.3 兆円となっており、前年度に

比べ約 2.9％増加している。そのうち約 18.8 兆円（全体の約 39.8％）が後期高齢者の医

療費となっている。 

   山形県の令和５年度の国民医療費（実績見込み）は約 3,975 億円となっており、前年度

に比べ約 0.2％増加している。後期高齢者の医療費についても、後期高齢者医療制度が開

始された平成 20 年度以降、増加傾向にある。 
 

３ 目標・施策の進捗状況等                                

（１）住民の健康の保持の推進関係 

 ①特定健康診査及び特定保健指導実施率並びにメタボリックシンドローム該当者及び予備

群減少率 

 目 標 実 績 

R5年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 

特定健康診査実施率 70％ 63.9％ 65.2％ 64.4％ 66.3％ 67.5％ 

特定保健指導実施率 45％ 28.9％ 29.2％ 28.9％ 29.8％ 30.6％ 

メタボリックシンド

ローム該当者及び予

備群減少率 

25％ 15.0％ 16.2％ 15.0％ 18.9％ 20.5％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 ○ 特定健康診査及び特定保健指導の推進、保険者による健康増進対策への支援及び県民の

自主的な健康づくりの促進等を行った  
 

 ②喫煙率 

 目 標 実 績 

R5 H28 年度 R4 年度 

20歳以上の喫煙率 12％以下 20.2% 17.2% 

出典：県民健康・栄養調査 

資料２－３ 
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 ○ 禁煙支援、たばこの健康影響や禁煙についての教育・普及啓発及び受動喫煙防止対策を

実施した 
 

③予防接種 

 目 標 実 績 

R5年度 H30年度 
R1年

度 

R2年

度 

R3年

度 

R4年

度 

R5年

度 

予防接種広域実施市町村数 
35 市町

村 

35 市町

村 
    

 

 

 ○ 市町村や県医師会等と連携した接種促進の取組みを行い、令和５年度までの間、35 市町

村による広域実施を毎年度継続することができた 
 

④生活習慣病等の重症化予防の推進 

 目 標 実 績 

R5年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 

糖尿病性腎症に

よる年間新規透

析導入患者数 

90人以下 140人 132人 114人 125人 139人 

出典：我が国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会） 

 ○ 糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業の展開及び糖尿病による合併症予防等適切な医

療を提供できる連携体制の強化を行った 
 

⑤その他予防・健康づくりの取組 

ア 歯と口腔の健康づくり 

 目 標 実 績 

R5 H28年度 R4年度 

8020運動達成者の割合 50％以上 48.5% 57.2% 

出典：県民健康・栄養調査 

 ○ かかりつけ歯科医を持ち定期的に歯科健診を受診することの重要性について、やまがた

健康フェアや県ホームページ等で普及啓発を行った 
 

イ 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

 目 標 実 績 

R5 H28年度 R4年度 

運動習慣のある高齢者 
男性 58％以上 49.5% 54.8% 

女性 48％以上 47.2% 48.7% 

出典：県民健康・栄養調査 

 ○ 「やまがた健康マイレージ事業」を市町村と協働で実施したり、「ウォーキング・プロ

ジェクト」を展開し、県民の歩く習慣・運動習慣の定着を促進する取組を実施した 
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（２）医療の効率的な提供の推進関係 

 ①後発医薬品の使用割合 

 目 標 実 績 

R5年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

後発医薬品使

用割合 
80％以上 79.9％ 82.7％ 85.0％ 85.4％ 86.7％ 88.5％ 

 出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 ○ 「山形県ジェネリック推進協議会」の開催及び工場見学会の実施等の使用促進に係る事

業を実施した 
 

②医薬品の適正使用の推進 

 目 標 実 績 

R5年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

かかりつけ薬

剤師を配置し

ている薬局 

85％以上 47.2％ 48.2％ 49.6％ 50.3％ 52.2％ 
53.1％

※ 

※ 令和６年５月１日現在           出典：東北厚生局「施設基準の届出受理状況一覧」 

○ かかりつけ薬剤師を配置している薬局を普及し、医療機関における医薬品の適正使用を

推進した 

 

４ 医療費推計と実績の比較・分析                            

 ①推計値 

（適正化前） 

②推計値 

（適正化後） 
③実績値 

④推計値と実績値

の差（③－②） 

平成30年度 3,866 3,825 3,839 14 

令和元年度 3,930 3,889 3,886 ▲3 

令和２年度 3,995 3,953 3,725 ▲228 

令和３年度 4,059 4,016 3,864 ▲152 

令和４年度 4,123 4,080 3,968 ▲112 

令和５年度 

（実績見込み） 

4,189 4,144 3,975 ▲169 

 

５ 今後の課題及び推進方策                                

（１）住民の健康の保持の推進 

○ 第３期山形県医療費適正化計画における令和５年度の特定健康診査実施率、特定保健指

導実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群者の減少率は、概ね上昇している 

○ たばこ対策及び生活習慣病等の重症化予防の推進については、目標の達成が難しいため、

引き続き各種取組を行う必要がある 

○ 予防接種については、引き続き市町村や県医師会と連携した接種促進の取組を実施して

いく 
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○ その他予防・健康づくりの推進として、歯と口腔の健康づくり及び高齢化に伴い増加す

る疾患対策の推進を行い、目標値に届かない項目があったものの、一定程度の取組の効果

があったと考えられるため、引き続き各種取組を行っていく 

 

（２）医療の効率的な提供の推進 

○ 令和５年度までに後発医薬品の使用割合を80％とする目標については達成されたもの

の、医薬品の適正使用の推進にかかる目標については実績との差異が大きくなっているた

め、引き続き第４期山形県医療費適正化計画においても、関係者の更なる取組をより一層

促す必要がある 

 

（３）今後の対応 

○ （１）及び（２）等に対応するため、住民の健康の保持の増進及び医療の効率的な提供

の推進に向けた取組を加速する必要がある 

○ 第４期医療費適正化計画においては、高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・

介護予防の推進や医療資源の効果的・効率的な活用及び医療・介護の連携を通じた効果

的・効率的なサービス提供の推進といった計３項目の取組を新たに記載しており、このよ

うな取組の実施や進捗状況についての分析を行うこととしている 
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第一 実績に関する評価の位置付け 

 

一 医療費適正化計画の趣旨 

○ 我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制  

度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。 

○ しかしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医

療を取り巻く様々な環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくた

めには、国民生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大し

ないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確

保を図っていく必要があります。 

○ このための仕組みとして、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号。以下「法」という。）第９条第１項の規定により、６年ごとに、６年を１

期として医療費適正化を推進するための計画（以下「医療費適正化計画」とい

う。）を各都道府県が定めることとされており、平成30年度から令和５年度まで

を計画期間として、平成30年３月に第３期山形県医療費適正化計画を策定しまし

た。 

 
第３期山形県医療費適正化計画の概要 

 ①計画期間：平成30年度から令和５年度まで(６年間) 

 ②医療費適正化に向けた目標 

  (１)住民の健康の保持の推進に関する目標 

    特定健康診査の実施率：40歳から74歳までの対象者の70％以上 

    特定保健指導の実施率：特定保健指導が必要と判定された対象者の45％以上 

    メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率：25％以上(平成20年度比) 

    たばこ対策：成人喫煙率12％以下 

    予防接種：予防接種広域実施市町村35市町村を維持 

    生活習慣病等の重症化予防の推進：糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数 

90人以下(令和５年度時点) 

    その他の予防・健康づくりの推進：・8020運動達成者 50％以上 

                    ・運動習慣のある高齢者(65歳以上) 

男性58％女性48％以上 

 
  (２)医療の効率的な提供の推進に関する目標 

    後発医薬品の使用割合：使用割合が80％以上(それ以降も維持) 

    医薬品の適正使用：かかりつけ薬剤師を配置している薬局の割合 85％以上 

 

 

二 実績に関する評価の目的 

○ 法第11条に基づき、医療費適正化計画は定期的にその達成状況を点検し、その

結果に基づき必要な対策を実施するいわゆるPDCAサイクルに基づく管理を行うこ

ととしています。 

○ また、法第12条第１項の規定により、都道府県が策定する医療費適正化計画に

ついては、計画期間の終了の翌年度に目標の達成状況及び施策の実施状況の調査

及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価（以下「実績評価」という。）を

行うものとされています。 

○ 今般、第３期計画期間が令和５年度で終了したことから、平成30年度から令和

５年度までの第３期山形県医療費適正化計画の実績評価を行うものです。 

39ページ



 

 

2 

 

 

第二 医療費の動向 

 

 一 全国の医療費について 

令和５年度の国民医療費（実績見込み）は約 47.3 兆円となっており、前年度に比

べ約 2.9％の増加となっています。 

国民医療費の令和元年度から５年度の推移を振り返ると、平均 2.1％ずつ増加して

います。また、国内総生産に対する国民医療費の比率は、平成 21 年度以降、約７％

を超えて推移しています。 

後期高齢者の医療費についてみると、後期高齢者医療制度が開始された平成 20 年

度以降伸び続けており、令和５年度（実績見込み）において約 18.8 兆円と、全体の

約 39.8％を占めています。（図１） 

 

図１ 国民医療費の動向 

 
平成 30 年度から令和４年度までの１人当たりの国民医療費の推移を年齢階級別に

見ると、どの年齢階級においても増加傾向にあり、令和４年度は全体で約 37.4 万円
となっています。 

令和４年度の１人当たり国民医療費を見ると、65 歳未満では約 21 万円であるのに
対し、65 歳以上で約 77.6 万円、75 歳以上で約 94.1 万円となっており、約４倍～約
５倍の開きがあります。（表１） 

 

表１ １人あたり国民医療費の推移（平成 30 年度～令和４年度）（千円） 

 全体 ～64 歳 65 歳～ 75 歳～（再掲） 

平成 30 年度 343.2 188.3 738.7 918.7 

令和元年度 351.8 191.9 754.2 930.6 

令和２年度 340.6 183.5 733.7 902.0 

令和３年度 358.8 198.6 754.0 923.4 

令和４年度 373.7 209.5 775.9 940.9 

出典：国民医療費 
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また、国民医療費の年齢階級別構成割合を見ると、65歳以上で約60.2％、75歳以上

で約39.0％となっています。（表２） 

 

表２ 国民医療費の年齢階級別構成割合（平成30年度～令和４年度） 

 ～64歳 65歳～ 75歳～（再掲） 

平成30年度 39.4% 60.6% 38.1% 

令和元年度 39.0% 61.0% 38.8% 

令和２年度 38.5% 61.5% 39.0% 

令和３年度 39.4% 60.6% 38.3% 

令和４年度 39.8% 60.2% 39.0% 

出典：国民医療費 

二 本県の医療費について 

令和５年度の本県の国民医療費（実績見込み）は約3,975億円となっており、前年

度に比べ約0.2％の増加となっています。 

本県の国民医療費の過去10年の推移を振り返ると、伸び率は全国よりも低く推移し

ています。 

また、後期高齢者の医療費についてみると、後期高齢者医療制度が開始された平成

20年度以降、増加傾向にあります。（図２） 

なお、本県の１人当たり年齢調整後医療費は計332,876円（入院が127,178円、入院

外が182,703円及び歯科が22,995円）となっており、地域差指数（※）については全国

で第32位の水準となっています。（図３及び表３） 
 

（※）地域差を“見える化”するために、人口の年齢構成の相違による分を補正した「１人当たり年齢

調整後医療費」（＝仮に当該地域の加入者の年齢構成が全国平均と同じだとした場合の１人当たり

医療費）を全国平均の１人当たり医療費で指数化したもの。 

（地域差指数） ＝（１人当たり年齢調整後医療費）/（全国平均の１人当たり医療費） 
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図２ 本県の国民医療費の動向 

 

 
（注１）県民所得及び県内総生産（名目）は山形県県民経済計算による。 

（注２）2023年度の国民医療費は実績見込みである。2023年度分は、2022年度の国民医療費に2023年度の概算医療費 

の伸び率（上表の斜自体）を乗じることによって推計している。 

 

図３ 令和４年度１人当たり年齢調整後医療費 

 
 

表３ 山形県における一人当たり年齢調整後医療費（令和４年度） 

 １人当たり年齢調整後医療費 

入院 127,178円 

入院外 182,703円 

歯科 22,995円 

診療種別計 332,876円 

出典：医療費の地域差分析 

＜対前年度伸び率＞ （％）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R元) (R２) (R３) (R４) (R5)

- 2.9 ▲ 1.5 1.8 0.2 1.2 ▲ 4.1 3.7 2.7 0.2

- 3.1 ▲ 1.4 1.8 1.2 1.9 ▲ 4.2 1.1 2.3 -

(-0.6) ▲ 3.3 ▲ 2.7 ▲ 5.3 (-1.1) (-0.1) (-1.9) ▲ 1.0 - -

- ▲ 0.4 ▲ 4.1 ▲ 3.3 1.2 1.3 ▲ 2.3 2.7 - -

国民医療費

後期高齢者医療費

県内総生産（名目）

国民医療費の対県内総生産比
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また、平成30年度から令和４年度までの本県の１人当たり国民医療費の推移を見る

と、令和２年度はコロナ禍で受診控えもあり一時的に減少したものの、概ね増加傾向

にあり、令和４年度は約381.2万円となっています。（表４） 

 

表４ 本県の１人あたり国民医療費の推移（平成30年度～令和４年度） 

 全体 

平成30年度（千円） 352.2 

令和元年度（千円） 360.5 

令和２年度（千円） 348.8 

令和３年度（千円） 366.3 

令和４年度（千円） 381.2 

出典：国民医療費 
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第三 目標・施策の進捗状況等 

一 住民の健康の保持の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

１ 特定健康診査、特定保健指導並びにメタボリックシンドローム該当者及び予備群 

 

（１）特定健康診査及び特定保健指導の実施率並びにメタボリックシンドロームの該

当者及び予備群者の減少率 

特定健康診査については、国において、令和５年度までに、対象者である40歳か

ら74歳までの70％以上が特定健康診査を受診することを目標として定めており、第

３期山形県医療費適正化計画においても、国と同様、令和５年度までに70％以上が

特定健康診査を受診することを目標として定めました。 

本県の特定健康診査の実施状況については、令和４年度実績で、対象者約46万人

に対し受診者は約31万人であり、実施率は67.5％となっています。 

第３期計画期間において実施率は概ね上昇傾向にあり、これまでの実施率の推移

から推測すると目標の達成は難しいものの、あと一歩のところまで近づきました。
（表５及び図４） 

表５ 特定健康診査の実施状況（山形県） 

 対象者数 受診者数 特定健康診査実施率 

平成30年度 480,171人 306,678人 63.9% 

令和元年度  478,740人 312,352人 65.2% 

令和２年度 480,708人 309,364人 64.4% 

令和３年度 475,982人 315,667人 66.3% 

令和４年度 459,729人 310,417人 67.5% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

 

図４ 平成30年度・令和４年度都道府県別特定健康診査の実施率 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

保険者の種類別では、全国値において、健保組合と共済組合の実施率が相対的に

高くなっており、市町村国保、国保組合、協会けんぽ及び船員保険が低いという二

極構造となっています。（表６） 

なお、本県の市町村国保の実施率は、令和２年度に一度低下したものの、以降は

再び上昇傾向にあります。（表７） 

また、被用者保険については、全国値において、被保険者に対する実施率と被扶

養者に対する実施率に大きな開きが見られます。（表８） 
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表６ 特定健康診査の実施状況（保険者の種類別、全国値） 

  市町村国保 国保組合 協会けんぽ 船員保険 健保組合 共済組合 

平成30

年度 

37.9％ 49.4％ 52.2％ 49.9％ 78.2％ 79.2％ 

令和元

年度 

38.0％ 49.8％ 53.7％ 52.9％ 79.0％ 79.5％ 

令和２

年度 

33.7％ 45.7％ 52.3％ 51.3％ 77.9％ 79.2％ 

令和３

年度 

36.4％ 49.0％ 55.9％ 52.0％ 80.5％ 80.8％ 

令和４

年度 

37.5％ 51.0％ 57.1％ 52.2％ 82.0％ 81.4％ 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

表７ 市町村国保の特定健康診査の実施状況（山形県） 

 対象者数 受診者数 特定健康診査実施率 

平成30年度 169,313人 82,429人 48.7% 

令和元年度  165,098人 81,987人 49.7% 

令和２年度 164,655人 77,744人 47.2% 

令和３年度 160,853人 79,651人 49.5% 

令和４年度 152,913人 77,167人 50.5% 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

表８ 被用者保険の種別ごとの令和４年度特定健康診査の実施率（全国値） 

保険者の種類別 全体 被保険者 被扶養者 

協会けんぽ 57.1％ 64.6％ 26.9％ 

健保組合 82.0％ 93.4％ 49.5％ 

共済組合 81.4％ 92.5％ 43.9％ 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

年齢階級別では、全国値において、40～50歳代で60％台と相対的に高くなってお

り、65～74歳で40％台と相対的に低くなっています。（表９） 

 
表９ 令和４年度特定健康診査の実施状況（年齢階級別）（参考：全国値） 

年 齢

（歳） 
総数 

 ５歳階級別 

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 

実施率 58.1％ 63.3％ 64.1％ 63.8％ 63.0％ 57.7％ 48.4％ 44.8％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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特定保健指導については、国において、令和５年度までに、特定保健指導が必要

と判定された対象者の45％以上が特定保健指導を終了することを目標として定めて

おり、第３期山形県医療費適正化計画においても、国と同様、令和５年度までに

45％以上が特定保健指導を終了することを目標として定めました。 

本県の特定保健指導の実施状況については、令和４年度実績で、対象者約4.5万

人に対し終了者は約1.4万人であり、実施率は30.6％となっています。第３期計画

期間における実施率は、令和２年度に一度低下し、以降は再び上昇していますが、

目標とは依然開きがあり、目標の達成は見込めない状況です。（表10及び図５） 

 

表10 特定保健指導の実施状況（山形県） 

 対象者数 終了者数 特定保健指導実施率 

平成30年度 48,245人 13,959人 28.9％ 

令和元年度  48,169人 14,074人 29.2％ 

令和２年度 48,465人 14,006人 28.9％ 

令和３年度 46,980人 14,000人 29.8％ 

令和４年度 45,461人 13,890人 30.6％ 

 出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

図５ 平成30年度・令和４年度都道府県別特定保健指導の実施率 

                      出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

  

保険者の種類別では、市町村国保、国保組合、健保組合及び共済組合で平成30年

度よりも実施率が上昇しています。（表11） 

また、被用者保険においては、被保険者に対する実施率が28.5％と高い一方、被

扶養者に対する実施率は12.7％と低くなっています。（表12） 

 

表11 特定保健指導の実施状況（保険者の種類別） 

  
市町村国

保 
国保組合 

協会けん

ぽ 
船員保険 健保組合 共済組合 

平成30年度 43.3％ 19.5％ 25.6％ 0.0％ 24.0％ 30.8％ 

令和元年度 45.3％ 18.1％ 24.8％ 0.0％ 28.3％ 28.4％ 

令和２年度 47.3％ 20.9％ 23.6％ 0.0％ 28.3％ 29.2％ 

令和３年度 47.5％ 23.7％ 24.2％ 0.0％ 30.6％ 29.9％ 

令和４年度 47.1％ － 24.8％ 0.0％ 32.5％ 33.8％ 

      出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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表12 被用者保険の種別ごとの令和４年度特定保健指導の実施率 

保険者の種類別 全体 被保険者 被扶養者 

協会けんぽ 24.8％ 25.6％  9.5％ 

健保組合 32.5％ 33.7％ 16.2％ 

共済組合 33.8％ 35.0％ 18.7％ 

被用者保険計 27.6％ 28.5％ 12.7％ 

        出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

年齢階級別では、65～69歳で42.0％、70～74歳で43.6％と相対的に高くなってい

ます。（表13） 

 
表13 令和４年度特定保健指導の実施状況（年齢階級別） 

年齢（歳） 40～74 
５歳階級別 

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 

男女計 30.6％ 27.4％ 28.8％ 28.5％ 28.6％ 28.4％ 42.0％ 43.6％ 

 男性 29.7％ 27.1％ 28.1％ 27.7％ 27.3％ 27.7％ 40.4％ 44.9％ 

 女性 32.7％ 28.3％ 31.0％ 30.7％ 32.0％ 30.0％ 45.3％ 41.1％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群者の減少率については、国におい

て、令和５年度までに、平成20年度と比べて25％以上減少することを目標として定

めており、第３期山形県医療費適正化計画においても、国と同様、令和５年度まで

に、平成20年度と比べて25％以上減少することを目標として定めました。 

本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、令和４

年度実績で、平成20年度と比べて20.5％減少となっています。目標とは依然開きが

あり、目標の達成は見込めないものの、第３期計画期間において平成30年度の

15.0％減少から5.5ポイント改善しました。（表14及び図６） 

 

表14 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成20年度比） 

 メタボリックシンドローム 

該当者及び予備群の減少率 

平成30年度 15.0％ 

令和元年度 16.2％ 

令和２年度 15.0％ 

令和３年度 18.9％ 

令和４年度 20.5％ 

 出典：レセプト情報・特定保健指導等情報データ 
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図６ 令和４年度都道府県別 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成20年度比）  

出典：レセプト情報・特定保健指導等情報データ 

 

特定健康診査の結果、生活習慣病に係る服薬治療者については、メタボリックシ

ンドローム該当者及び予備群者から除外されるため、薬剤服用者の増減にも留意す

る必要があります。 

薬剤を服用している者の割合を保険者の種類別にみると、市町村国保の薬剤服用

者の割合が高く、特定保健指導の対象から除外される者が比較的多いといえます。
（表15） 

 

表15 令和４年度 薬剤を服用している者の割合 

 市町村国保 国保組合 協会けんぽ 健保組合 共済組合 

高血圧治療

に係る薬剤

服用者 

30.6％ － 24.8％ 21.4％ 21.7％ 

脂質異常症

の治療に係

る薬剤服用

者 

7.9％ － 6.3％ 8.2％ 10.8％ 

糖尿病治療

に係る薬剤

服用者 

2.8％ 2.6％ 3.3％ 2.9％ 2.3％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

【参考】 

○メタボリックシンドローム該当者と特定保健指導対象者の関係（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○メタボリックシンドローム該当者及び予備群者数の減少率の推計方法 

平成20年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数※－令和４年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数※ 

    平成20年度メタボリックシンドローム該当者及び予備群推定数 
計算式＝       

特定健康診査受診者 

特定保健指導対象者 薬剤服用者 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群者
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※  特定健康診査の実施率の変化による影響及び年齢構成の変化による影響を排除するため、性

別・年齢階層別（５歳階級）に各年度のメタボリックシンドローム該当者及び予備群者の出現割

合を算出し、令和５年住民基本台帳人口に乗じて算出した推定数。 
 

（２）特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上並びにメタボリックシンドローム

該当者及び予備群者の減少に向けた取組 

 

ア 県による取組 

第３期山形県医療費適正化計画においては、特定健康診査及び特定保健指導の実

施率向上に向けて県が取り組む施策として、以下の項目を記載しました。 
 

 ①特定健康診査及び特定保健指導の推進 

 ②保険者による健康増進対策への支援 

 ③県民の自主的な健康づくりの促進 

 

これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 
 

 ①特定健康診査及び特定保健指導の推進 

 ・ 特定健康診査及び特定保健指導の円滑な実施に向け、地域・職域保健連携推進

協議会や健康増進事業評価検討会、保険者協議会等を通して、がん検診との同時

実施や健診当日の特定保健指導初回面接の実施といった優良事例を保険者間で共

有し、受診率・実施率の向上につなげる取組みを実施しました。 

 ・ 県医師会や保険者協議会と連携して特定健診・特定保健指導従事者研修会を開

催し、従事者の育成や資質向上に努めました。 

 

 ②保険者による健康増進対策への支援 

 ・ 各保険者における健康課題を見える化するため、健診結果や医療費等について

他の市町村や県平均と比較できるデータ・資料等を提供しました。 

 ・ 健康増進事業評価検討会等の機会を活用し、市町村に対して健康増進対策に関

する情報提供に努めました。 

 

 ③県民の自主的な健康づくりの促進 

 ・ 県民による自主的な健康づくりを促すため、市町村が指定する健康づくりに関

する取り組みに県民が参加した場合にインセンティブを付与する「やまがた健康

マイレージ事業」を市町村と協働で実施しました。 

 ・ 減塩と野菜摂取量の増加を推進する「減塩・ベジアップキャンペーン」をはじ

め、望ましい食生活の定着に向けた普及啓発を行いました。 

 

イ 保険者による取組 

  特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上に向けた各保険者における主な取組

は以下のとおりです。 

 ①市町村国保における主な取組 

 ・ 各市町村国保において、「特定健診・特定保健指導実施計画」を策定し、これ

に基づいて事業を展開しています。 

・ 特定健康診査受診率向上のために、ハガキや手紙、電話等による受診勧奨、他

の健診（検診）との同時実施、健康講座等でのＰＲや自己負担額の無料化（軽
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減）を行っています。また、40 歳以前から健診習慣を付けさせるため、40 歳未

満被保険者を対象に健診事業を実施しています。 

・ 効率的な受診勧奨等の推進のため、山形県国民健康保険団体連合会にて、平成

24 年度から「特定健診・特定保健指導受診率等向上対策事業」を行っており、

希望する市町村からの受託により受診勧奨や特定保健指導の利用勧奨を行ってい

ます。 

・ 特定保健指導利用率向上のために、ハガキや手紙、電話等をはじめ、面談や個

別訪問等による利用勧奨の実施、対象者の都合に合わせた日時・場所での保健指

導や健診当日等早期の初回面談を実施しています。 

 

 ②全国健康保険協会山形支部における主な取組 

・ 特定健康診査の受診率向上のため、未受診事業所や新規適用事業所に対する外

部委託機関を活用した受診勧奨や健診対象者10人以下の小規模事業所への受診勧

奨、全市町村の集団健診日程の確認方法を記載したリーフレットの受診券への同

封といった取組を行っています。 

・ 特定保健指導利用率向上のために、健診機関による健診当日の特定保健指導の

拡大や40歳到達者への特定保健指導利用案内を専門に実施する事業者への業務委

託、協会けんぽ主催の集団健診（冬季健診）における特定保健指導の拡大などの

取組を行っています。 

 

 

（３）特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上並びにメタボリックシンドローム

該当者及び予備群者の減少向けた取組に対する評価・分析 
 

ア 県による取組 

 ・ 平成30年度から令和４年度にかけて、特定健康診査実施率については、3.6ポ

イント、特定保健指導実施率については1.7ポイント上昇しました。また、メタ

ボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成20年度比）も5.5ポイン

ト改善しており、一定の効果があったものと考えられます。 

イ 保険者による取組 

 ・ 各保険者の取組により、特定健康診査の受診率が市町村国保で県平均50.5％と

５割を超えたほか、全国健康保険協会山形支部でも82.2％となるなど、目標の達

成に向け着実に上昇しています。 

・ 特定保健指導については、市町村国保で県平均47.1％と45％超の水準を維持し

ているほか、全国健康保険協会山形支部で24.8%と、令和２年以降着実に上昇し

ており、疾病の早期発見・早期治療等に寄与しているものと考えられます。 

 

（４）特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上並びにメタボリックシンドローム該

当者及び予備群者の減少に向けた課題と今後の施策について 

 

本県においては、第３期山形県医療費適正化計画において、特定健康診査の実施率

の目標値を70％以上と定めました。令和４年度実績は67.5％であり、目標の達成は難

しいものの、あと一歩のところまで近づいています。 

一方で、特定保健指導の実施率は、45％の目標値に対し、令和４年度実績は30.6％

で、目標との開きが大きくなっています。 
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このため、これまでの取組に加え、特定保健指導の健診当日の初回実施など、対象

者の利便性に配慮した取組を更に推進していく必要があります。 

 

２ たばこ対策 

（１）たばこ対策の考え方 

喫煙は、がんや循環器病等の生活習慣病の危険因子ですが、予防が可能です。ま

た、受動喫煙により、喫煙しない周囲の人の健康にも影響を及ぼします。 

喫煙率については、第３期山形県医療費適正化計画において、令和５年度におけ

る成人の喫煙率を12％以下にすることを目標として定めました。 

令和４年実績で、習慣的に喫煙している人の割合（20歳以上）は17.2％であり、

目標の達成は見込めない状況です。（表16） 

 

表16 習慣的に喫煙している者の割合 

 平成28年 令和４年 

習慣的に喫煙している者の割合（20歳以上） 20.2％ 17.2％ 

出典：県民健康・栄養調査 

 

（２）たばこ対策の取組 

第３期山形県医療費適正化計画においては、たばこ対策に関する県の取組とし

て、以下の取組を記載しました。 

 ①禁煙支援 

 ②たばこの健康影響や禁煙についての教育・普及啓発 

 ③受動喫煙防止対策 

 

  これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 

 ①禁煙支援 

 ・ 産婦人科・小児科・禁煙外来と、市町村の相談窓口等の連携による禁煙支援体

制を構築し、出産・子育て世代に対する禁煙支援に取り組んだほか、禁煙希望者

に対する禁煙支援や出前講座等による職場での禁煙支援などを推進しました。 

  

 ②たばこの健康影響や禁煙についての教育・普及啓発 

 ・ 関係団体等と連携することで、出前講座等を実施したり、たばこの健康影響や

禁煙の重要性について普及啓発を行いました。 

 

 ③受動喫煙防止対策 

 ・ 改正健康増進法（平成30年７月成立）により、令和元年７月から学校や保育所

等の児童福祉施設、病院及び行政機関の庁舎などが屋内外を問わず敷地内禁煙と

されました。また、令和２年４月には、事務所、工場、宿泊施設（客室を除くロ

ビー等）及び一部を除く飲食店等で、原則屋内禁煙とされました。 

・ 本県では、平成30年12月に受動喫煙防止条例を制定し、敷地内禁煙とされた学

校（大学等を除く。）、児童福祉施設、病院などについて、屋外の喫煙場所を設置

しないよう努力義務を課すなど、改正健康増進法よりも一層の対応を求めていま

す。 

・ 飲食店をはじめとする事業者に対し、リーフレットや巡回訪問、出前講座を活

用した普及啓発を行いました。 

・ 令和５年度には、医師会などの関係団体と連携して、県内のシンボル的建造物
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を受動喫煙防止のイメージカラーである「イエローグリーン」でライトアップす

る「イエローグリーンキャンペーン」を実施し、受動喫煙防止に向けた機運醸成

に努めました。 

 

（３）たばこ対策の取組に対する評価・分析 

平成28年から令和４年にかけて、20歳以上の喫煙率が3.0ポイント低下してお

り、一定の効果があったものと考えられます。 

特に、20歳代、30歳代、50歳代で10ポイント以上の顕著な低下がみられ、引き続

き喫煙率の低下が見込まれます。 

 

（４）たばこ対策に向けた課題と今後の施策について 

本県においては、第３期山形県医療費適正化計画において、たばこ対策に向けた

取組を記載し、おおむね実施することができました。 

しかし、令和４年の喫煙率は17.2％と、目標とは依然開きがあり、全国値

（14.8％）も上回っている状況です。 

今後、県民の健康意識を更に向上させる観点から、市町村等関係機関と連携し、

たばこによる健康影響や禁煙の重要性に関する普及啓発、出産・子育て世代に対す

る禁煙支援などについて、引き続き取り組むことが必要です。 

 

３ 予防接種 

（１）予防接種の考え方 

疾病予防という公衆衛生の観点及び県民の健康の保持の観点から、予防接種法上

の定期接種に位置付けられているワクチンについて、円滑な接種を促進するため、

以下の取組みを行いました。 

 

（２）予防接種の取組み 

第３期山形県医療費適正化計画においては、医療費適正化に向けた予防接種に関

する取組みとして、「平成35（令和５）年度における予防接種広域実施市町村35市

町村の維持」を目標に掲げ、市町村及び県医師会等と連携しながら取組みを推進し

てきました。 

    

（３）予防接種の取組に対する評価・分析 

目標年度である令和５年度までの間、35市町村による広域実施を毎年度継続する

ことができました。 

本県における定期の予防接種の接種率は、下表の例のとおり、他の都道府県と比

べ高い状況にあり、市町村や県医師会等と連携した接種促進の取組が寄与している

ものと考えられます。 

 
 【例】麻しん風しんワクチン接種率（第２期）の状況 

（令和５年度、全国・東北各県） 

都道府県 接種率 全国順位 

全国 92.0％ - 

山形県 95.6％ １ 

秋田県 94.8％ ４ 

岩手県 93.7％ ７ 
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青森県 93.5％ 11 

福島県 93.0％ 16 

宮城県 92.5％ 22 
（令和６年11月 厚生労働省健康・生活衛生局公表資料）  

 

（４）予防接種に向けた課題と今後の施策について 

麻しんや風しん等の輸入症例が増加するなど、今後インバウンド等による更なる

感染症の流行が懸念されることから、引き続き、ワクチンの接種率を高水準に保つ

必要があります。 

   そのため、国の予防接種対策に係る施策の動向を注視しながら、引き続き市町村

及び県医師会等と連携し、県民に対する予防接種に関する正しい知識の普及啓発や、

接種対象者の接種機会及び利便性向上の取組みを推進することにより、予防接種率

の向上を図っていきます。 

 

４ 生活習慣病等の重症化予防の推進 

（１）生活習慣病等の重症化予防の推進の考え方 

本県の糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者は平成30年度から令和２年度に

かけて減少傾向にありましたが、以降は増加に転じており、生活習慣病等の重症化

予防は重要な課題となっています。（表17） 

 

表17 本県の糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数 

 人数 

平成30年度 140人 

令和元年度 132人 

令和２年度 114人 

令和３年度 125人 

令和４年度 139人 

出典：我が国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会） 

 

なお、保険者努力支援制度（取組評価分）の集計結果によると、令和５年度の本

県の生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組の実施状況は、市町村国保において

100点中平均97.6点を獲得しており、高水準で取組を実施しているといえます。 

 

（２）生活習慣病等の重症化予防の推進の取組 

第３期山形県医療費適正化計画においては、生活習慣病等の重症化予防の推進

に関する県の取組として、以下の取組を記載しました。 

  

 ①糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業の展開 

 ②糖尿病による合併症予防等適切な医療を提供できる連携体制の強化 

 

これらの取組の実施状況及び実績については、以下のとおりです。 

 ①糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業の展開 

・ 平成28年度に策定し、令和２年度に改定した「糖尿病及び慢性腎臓病（ＣＫ

Ｄ）重症化予防プログラム」に基づき、医療機関未受診者や治療中断者への受

診勧奨、重症化リスクの高い糖尿病及び慢性腎臓病患者への保健指導を実施し
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ました。 

・ 市町村と連携し、健診データ等を活用した人工透析導入ハイリスク者へのア

プローチ事業を実施しました。 

 

②糖尿病による合併症予防等適切な医療を提供できる連携体制の強化  

・ 「糖尿病及び慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防プログラム」の内容や実施状

況等について検討するため、県糖尿病対策推進会議の構成団体等の関係機関に

よる糖尿病等対策検討会を開催しました。 

・ 医療機関と保険者との連携構築体制構築事業として、置賜地域「糖尿病及び

慢性腎臓病重症化予防に関する連絡会」や最上地域「糖尿病カードシステムを

使用した糖尿病重症化予防モデル事業」を行いました。 

 

（３）生活習慣病等の重症化予防の推進の取組に対する評価・分析 

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数については、第３期山形県医療費適

正化計画において、令和４年度までに90人以下とすることを目標として定めまし

た。 

平成30年度から令和２年度にかけて低下がみられたものの、以降は増加に転じて

おり、令和４年度実績は139人で、目標とは大きな開きがあります。 

 

 

（４）生活習慣病等の重症化予防の推進に向けた課題と今後の施策について 

本県においては、第３期山形県医療費適正化計画において、生活習慣病等の重症

化予防の推進に向けた取組を記載し、おおむね実施することができました。 

しかし、令和４年度の糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数は平成30年度

と比較して同程度の水準となっており、生活習慣病等の重症化予防の推進にあたっ

ては、引き続き医療機関未受診者や治療中断者への受診勧奨などの「山形県糖尿病

及び慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防プログラム」に基づく取組の更なる推進や、

糖尿病ハイリスク者の行動変容を早い段階で促すなどの保健指導などを強化する取

組が必要です。 

 

５ その他予防・健康づくりの取組  

（１）その他予防・健康づくりの推進の考え方 

  ア 歯と口腔の健康づくり 

    高齢期には、進行した歯周病を持つ人や、歯を失い義歯を使用する人が増

え、特に65歳以降、歯の本数は急激に減少します。 

    歯の喪失から食生活に支障をきたす人も増加します。だ液量の減少や噛む機

能、飲み込む機能の低下など、高齢期における口腔機能の低下は低栄養を招く

要因の一つとなっています。 

    本県の8020達成者（80歳で自分の歯を20本以上有する者）の割合は、令和４

年の実績で57.2％であり、平成28年度と比較して8.7ポイント増加しました。
（表18） 

表18 8020達成者の割合 

 平成28年 令和４年 

8020達成者の割合 48.5％ 57.2％ 

出典：県民健康・栄養調査 
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イ 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

    国民生活基礎調査によれば、介護が必要となった主な原因として、認知症や

脳血管疾患をはじめとする生活習慣病に次いで、「高齢による衰弱」「関節疾

患」「骨折・転倒」の割合が高くなっています。これらは運動器機能や栄養状

態に関りが深いとされ、足腰の衰えの防止が課題です。 

    本県の運動習慣のある高齢者（65歳以上）の割合は、令和４年の実績で男性

が54.8％、女性が48.7％であり、平成28年度と比較して男性で5.3ポイント、

女性で1.5ポイント増加しました。（表19） 

 

表19 運動習慣のある高齢者の割合（65歳以上） 

 平成28年 令和４年 

男 性 49.5％ 54.8％ 

女 性 47.2％ 48.7％ 

出典：県民健康・栄養調査 

 

（２）その他予防・健康づくりの推進の取組 

  ア 歯と口腔の健康づくり 

   ・ やまがた健康フェアや県ホームページ等で、かかりつけ歯科医を持ち定期的

に歯科健診を受診することの重要性について普及啓発を行いました。 

 

 イ 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

   ・ 県民による自主的な健康づくりを促すため、市町村が指定する健康づくりに

関する取組に県民が参加した場合にインセンティブを付与する「やまがた健康

マイレージ事業」を市町村と協働で実施しました。 

・ 「ウォーキング・プロジェクト」を展開し、県民の歩く習慣・運動習慣の定

着を促進しました。 

 

 

（３）その他予防・健康づくりの推進の取組に対する評価・分析 

  ア 歯と口腔の健康づくり 

   ・ 平成28年から令和４年にかけて、8020達成者の割合が8.7ポイント増加して

おり、県や関係機関による普及啓発の効果が一定程度あったものと考えられま

す。 

 

 イ 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

   ・ 平成28年から令和４年にかけて、運動習慣のある高齢者の割合が男性で5.3

ポイント、女性で1.5ポイント増加しており、やまがた健康マイレージ事業や

ウォーキング・プロジェクト等の取組の効果が一定程度あったものと考えられ

ます。 

 

（４）その他予防・健康づくりの推進に向けた課題と今後の施策について 

  ア 歯と口腔の健康づくり 

   ・ 本県においては、第３期山形県医療費適正化計画において、8020達成者の割

合を令和４年までに50％以上とすることを目標として定めました。令和４年実

績の8020達成者は54.8％と、目標を達成しましたが、高齢になっても自分の歯
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を多く持つことの重要性を踏まえ、8020達成者の表彰事業やかかりつけ歯科医

を持つことの普及啓発など、歯と口腔の健康づくり対策に引き続き取り組んで

いく必要があります。 

   

 イ 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

   ・ 本県においては、第３期山形県医療費適正化計画において、運動習慣のある

高齢者の割合を令和４年までに男性で58％以上、女性で48％以上とすることを

目標として定めました。令和４年実績の運動習慣のある高齢者の割合は男性で

54.8％と、目標には届かなかったものの、平成28年と比較すると男性は5.3ポ

イント増加しました。また、女性は48.7％と目標を達成しました。 

   ・ ロコモティブシンドロームやフレイルの予防や進行防止の重要性を踏まえ、

高齢期における望ましい食生活や適度な運動の推進を図る必要があります。 
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二 医療の効率的な提供の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

１ 後発医薬品の使用促進 

（１）後発医薬品の使用促進の考え方 

後発医薬品の使用割合を平成32年９月までに80％以上とするという国における目

標を踏まえ、第３期山形県医療費適正化計画においては、計画期間の最終年度の令

和５年度には、後発医薬品の使用割合が80％以上に到達しているとする目標を設定

しました。 

本県の後発医薬品の使用割合については、令和４年度は約86.7％となっており、

目標を達成しています。（表18） 

 

表18 後発医薬品の使用割合 

 後発医薬品の使用割合 

平成30年度 79.9％ 

令和元年度 82.7％ 

令和２年度 85.0％ 

令和３年度 85.4％ 

令和４年度 86.7％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

なお、令和４年度の後発医薬品の使用割合について全国で見ると、本県は上位に

位置しています。（図７） 
 

図７ 令和４年度都道府県別後発医薬費使用割合 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 

 

（２）後発医薬品の使用促進の取組 

後発医薬品の使用促進の取組について、本県では厚生労働省の委託を受け、平成

20年度から「山形県ジェネリック推進協議会」を設置し、毎年、協議会を開催する

ほか、工場見学会の実施や各種イベントにおける啓発、主要病院における「ジェネ

リック医薬品採用リスト」の作成など、ジェネリック医薬品の使用促進に係る事業

を実施しています。 
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（３）後発医薬品の使用促進の取組に対する評価・分析 

   各種取組により、令和元年度からは、目標値である使用割合80％を上回ってお

り、令和４年度は、使用割合が86.7％と85％を上回り、全国５位の使用割合でし

た。 

 

（４）後発医薬品の使用促進に向けた課題と今後の施策について 

後発用医薬品については、流通状況が不安定な状況もある中、本県では目標値で

ある80％を超える使用割合で推移しており、今後とも、「山形県ジェネリック推進

協議会」を開催するなど普及啓発に努め、現状の使用割合85％以上を維持していく

ための施策を行っていきます。 

 
 

２ 医薬品の適正使用の推進に関する目標 

（１）医薬品の適正使用の推進の考え方 

医療機関における医薬品の必要以上の多剤・重複した処方の防止促進を図ること

により、医薬品の適正使用を推進します。 

 

（２）医薬品の適正使用の推進の取組 

医療機関における医薬品の必要以上の多剤・重複した処方の防止や、薬局におけ

る医薬品の使用履歴の確認がより確実に行われるよう、「かかりつけ薬剤師を配置

している薬局」を普及することにより、医療機関における医薬品の適正使用を推進

します。 

 

表 「かかりつけ薬剤師を配置している薬局」 

 割合 

平成30年度 47.2％ 

令和元年度 48.2％ 

令和２年度 49.6％ 

令和３年度 50.3％ 

令和４年度 53.1％ 

出典：東北厚生局「施設基準の届出受理状況一覧」 

 

 

（３）医薬品の適正使用の推進の取組に対する評価・分析 

かかりつけ薬剤師については、目標達成には至らなかったものの増加傾向で

す。人事異動などで、勤務期間要件を満たさなくなるケースが見られるなど、か

かりつけ機能を持った薬局においても、届出ができない薬局もあり、今後は、か

かりつけ機能の充実を推進していきます。 

 

 

（４）医薬品の適正使用の推進に向けた課題と今後の施策について 

薬局のかかりつけ機能を強化する取組みとして、かかりつけ機能（服薬情報の

一元的把握、24時間対応・在宅対応、医療機関との連携）の強化を促進すること

で、薬学的専門性を生かした対人業務の充実を図るとともに、地域の実情に応じ

た薬剤師サービス等の提供体制の整備を促進します。 
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第四 医療費推計と実績の比較・分析 

 

第３期山形県医療費適正化計画では、医療費適正化に係る取組を行わない場合、平成

30年度の推計医療費3,866億円から、令和５年度には約4,189億円まで医療費が増加す

ることが推計されており（適正化前）、医療費適正化に係る取組を行うことで、令和５

年度の医療費は約4,144億円となると推計されていました（適正化後）。 

しかし、令和５年度の医療費（実績見込み）は約3,975億円となっており、第３期山

形県医療費適正化計画との差異は▲169億円となりました。（表21） 

 

表21 医療費推計と実績の差異          （億円） 

 ①推計値（適正化

前） 

②推計値（適正

化後） 

③実績値 ④推計値と実績値の差

（③－②） 

平成30年度 3,866 3,825 3,839 14 

令和元年度 3,930 3,889 3,886 ▲3 

令和２年度 3,995 3,953 3,725 ▲228 

令和３年度 4,059 4,016 3,864 ▲152 

令和４年度 4,123 4,080 3,968 ▲112 

令和５年度 

（実績見込み） 

4,189 4,144 3,975 ▲169 
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第五 今後の課題及び推進方策 

 

一 住民の健康の保持の推進 

第３期山形県医療費適正化計画における令和５年度の特定健康診査実施率、特定

保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群者の減少率は、概ね

上昇しています。特定保健指導実施率とメタボリックシンドローム該当者及び予備

群者の減少率で目標との開きが大きくなっているものの、特定健康診査実施率は目

標達成まであと一歩のところまで近づいています。 

たばこ対策及び生活習慣病等の重症化予防の推進については、目標の達成が難し

いため、引き続き各種取組を行う必要があります。 

予防接種については、既に目標を達成していますが、引き続き市町村や県医師会

と連携した接種促進の取組を実施していきます。 

その他予防・健康づくりの推進として、歯と口腔の健康づくり及び高齢化に伴い

増加する疾患対策の推進を行い、目標値に届かない項目があったものの、一定程度

の取組の効果があったと考えられるため、引き続き各種取組を行っていきます。 

 

二 医療の効率的な提供の推進 

第３期山形県医療費適正化計画における令和５年度までに後発医薬品の使用割合

を80％とする目標については達成されたものの、医薬品の適正使用の推進にかかる

目標については実績との差が大きくなっています。引き続き第４期山形県医療費適

正化計画においても、関係者の取組をより一層促す必要があります。 

 

三 今後の対応 

一及び二等に対応するため、住民の健康の保持の増進及び医療の効率的な提供の

推進に向けた取組を加速する必要があります。第４期医療費適正化計画において

は、高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進や医療資源の

効果的・効率的な活用及び医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提

供の推進といった計３項目の取組を新たに記載しており、このような取組の実施や

進捗状況についての分析を行うこととしています。 
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山形県アルコール健康障害対策推進計画における 

取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 
 

  ○ 本計画は、「アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）」及び「ア

ルコール健康障害対策推進基本計画（平成 28 年５月策定）」を受け、本県に

おけるアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 31

年４月に策定したもの。 

  

 ＜計画概要＞ 

・計画期間 令和元年度から令和５年度までの５年間 

  ・基本方針 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」の各段階に応

じて４つの基本方針を設定 

  ・重点課題（各重点課題について数値目標を設定） 

（１）飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコ

ール健康障害の発生を予防する 

  ① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

  ② 20 歳未満の者の飲酒割合 

  ③ 妊娠中の女性の飲酒割合 

  ④ 節度ある飲酒量の認知割合 

（２）アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る

切れ目のない支援体制を整備する 

   ① 国の要綱によるアルコール健康障害に関する相談拠点の設置 

   ② アルコール依存症の専門外来を設置する医療機関数 

     ③ 国の要綱によるアルコール依存症に対する適切な医療を提供できる

専門医療機関の選定 

・基本的施策 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」「Ⅳ基盤整備」 

 

 

２ 令和５年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 
 

  ⇒ 資料３－２、３－３のとおり 

 

資料３－１ 
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教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

会
議

や
研

修
会

に
お

い
て

、
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
や

相
談

窓
口

等
に

つ
い

て
周

知
。

②
本

県
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

効
果

的
な

指
導

方
法

等
の

検
討

・
実

施
の

取
組

み
に

対
し

て
支

援
を

行
い

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
等

を
推

進
す

る
。

②
喫

煙
、

飲
酒

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

在
り

方
な

ど
を

検
討

す
る

協
議

会
を

7
月

と
1
月

に
実

施
。

　
薬

物
乱

用
防

止
教

育
に

関
わ

る
研

修
会

を
1
1
月

に
開

催
。

（
令

和
５

年
度

は
麻

薬
・
覚

醒
剤

・
大

麻
乱

用
防

止
運

動
山

形
大

会
に

兼
ね

て
実

施
）

約
5
9
5
名

が
参

加
。

②
引

き
続

き
、

関
係

機
関

と
連

携
し

、
学

校
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
に

関
す

る
教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

会
議

や
研

修
会

に
お

い
て

、
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
や

相
談

窓
口

等
に

つ
い

て
周

知
し

て
い

く
。

大
学

生
、

短
大

生
に

つ
い

て
、

学
校

と
連

携
し

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
啓

発
等

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
大

学
等

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
正

し
い

知
識

を
含

む
健

康
関

連
の

普
及

啓
発

を
行

う
。

・
2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
理

解
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
理

解
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

の
醸

成
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

の
醸

成
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
依

存
症

支
援

に
関

す
る

講
話

と
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
ま

た
、

県
内

各
地

、
各

総
合

支
庁

ロ
ビ

ー
等

に
お

い
て

、
啓

発
パ

ネ
ル

展
示

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

な
ど

の
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
し

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

教
育

局
学

校
体

育
保

健
課

子
ど

も
の

健
康

づ
く

り
連

携
事

業
費

（
生

命
を

つ
な

ぐ
教

育
関

係
）

①
専

門
的

立
場

で
あ

る
医

師
を

学
校

に
派

遣
し

講
演

や
研

修
会

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
児

童
生

徒
が

自
分

自
身

の
健

康
課

題
解

決
の

た
め

の
学

び
を

深
め

る
機

会
を

つ
く

る
。

ま
た

、
学

校
と

関
係

機
関

や
保

護
者

と
の

連
携

を
推

進
す

る
。

②
本

県
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

効
果

的
な

指
導

方
法

等
の

検
討

・
実

施
の

取
組

み
に

対
し

て
支

援
を

行
い

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
等

を
推

進
す

る
。

①
専

門
医

を
県

内
４

０
校

に
派

遣
し

、
児

童
生

徒
が

自
分

自
身

の
健

康
課

題
解

決
の

た
め

の
学

び
を

深
め

る
機

会
の

創
出

を
支

援
し

た
。

②
教

職
員

、
警

察
、

地
域

指
導

員
、

保
健

部
局

職
員

等
の

指
導

力
向

上
を

目
的

と
し

た
薬

物
乱

用
防

止
に

係
る

研
修

会
を

1
1
月

に
開

催
し

た
。

（
令

和
５

年
度

は
麻

薬
・
覚

醒
剤

・
大

麻
乱

用
防

止
運

動
山

形
大

会
に

兼
ね

て
実

施
）

約
5
9
5
名

が
参

加
。

①
引

き
続

き
、

医
師

や
関

係
機

関
と

連
携

し
、

学
校

教
育

に
お

け
る

児
童

生
徒

の
飲

酒
に

係
る

適
切

な
意

思
決

定
や

行
動

選
択

が
で

き
る

判
断

力
と

態
度

の
育

成
を

支
援

、
推

進
し

て
い

く
。

②
引

き
続

き
、

関
係

機
関

と
連

携
し

、
学

校
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
に

関
す

る
教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

会
議

や
研

修
会

に
お

い
て

、
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
や

相
談

窓
口

等
に

つ
い

て
周

知
し

て
い

く
。

①
8
6
5

②
 －

①
8
7
5

②
 －

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
家

族
が

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

陥
る

こ
と

の
な

い
よ

う
節

度
あ

る
飲

酒
に

つ
い

て
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

家
族

が
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

節
度

あ
る

飲
酒

に
つ

い
て

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
依

存
症

支
援

に
関

す
る

講
話

と
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
ま

た
、

県
内

各
地

、
各

総
合

支
庁

ロ
ビ

ー
等

に
お

い
て

、
啓

発
パ

ネ
ル

展
示

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

な
ど

の
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
し

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

山
形

県
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

対
策

推
進

計
画

　
関

連
施

策
の

取
組

状
況

施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

Ⅰ
　

発
生

の
予

防

１
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
す

る
啓

発
の

推
進

（
１

）
学

校
　

小
中

高
校

及
び

大
学

・
短

大
等

に
お

け
る

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
の

理
解

の
促

進
　

等

（
２

）
家

庭
　

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
を

周
知

し
、

飲
酒

を
さ

せ
な

い
よ

う
家

庭
に

お
い

て
機

運
を

醸
成

　
成

人
の

家
族

に
つ

い
て

も
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
互

い
に

配
慮

し
合

う
機

運
を

醸
成

　
等

保
護

者
や

家
庭

の
意

識
の

高
揚

を
図

る
な

ど
、

市
町

村
、

学
校

、
医

療
機

関
、

そ
の

他
関

係
団

体
等

と
連

携
し

、
2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

を
醸

成
す

る
よ

う
環

境
整

備
を

実
施

。

家
族

が
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
家

庭
に

お
い

て
互

い
に

配
慮

し
合

う
機

運
を

醸
成

す
る

と
と

も
に

多
量

飲
酒

等
不

適
切

な
飲

酒
習

慣
に

つ
い

て
、

家
族

が
早

期
に

気
づ

き
改

善
の

き
っ

か
け

と
な

る
よ

う
節

度
あ

る
飲

酒
量

に
つ

い
て

周
知

を
徹

底
す

る
。

教
育

局
学

校
体

育
保

健
課

子
ど

も
の

健
康

づ
く

り
連

携
事

業
費

（
生

命
を

つ
な

ぐ
教

育
関

係
）

①
8
6
5

②
 －

①
8
7
5

②
 －

資
料

３
－

３

1
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

県
内

の
事

業
所

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
に

よ
る

健
康

問
題

に
関

す
る

情
報

の
普

及
啓

発
の

促
進

を
図

り
、

過
度

な
飲

酒
に

よ
る

生
活

習
慣

病
の

発
症

や
重

症
化

の
予

防
に

つ
な

げ
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

・
出

前
講

座
等

・
健

康
経

営
推

進
事

業

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
企

業
に

出
向

き
、

飲
酒

に
関

す
る

正
し

い
知

識
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。
・
健

康
経

営
の

推
進

・
過

度
な

飲
酒

に
よ

る
生

活
習

慣
病

の
発

症
や

重
症

化
予

防
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
従

業
員

の
健

康
づ

く
り

を
経

営
上

の
戦

略
と

し
て

実
践

す
る

健
康

経
営

の
普

及
の

た
め

、
事

業
所

内
で

の
自

主
的

な
健

康
セ

ミ
ナ

ー
開

催
等

の
取

組
み

を
支

援
し

た
。

・
引

き
続

き
、

過
度

な
飲

酒
に

よ
る

生
活

習
慣

病
の

発
症

や
重

症
化

予
防

を
促

進
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

・
引

き
続

き
、

健
康

づ
く

り
を

経
営

上
の

戦
略

と
し

て
実

践
す

る
健

康
経

営
の

普
及

の
た

め
、

事
業

所
内

で
の

自
主

的
な

健
康

セ
ミ

ナ
ー

開
催

等
の

取
組

み
を

支
援

す
る

。

―
―

職
場

や
家

庭
、

地
域

か
ら

飲
酒

運
転

者
を

出
さ

な
い

呼
び

か
け

の
徹

底
な

ど
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
。

消
費

生
活

・
地

域
安

全
課

・
交

通
安

全
総

合
対

策
費

・
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

交
通

安
全

運
動

の
展

開

・
職

場
や

家
庭

、
地

域
か

ら
飲

酒
運

転
者

を
出

さ
な

い
呼

び
か

け
の

徹
底

な
ど

、
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
し

た
。

ま
た

、
1
2
月

1
1
日

～
1
2
月

2
0
日

の
1
0
日

間
、

飲
酒

運
転

撲
滅

・
冬

の
交

通
安

全
県

民
運

動
を

実
施

し
、

飲
酒

運
転

を
「
し

な
い

、
さ

せ
な

い
、

許
さ

な
い

」
の

徹
底

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
民

総
ぐ

る
み

に
よ

る
飲

酒
運

転
撲

滅
運

動
を

実
施

し
て

い
く

。
7
,7

8
8

7
,8

8
6

職
場

、
家

庭
に

対
す

る
飲

酒
運

転
防

止
の

声
掛

け
を

実
施

。
県

警
察

交
通

企
画

課
―

―
・
交

通
安

全
講

話
に

お
い

て
、

職
場

、
家

庭
に

お
い

て
飲

酒
運

転
防

止
を

呼
び

か
け

る
よ

う
に

啓
発

を
実

施
し

た
。

・
引

き
続

き
、

交
通

安
全

講
話

を
通

じ
て

、
職

場
、

家
庭

に
お

い
て

飲
酒

運
転

防
止

を
呼

び
か

け
る

。
―

―

飲
酒

運
転

に
係

る
刑

罰
・
行

政
処

分
の

広
報

を
実

施
。

県
警

察
交

通
企

画
課

―
―

・
各

季
交

通
安

全
県

民
運

動
に

お
い

て
、

関
係

機
関

・
団

体
等

と
連

携
し

た
飲

酒
運

転
撲

滅
啓

発
活

動
を

実
施

。
・
年

末
年

始
等

の
飲

酒
の

機
会

が
増

え
る

時
期

に
、

ラ
ジ

オ
放

送
等

で
飲

酒
運

転
の

撲
滅

や
罰

則
、

行
政

処
分

等
に

関
す

る
広

報
を

実
施

。

・
令

和
５

年
度

も
、

飲
酒

運
転

の
現

状
に

つ
い

て
、

タ
イ

ム
リ

ー
な

広
報

を
実

施
す

る
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
、

地
域

や
企

業
に

出
向

き
、

飲
酒

に
関

す
る

正
し

い
知

識
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
依

存
症

支
援

に
関

す
る

講
話

と
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
ま

た
、

県
内

各
地

、
各

総
合

支
庁

ロ
ビ

ー
等

に
お

い
て

、
啓

発
パ

ネ
ル

展
示

を
行

っ
た

。
・
県

内
の

大
手

ス
ー

パ
ー

に
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
啓

発
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

な
ど

の
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
し

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

妊
娠

中
及

び
出

産
後

の
女

性
の

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

に
つ

い
て

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

。
子

ど
も

成
育

支
援

課
・
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

安
心

生
活

応
援

事
業

費
・
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

養
成

・
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

期
に

わ
た

る
支

援
を

実
施

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

配
置

さ
れ

る
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

対
象

に
人

材
育

成
研

修
を

年
２

回
開

催
し

た
。

延
べ

9
4
名

受
講

し
、

支
援

体
制

の
強

化
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

母
子

保
健

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

人
材

育
成

研
修

を
実

施
し

、
妊

娠
中

及
び

出
産

後
の

女
性

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
に

つ
い

て
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

て
い

く
。

7
0
5

の
一

部
1
,1

4
9

の
一

部

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

は
じ

め
と

し
た

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

内
の

大
手

ス
ー

パ
ー

に
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
啓

発
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
依

存
症

支
援

に
関

す
る

講
話

と
パ

ネ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
ま

た
、

県
内

各
地

、
各

総
合

支
庁

ロ
ビ

ー
等

に
お

い
て

、
啓

発
パ

ネ
ル

展
示

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

な
ど

の
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
し

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

一
人

ひ
と

り
の

リ
ス

ク
に

応
じ

た
、

不
適

切
な

飲
酒

防
止

に
向

け
た

取
組

み
を

強
化

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

は
じ

め
と

し
た

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

職
場

や
家

庭
、

地
域

か
ら

飲
酒

運
転

者
を

出
さ

な
い

呼
び

か
け

の
徹

底
な

ど
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
。

消
費

生
活

・
地

域
安

全
課

職
場

、
家

庭
に

対
す

る
飲

酒
運

転
防

止
の

声
掛

け
を

実
施

。
県

警
察

交
通

企
画

課

飲
酒

運
転

に
係

る
刑

罰
・
行

政
処

分
の

広
報

を
実

施
。

県
警

察
交

通
企

画
課

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

（
３

）
職

場
　

健
康

経
営

の
普

及
に

併
せ

た
ア

ル
コ

ー
ル

に
よ

る
健

康
問

題
に

関
す

る
啓

発
　

等

（
４

）
地

域
・
県

民
　

市
町

村
と

の
連

携
に

よ
る

推
進

体
制

の
整

備
及

び
効

果
的

な
啓

発
　

医
療

機
関

・
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

の
連

携
に

よ
る

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

　
性

別
・
年

齢
・
体

質
に

よ
っ

て
個

人
差

の
あ

る
「
節

度
あ

る
飲

酒
量

」
に

つ
い

て
の

周
知

　
飲

酒
運

転
防

止
の

啓
発

　
等

①
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
に

関
す

る
知

識
の

普
及

の
推

進

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
や

、
専

門
医

療
機

関
・
自

助
グ

ル
ー

プ
・
相

談
機

関
等

の
支

援
に

向
け

た
情

報
の

発
信

。

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

2

64ページ



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

リ
ス

ク
の

高
ま

る
傾

向
の

あ
る

者
の

特
徴

な
ど

対
象

に
合

わ
せ

た
効

果
的

な
啓

発
活

動
を

実
施

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
正

し
い

知
識

を
含

む
健

康
関

連
の

普
及

啓
発

を
行

う
。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

多
様

性
・
女

性
若

者
活

躍
課

・
青

少
年

健
全

育
成

活
動

推
進

事
業

費

・
令

和
５

年
度

「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

」
の

開
催

と
「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

申
し

合
わ

せ
事

項
」
の

作
成

（
山

形
県

青
少

年
育

成
県

民
会

議
事

業
・
事

務
局

：
多

様
性

・
女

性
若

者
活

躍
課

内
）

・
各

業
界

の
事

業
者

や
関

係
機

関
等

が
参

集
す

る
「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

」
を

開
催

し
、

2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

等
防

止
の

徹
底

を
申

し
合

わ
せ

、
青

少
年

を
取

り
巻

く
社

会
環

境
の

浄
化

に
向

け
た

「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

申
し

合
わ

せ
事

項
」
を

作
成

・
配

布
し

、
関

係
事

業
者

へ
働

き
掛

け
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

各
種

会
議

等
を

通
じ

て
、

関
係

事
業

者
に

購
入

者
の

年
齢

確
認

の
徹

底
等

を
促

す
な

ど
、

2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

・
提

供
防

止
に

つ
い

て
協

力
を

呼
び

掛
け

る
。

7
,9

0
7

の
一

部
8
,0

4
0

の
一

部

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
健

全
育

成
の

た
め

の
懇

談
会

に
参

加
し

、
業

界
団

体
と

と
も

に
年

齢
確

認
を

徹
底

す
る

な
ど

の
申

し
合

わ
せ

事
項

を
確

認
し

た
。

・
引

き
続

き
、

左
記

取
組

を
推

進
す

る
。

―
―

県
警

察
生

活
安

全
企

画
課

―
―

・
キ

ャ
バ

レ
ー

や
バ

ー
な

ど
の

風
俗

営
業

管
理

者
に

対
し

、
管

理
者

講
習

を
通

じ
、

1
8
歳

未
満

の
者

の
営

業
所

へ
の

立
入

禁
止

と
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

提
供

の
禁

止
に

つ
い

て
指

導
し

た
。

・
引

き
続

き
、

風
俗

営
業

管
理

者
に

対
し

、
管

理
者

講
習

を
通

じ
な

が
ら

、
1
8
歳

未
満

の
者

の
営

業
所

へ
の

立
入

禁
止

と
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

提
供

の
禁

止
に

つ
い

て
継

続
的

に
指

導
し

て
い

く
。

―
―

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
少

年
警

察
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
と

も
に

店
舗

を
巡

回
し

、
協

力
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

2
0
歳

未
満

の
者

に
酒

類
を

販
売

し
た

事
業

者
に

指
導

し
た

。

・
引

き
続

き
、

少
年

警
察

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

と
も

に
店

舗
を

巡
回

し
、

協
力

依
頼

す
る

と
と

も
に

、
2
0
歳

未
満

の
者

に
酒

類
を

販
売

し
た

事
業

者
に

指
導

を
徹

底
す

る
。

―
―

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
行

為
に

対
す

る
街

頭
補

導
活

動
の

強
化

。
県

警
察

人
身

安
全

少
年

課
―

―
・
令

和
５

年
中

、
飲

酒
で

7
0
人

を
補

導
し

た
。

・
引

き
続

き
、

街
頭

補
導

活
動

に
よ

り
、

少
年

の
飲

酒
行

為
へ

の
指

導
を

徹
底

す
る

。
―

―

特
定

保
健

指
導

の
担

当
者

を
対

象
と

し
た

研
修

会
等

を
実

施
し

、
飲

酒
に

よ
る

健
康

障
害

に
関

す
る

ハ
イ

リ
ス

ク
者

へ
適

切
な

保
健

指
導

を
実

施
で

き
る

よ
う

支
援

。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
―

―
・
特

定
健

診
の

結
果

に
基

づ
き

、
適

切
な

保
健

指
導

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
を

開
催

し
た

。

・
引

き
続

き
、

特
定

健
診

の
結

果
に

基
づ

き
、

適
切

な
保

健
指

導
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

特
定

保
健

指
導

従
事

者
研

修
会

を
開

催
す

る
。

―
―

②
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

・
理

解
の

啓
発

の
推

進

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
や

、
専

門
医

療
機

関
・
自

助
グ

ル
ー

プ
・
相

談
機

関
等

の
支

援
に

向
け

た
情

報
の

発
信

。

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。
再

掲
（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

③
地

方
公

共
団

体
、

関
係

団
体

、
事

業
者

等
と

の
連

携
に

よ
る

社
会

全
体

で
の

取
組

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。
再

掲
（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

、
②

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

、
②

）

２
　

不
適

切
な

飲
酒

の
誘

引
の

防
止

　
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

・
提

供
を

な
く

す
た

め
の

事
業

者
向

け
の

啓
発

活
動

の
強

化
　

飲
食

業
者

に
対

す
る

指
導

・
取

締
ま

り
の

徹
底

、
街

頭
補

導
活

動
の

強
化

　
等

2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

防
止

の
徹

底
に

つ
い

て
、

事
業

者
向

け
の

啓
発

活
動

を
強

化
。

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
の

誘
引

を
防

止
す

る
環

境
の

整
備

す
る

た
め

、
指

導
・
取

締
り

を
徹

底
。

Ⅱ
　

進
行

の
抑

制

１
　

健
康

診
断

等
か

ら
の

早
期

改
善

指
導

　
市

町
村

等
が

実
施

す
る

特
定

保
健

指
導

に
お

い
て

適
切

な
指

導
が

で
き

る
よ

う
担

当
者

を
対

象
に

し
た

研
修

会
の

実
施

　
相

談
支

援
の

担
当

者
等

に
屋

い
す

る
早

期
改

善
指

導
・
早

期
支

援
の

た
め

の
手

法
に

関
す

る
情

報
提

供
　

等

3
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
―

―
・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
等

に
お

い
て

情
報

提
供

を
行

っ
た

。
・
引

き
続

き
、

早
期

の
保

健
指

導
、

相
談

支
援

へ
と

つ
な

が
る

よ
う

、
研

修
会

等
に

お
い

て
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。
―

―

障
が

い
福

祉
課

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

内
に

お
け

る
依

存
症

治
療

・
相

談
対

応
体

制
の

強
化

を
図

る
。

・
依

存
症

対
策

全
国

拠
点

機
関

が
主

催
す

る
指

導
者

養
成

研
修

に
つ

い
て

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

、
専

門
医

療
機

関
に

周
知

を
行

い
、

支
援

に
携

わ
る

職
員

が
受

講
し

た
。

・
引

き
続

き
、

関
係

機
関

に
対

し
専

門
研

修
へ

の
積

極
的

な
参

加
を

促
し

、
人

材
育

成
を

図
っ

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

内
科

等
の

一
般

診
療

所
の

医
療

機
関

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

や
専

門
医

療
機

関
等

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

い
、

依
存

症
者

が
早

期
治

療
に

つ
な

が
る

た
め

の
連

携
体

制
を

構
築

。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
令

和
2
年

2
月

1
0
日

に
選

定
し

た
山

形
県

依
存

症
専

門
医

療
機

関
（
6
医

療
機

関
）
に

つ
い

て
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

を
活

用
し

て
周

知
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

一
般

診
療

所
等

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

や
専

門
医

療
機

関
等

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
く

。
6
9
4

1
,6

8
7

国
の

基
準

を
満

た
す

県
内

の
専

門
医

療
機

関
を

早
期

に
選

定
し

、
そ

の
周

知
等

、
受

診
に

つ
な

が
る

環
境

を
整

備
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
令

和
2
年

2
月

1
0
日

に
選

定
し

た
山

形
県

依
存

症
専

門
医

療
機

関
（
6
医

療
機

関
）
に

つ
い

て
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

を
活

用
し

て
周

知
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

専
門

医
療

機
関

に
つ

い
て

周
知

す
る

と
と

も
に

、
連

絡
会

議
の

開
催

等
に

よ
り

、
情

報
交

換
や

連
携

を
行

っ
て

い
く

。
6
9
4

1
,6

8
7

県
内

医
療

機
関

に
対

し
、

国
等

が
実

施
す

る
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
医

療
従

事
者

向
け

の
研

修
へ

の
積

極
的

な
参

加
を

促
し

医
療

提
供

体
制

の
充

実
を

図
る

。
障

が
い

福
祉

課
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

内
に

お
け

る
依

存
症

治
療

・
相

談
対

応
体

制
の

強
化

を
図

る
。

・
依

存
症

対
策

全
国

拠
点

機
関

が
主

催
す

る
指

導
者

養
成

研
修

に
つ

い
て

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

、
専

門
医

療
機

関
に

周
知

を
行

い
、

支
援

に
携

わ
る

職
員

が
受

講
し

た
。

・
引

き
続

き
、

関
係

機
関

に
対

し
専

門
研

修
へ

の
積

極
的

な
参

加
を

促
し

、
人

材
育

成
を

図
っ

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

者
及

び
そ

の
家

族
が

早
期

に
支

援
機

関
に

つ
な

が
り

回
復

支
援

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
支

援
体

制
の

構
築

に
努

め
る

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
患

者
家

族
に

対
し

、
依

存
症

の
知

識
と

本
人

へ
の

援
助

方
法

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

で
本

人
・
家

族
の

回
復

を
支

援
す

る
。

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
R

2
年

4
月

か
ら

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
依

存
症

相
談

支
援

拠
点

を
設

置
し

た
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

相
談

会
（
6
回

）
、

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

（
4
9
回

）
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

依
存

症
に

関
す

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

作
成

、
配

布
し

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
6
9
4

1
,6

8
7

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
相

談
窓

口
や

専
門

医
療

機
関

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
等

連
携

を
強

化
し

て
い

く
。

県
警

察
運

転
免

許
課

―
―

・
山

形
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

か
ら

提
供

さ
れ

る
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
（
う

つ
、

自
殺

等
の

関
連

性
や

支
援

団
体

、
医

療
機

関
名

に
つ

い
て

記
載

）
を

各
人

に
一

枚
ず

つ
説

明
し

て
配

付
し

て
い

る
。

・
引

き
続

き
、

左
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

す
る

と
と

も
に

、
山

形
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

で
開

催
さ

れ
る

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

支
援

者
研

修
会

に
出

席
し

、
得

ら
れ

た
知

見
を

今
後

の
処

分
者

講
習

に
活

か
し

て
い

く
。

―
―

飲
酒

運
転

を
し

た
者

及
び

そ
の

家
族

か
ら

相
談

が
あ

っ
た

際
に

は
医

療
機

関
の

受
診

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

紹
介

を
行

う
等

必
要

な
支

援
を

行
う

。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

セ
ン

タ
ー

及
び

各
保

健
所

に
お

い
て

、
相

談
に

応
じ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
―

―

支
援

者
等

を
対

象
に

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

等
の

普
及

を
図

る
。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

等
の

普
及

を
図

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
に

関
す

る
専

門
知

識
や

対
処

法
等

の
普

及
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

セ
ン

タ
ー

及
び

各
保

健
所

に
お

い
て

、
相

談
に

応
じ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
―

―

県
警

察
生

活
安

全
企

画
課

―
―

・
泥

酔
又

は
酩

酊
状

態
で

保
護

し
た

者
が

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
疑

い
が

あ
る

場
合

、
本

人
や

家
族

に
対

し
て

、
保

健
所

等
に

相
談

す
る

よ
う

に
助

言
指

導
し

て
い

る
。

・
自

殺
未

遂
事

案
に

あ
っ

て
は

、
自

殺
の

再
企

図
防

止
の

た
め

、
本

人
や

家
族

か
ら

同
意

が
得

ら
れ

た
場

合
、

個
人

に
関

す
る

情
報

を
保

健
所

に
提

供
し

て
い

る
。

・
引

き
続

き
、

関
係

機
関

と
連

携
を

強
化

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
者

等
の

早
期

支
援

に
つ

な
が

る
よ

う
な

取
組

み
を

実
施

し
て

い
く

。
―

―

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
関

係
機

関
と

の
良

好
な

関
係

作
り

に
努

め
、

有
事

の
際

は
連

携
し

な
が

ら
対

処
し

た
。

・
今

後
も

継
続

し
て

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
対

処
し

て
い

く
。

―
―

保
健

指
導

、
相

談
支

援
に

携
わ

る
関

係
者

に
対

し
、

A
U

D
IT

、
S

B
IR

T
S

等
に

つ
い

て
情

報
提

供
す

る
。

２
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

係
る

医
療

の
充

実
等

　
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
の

疑
い

の
あ

る
者

を
内

科
等

の
一

般
診

療
科

の
医

療
機

関
か

ら
専

門
医

療
機

関
へ

つ
な

げ
る

た
め

の
連

携
体

制
の

構
築

　
等

３
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
連

し
て

飲
酒

運
転

を
し

た
者

に
対

す
る

対
応

等

（
１

）
飲

酒
運

転
を

し
た

者
に

対
す

る
指

導
　

運
転

免
許

取
消

処
分

者
講

習
に

お
け

る
再

発
防

止
指

導
に

併
せ

た
相

談
窓

口
等

に
関

す
る

情
報

提
供

等

（
２

）
暴

力
・
虐

待
・
自

殺
未

遂
を

し
た

者
に

対
す

る
対

応
　

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

が
疑

わ
れ

る
者

に
よ

る
事

案
発

生
時

の
警

察
と

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
・
保

健
所

の
連

携
に

よ
る

対
応

　
等

消
防

、
市

町
村

、
医

療
機

関
等

の
関

係
機

関
と

の
連

携
を

強
化

し
、

早
期

支
援

に
つ

な
が

る
よ

う
対

応
。

4
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

自
殺

防
止

の
観

点
か

ら
、

精
神

疾
患

等
を

抱
え

て
い

る
人

や
家

族
に

対
し

相
談

対
応

や
事

例
検

討
、

家
庭

訪
問

等
の

継
続

的
な

支
援

を
行

う
。

地
域

福
祉

推
進

課
（
保

健
所

）
・
地

域
自

殺
対

策
強

化
事

業
費

・
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
の

推
進

・
各

保
健

所
に

お
い

て
、

対
面

、
訪

問
、

電
話

に
よ

る
相

談
を

実
施

し
、

必
要

に
応

じ
て

事
例

検
討

を
行

い
、

継
続

的
な

支
援

を
行

っ
た

ほ
か

、
各

地
域

ご
と

に
市

町
村

な
ど

関
係

機
関

が
参

集
し

、
専

門
家

ら
の

助
言

を
受

け
る

地
域

自
殺

対
策

推
進

検
討

会
等

を
開

催
し

た
。

・
引

き
続

き
相

談
活

動
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
を

推
進

す
る

た
め

の
関

係
機

関
を

集
め

た
検

討
会

等
を

開
催

し
て

い
く

。
・
自

殺
未

遂
事

案
が

発
生

し
た

場
合

の
警

察
、

医
療

機
関

等
と

の
連

携
が

不
十

分
。

関
係

機
関

と
の

連
携

体
制

強
化

を
検

討
す

る
。

1
0
9

3
9
9

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
保

健
所

に
お

い
て

、
週

間
・
月

間
に

合
わ

せ
て

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

配
置

や
資

料
展

示
等

を
行

い
、

相
談

窓
口

に
つ

い
て

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

と
自

殺
の

関
連

に
つ

い
て

の
啓

発
を

強
化

し
て

い
く

。
―

―

地
域

福
祉

推
進

課
（
保

健
所

）
・
地

域
自

殺
対

策
強

化
事

業
費

（
再

掲
）

・
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
の

推
進

・
自

殺
予

防
週

間
や

自
殺

対
策

強
化

月
間

に
お

い
て

、
県

関
係

機
関

や
市

町
村

等
が

実
施

す
る

相
談

窓
口

等
の

自
殺

予
防

の
取

組
み

を
各

種
メ

デ
ィ

ア
（
Ｓ

Ｎ
Ｓ

、
ラ

ジ
オ

、
テ

レ
ビ

、
広

報
誌

等
）
で

周
知

し
た

ほ
か

、
自

殺
予

防
に

係
る

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

を
開

催
し

た
。

・
引

き
続

き
各

種
メ

デ
ィ

ア
や

様
々

な
機

会
を

通
し

て
、

効
果

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

て
い

く
。

・
相

談
の

つ
な

ぎ
先

の
整

理
を

し
、

相
談

窓
口

情
報

の
わ

か
り

や
す

い
発

信
へ

と
つ

な
げ

る
。

4
5
9

4
1
1

支
援

者
等

を
対

象
に

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

の
普

及
を

図
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
や

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

た
際

は
専

門
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
を

紹
介

す
る

等
回

復
に

向
け

た
支

援
を

行
う

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

依
存

症
に

関
す

る
相

談
体

制
を

強
化

す
る

た
め

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
を

相
談

拠
点

と
し

て
整

備
す

る
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
R

2
年

4
月

か
ら

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
依

存
症

相
談

支
援

拠
点

を
設

置
し

た
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

を
相

談
拠

点
と

し
、

引
き

続
き

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
の

事
業

を
実

施
し

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

依
存

症
に

関
す

る
相

談
体

制
を

強
化

す
る

た
め

、
身

近
な

相
談

支
援

機
関

と
し

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

の
関

係
期

間
と

協
働

し
、

支
援

体
制

を
構

築
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
保

健
所

）
―

―
・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

各
保

健
所

を
身

近
な

相
談

支
援

機
関

と
し

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

関
係

機
関

と
協

働
し

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

支
援

体
制

の
構

築
を

務
め

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

関
係

機
関

と
協

力
し

、
県

民
に

対
し

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
す

る
相

談
窓

口
に

つ
い

て
広

く
周

知
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
を

活
用

し
、

相
談

窓
口

の
周

知
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

窓
口

の
周

知
を

行
っ

て
い

く
。

―
―

地
域

の
専

門
医

療
機

関
、

自
助

グ
ル

ー
プ

の
情

報
を

最
新

に
保

ち
相

談
者

や
関

係
機

関
へ

の
迅

速
な

情
報

提
供

や
周

知
を

行
う

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
―

―

・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
関

係
機

関
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
研

修
会

等
で

関
係

機
関

に
対

し
て

自
助

グ
ル

ー
プ

に
つ

い
て

の
情

報
提

供
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

適
切

な
情

報
提

供
を

行
っ

て
い

く
。

―
―

地
域

で
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
対

応
す

る
市

町
村

や
関

係
機

関
の

担
当

者
の

資
質

向
上

を
図

る
た

め
、

精
神

科
医

師
等

に
よ

る
事

例
を

基
に

し
た

助
言

や
関

係
者

の
情

報
交

換
等

に
よ

る
技

術
的

支
援

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
、

研
修

会
や

困
難

な
問

題
を

抱
え

る
事

例
の

ケ
ー

ス
検

討
会

等
を

実
施

し
、

市
町

村
や

関
係

機
関

へ
の

助
言

や
技

術
的

支
援

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

市
町

村
や

関
係

機
関

へ
の

助
言

や
技

術
的

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

自
殺

予
防

週
間

や
自

殺
対

策
強

化
月

間
に

お
い

て
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

と
自

殺
の

関
連

、
相

談
窓

口
の

周
知

を
集

中
実

施
す

る
。

再
掲

（
Ⅱ

-
3
-
(1

)）

４
　

相
談

支
援

等
　

相
談

窓
口

に
お

け
る

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

紹
介

、
相

談
体

制
強

化
に

向
け

た
相

談
拠

点
の

整
備

等

5
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

本
人

及
び

そ
の

家
族

が
切

れ
目

な
く

回
復

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
継

続
し

た
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
と

専
門

医
療

機
関

と
の

連
携

を
推

進
す

る
た

め
、

依
存

症
相

談
員

担
当

者
検

討
会

を
開

催
し

、
連

携
事

業
の

あ
り

方
に

つ
い

て
協

議
し

た
。

・
専

門
医

療
機

関
と

相
談

拠
点

が
相

互
連

携
で

き
る

体
制

づ
く

り
を

行
っ

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

ア
ル

コ
ー

ル
家

族
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
等

を
開

催
し

、
本

人
及

び
そ

の
家

族
を

支
援

す
る

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
患

者
家

族
に

対
し

、
依

存
症

の
知

識
と

本
人

へ
の

援
助

方
法

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

で
本

人
・
家

族
の

回
復

を
支

援
す

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
ア

ル
コ

ー
ル

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
開

催
し

た
。

（
実

施
回

数
4
9
回

、
延

1
3
7
名

参
加

）
・
引

き
続

き
、

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
開

催
に

よ
る

本
人

及
び

家
族

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
6
9
4

1
,6

8
7

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
治

療
、

回
復

支
援

に
関

す
る

社
会

資
源

の
情

報
収

集
し

、
回

復
支

援
に

つ
な

げ
て

い
く

。
障

が
い

福
祉

課
（
保

健
所

）
―

―
・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

へ
の

橋
渡

し
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

く
。

―
―

就
労

を
含

め
た

相
談

支
援

体
制

を
整

備
す

る
。

雇
用

・
産

業
人

材
育

成
課

・
離

転
職

者
職

業
訓

練
事

業
費

・
離

転
職

者
の

早
期

再
就

職
や

障
が

い
者

の
就

業
を

支
援

す
る

た
め

の
職

業
訓

練
の

実
施

・
再

就
職

を
希

望
す

る
離

転
職

者
及

び
障

が
い

者
の

就
業

に
向

け
、

民
間

教
育

機
関

や
事

業
所

等
に

委
託

し
て

職
業

訓
練

を
実

施
。

【
訓

練
者

数
：
4
6
6
名

（
離

転
職

者
）
、

2
8
名

（
障

が
い

者
）
】

・
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

の
あ

っ
た

方
を

含
む

求
職

者
が

早
期

就
職

に
結

び
く

よ
う

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、

ニ
ー

ズ
に

合
っ

た
職

業
訓

練
を

実
施

し
し

て
い

く
。

1
2
2
,4

9
6

2
3
5
,7

1
0

県
内

の
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
周

知
す

る
と

と
も

に
、

回
復

者
や

そ
の

家
族

の
体

験
談

を
発

信
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
回

復
に

お
け

る
自

助
グ

ル
ー

プ
の

役
割

や
有

効
性

を
啓

発
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

て
実

施
し

た
、

依
存

症
支

援
に

関
す

る
講

話
と

パ
ネ

ル
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
の

な
か

で
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
周

知
・
啓

発
を

行
っ

た
。

・
市

町
村

や
支

援
機

関
向

け
の

研
修

会
で

、
回

復
者

の
体

験
談

を
発

信
し

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

と
連

携
し

、
有

効
性

の
周

知
を

図
っ

て
い

く
。

6
9
4

1
,6

8
7

自
助

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

及
び

協
働

の
推

進
や

自
助

グ
ル

ー
プ

の
活

動
活

性
化

を
支

援
す

る
具

体
的

方
策

の
検

討
を

行
う

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
自

助
グ

ル
ー

プ
が

主
催

す
る

行
事

へ
の

協
力

を
行

っ
た

。
・
引

き
続

き
自

助
グ

ル
ー

プ
と

連
携

し
、

活
動

活
性

化
を

支
援

す
る

。
6
9
4

1
,6

8
7

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

に
関

す
る

相
談

を
受

け
た

場
合

に
、

本
人

及
び

そ
の

家
族

等
を

自
助

グ
ル

ー
プ

に
つ

な
げ

ら
れ

る
よ

う
、

自
助

グ
ル

ー
プ

に
関

す
る

情
報

提
供

や
橋

渡
し

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

へ
の

橋
渡

し
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

く
。

―
―

医
学

生
や

看
護

学
生

等
を

対
象

と
す

る
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
関

す
る

効
果

的
な

教
育

を
推

進
す

る
た

め
、

学
校

や
関

係
機

関
に

対
し

協
力

を
依

頼
す

る
。

健
康

福
祉

企
画

課
―

―
・
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

不
適

切
な

飲
酒

に
よ

る
健

康
障

害
や

節
度

あ
る

飲
酒

等
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
担

う
こ

と
が

で
き

る
人

材
を

養
成

す
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
・
健

康
経

営
推

進
事

業
・
健

康
経

営
の

推
進

・
従

業
員

の
健

康
づ

く
り

を
経

営
上

の
戦

略
と

し
て

実
践

す
る

健
康

経
営

の
普

及
の

た
め

、
事

業
所

内
で

の
自

主
的

な
健

康
セ

ミ
ナ

ー
開

催
等

の
取

組
み

を
支

援
し

た
。

・
引

き
続

き
、

健
康

づ
く

り
を

経
営

上
の

戦
略

と
し

て
実

践
す

る
健

康
経

営
の

普
及

の
た

め
、

事
業

所
内

で
の

自
主

的
な

健
康

セ
ミ

ナ
ー

開
催

等
の

取
組

み
を

支
援

す
る

。

―
―

①
学

校
教

育
に

お
い

て
、

飲
酒

が
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
等

を
正

し
く

理
解

さ
せ

、
適

切
な

意
思

決
定

や
行

動
選

択
が

で
き

る
判

断
力

と
態

度
を

育
成

。
②

学
校

に
お

け
る

喫
煙

・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
に

関
す

る
教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

研
修

会
に

お
い

て
、

心
身

に
及

ぼ
す

影
響

や
相

談
窓

口
等

に
つ

い
て

周
知

。

教
育

局
学

校
体

育
保

健
課

飲
酒

に
よ

る
健

康
障

害
に

関
す

る
ハ

イ
リ

ス
ク

者
へ

適
切

な
保

健
指

導
を

実
施

で
き

る
よ

う
支

援
。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課

（
２

）
就

労
及

び
復

職
の

支
援

　
就

労
支

援
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

社
会

復
帰

の
た

め
の

相
談

支
援

体
制

の
整

備

Ⅲ
　

再
発

の
防

止

１
　

社
会

復
帰

の
支

援

（
１

）
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
か

ら
の

回
復

支
援

　
専

門
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

に
よ

る
回

復
支

援
体

制
の

整
備

、
依

存
症

者
や

そ
の

家
族

を
対

象
と

し
た

相
談

会
等

の
開

催
 等

２
　

民
間

支
援

団
体

の
活

動
に

対
す

る
支

援
　

自
助

グ
ル

ー
プ

の
役

割
や

有
効

性
の

周
知

、
自

助
グ

ル
ー

プ
の

活
動

の
活

性
化

に
向

け
た

支
援

　
等

Ⅳ
　

基
盤

整
備

１
　

人
材

の
育

成
・
確

保
等

　
医

学
生

・
看

護
学

生
を

対
象

に
し

た
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
関

す
る

効
果

的
な

教
育

の
推

進
、

地
域

の
「
健

康
づ

く
り

リ
ー

ダ
ー

」
や

職
場

の
「
健

康
経

営
リ

ー
ダ

ー
」
を

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

も
担

う
人

材
と

し
て

養
成

、
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

施
策

の
有

効
的

な
展

開
に

向
け

た
体

制
整

備
　

等

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(1

)）

再
掲

（
Ⅱ

-
1
）
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

５
年

度
末

の
取

組
状

況
及

び
そ

の
評

価
改

善
事

項
及

び
今

後
の

対
応

令
和

５
年

度
決

算
額

令
和

６
年

度
予

算
額

（
当

初
）

支
援

者
を

対
象

に
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
に

関
す

る
専

門
知

識
や

対
処

法
等

の
普

及
を

図
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

地
域

で
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
対

応
す

る
市

町
村

や
関

係
機

関
の

担
当

者
の

資
質

向
上

を
図

る
た

め
、

精
神

科
医

師
等

に
よ

る
事

例
を

基
に

し
た

助
言

や
関

係
者

の
情

報
交

換
等

に
よ

る
技

術
的

支
援

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

今
後

の
人

材
確

保
を

図
り

、
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

施
策

の
有

効
な

展
開

に
向

け
た

体
制

整
備

。
健

康
福

祉
企

画
課

―
―

・
実

施
し

な
か

っ
た

。
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
体

制
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

健
康

福
祉

企
画

課
―

―
・
調

査
研

究
に

つ
い

て
は

、
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
・
県

民
健

康
・
栄

養
調

査
・
県

民
の

生
活

習
慣

の
実

態
調

査
を

行
い

、
健

康
づ

く
り

施
策

に
活

用

・
令

和
３

年
度

に
調

査
す

る
予

定
だ

っ
た

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

延
期

し
て

い
た

調
査

を
、

令
和

４
年

度
に

実
施

し
た

。
・
調

査
結

果
を

施
策

に
反

映
し

て
い

く
。

0
1
3
,7

0
9

障
が

い
福

祉
課

―
―

・
調

査
研

究
に

つ
い

て
は

、
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

再
掲

（
Ⅱ

-
4
）

２
　

調
査

研
究

の
推

進
等

　
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
問

題
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

な
調

査
研

究
の

実
施

　
等

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
状

況
に

関
す

る
調

査
や

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
疑

い
が

あ
る

者
の

実
態

に
関

す
る

調
査

等
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

な
調

査
研

究
に

つ
い

て
、

関
係

機
関

と
連

携
し

実
施

す
る

。

再
掲

（
Ⅱ

-
3
-
(1

)）
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「第４期山形県医療費適正化計画」の改正について 

 

１ 医療費適正化計画について   

（１）計画の位置づけ 

 本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第９条第１項の規定に基づく「都道

府県医療費適正化計画」として策定する。 

（２）計画期間 

     令和６年度から令和 11 年度までの６年間 

 

２ 改正の概要                                     

令和６年 11 月１日付けで都道府県の第４期医療費適正化基本方針が改正されたことに

伴い、「第４期山形県医療費適正化計画」についても、後発医薬品に係る目標及び取組

（バイオシミラーの使用促進、後発医薬品の金額シェア）に係る部分について、改正内容

を反映させた計画を令和６年度中に作成し、令和６年度末までに国へ提出することなどが

都道府県に求められている。 

３ 改正箇所                                     

以下３箇所に追記 ※修正箇所は黄色マーカーで着色 

第８章医療費の適正化 

  第２節 医療の効果的な提供の推進 

① 《 現 状 と 課 題 》（１）後発医薬品の使用促進 

② 《医療の効率的な提供の推進に向けた目標》後発医薬品使用割合（新指標・数量ベース） 

③ 目指すべき方向を実現するための施策（１）後発医薬品の使用促進 

    

以上 

必須的記載事項（法第９条第２項） 

 ① 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項 

 ② 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項 

 ③ 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病

床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項 

④ 医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する

事項 

任意的記載事項（法第９条第３項） 

 ⑤ ①②の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項 

 ⑥ ①②の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者

の連携及び協力に関する事項 

 ⑦ 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項 

 ⑧ 計画の達成状況の評価に関する事項 

資料４－１ 
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1
 

 

「
第
４
期
山
形
県
医
療
費
適
正
化
計
画
改
正
（
案
）
」
に
つ
い
て
 

  番
号
 

御
意

見
等
 

対
応
 

１
 

山
形

県
の

後
発

医
薬

品
の
使

用
割

合
（

数
量
ベ

ー
ス

）
は

、
8
6
.
7
％

と
目
標

値
で

あ
る

8
0
％

を
達

成
し

て
い

る
と

こ
ろ
で

あ
る

が
、
国

で
は

、
新
た

に
金

額
ベ

ー
ス

の
副
次
目

標
の

設
定

を
求

め
て

い
る

。
 

金
額

ベ
ー

ス
の

目
標

達
成
に

向
け

て
は

、
バ

イ
オ

シ
ミ

ラ
ー

の
使

用
促

進
を
は
じ

め
と

し

た
効

果
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ
が

必
要

と
な

る
こ

と
か
ら
、
バ

イ
オ

シ
ミ
ラ

ー
の

使
用

促
進

に
関

す
る

内
容

を
追

記
す

る
今
回

の
改

正
に

は
賛

成
す
る
も

の
で

あ
る

。
 

更
な

る
ア

プ
ロ

ー
チ

と
し
て

、
日

本
海

ヘ
ル

ス
ケ

ア
ネ

ッ
ト

で
先

行
実

施
し

、
経

済
的

効

果
等

大
き

な
成

果
を

あ
げ
て

い
る
「

地
域

フ
ォ

ー
ミ
ュ

ラ
リ

」
策

定
の

普
及

啓
発

が
挙

げ
ら

れ
る

。
フ

ォ
ー

ミ
ュ

ラ
リ
は

、
有

効
性
・
安

全
性

に
加

え
て

経
済

性
も

踏
ま
え
て

作
成
・
運

用
さ

れ
る

医
薬

品
の

使
用
方

針
で

あ
り

、
医

療
の

質
を

確
保

し
つ

つ
医

療
費
の
適

正
化

に
取

り
組

む
こ

と
が

で
き

る
。
令

和
５

年
７

月
７

日
に
厚
生

労
働

省
よ

り
「

フ
ォ

ー
ミ

ュ
ラ

リ
の

運
用

に
つ

い
て

」
が

発
出
さ

れ
る

と
と

も
に

、
同

年
７

月
2
0
日

に
厚
生

労
働
省
よ

り
告

示
さ

れ
た
「

第
４

期
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
」
に

お
い
て

も
フ

ォ
ー

ミ
ュ

ラ
リ
に
つ

い
て

言
及

さ
れ

て
い

る
。

第
４

期
山
形

県
医

療
費

適
正

化
計
画
の

改
正

に
あ

た
っ

て
は
、
「
地

域
フ

ォ

ー
ミ

ュ
ラ

リ
」

を
普

及
啓
発

し
て

い
く

旨
の

文
言
も
追

加
し

て
い

た
だ

き
た
い
。

 

地
域

フ
ォ

ー
ミ

ュ
ラ

リ
に
つ

い
て

は
、

全
国

的
に
も
運

用

例
が

少
な

く
、

現
段

階
で
普

及
啓

発
す

る
に

は
ま
だ
情

報
が

不
足

し
て

お
り

、
記

載
は
し

て
お

り
ま

せ
ん

が
、
引
き

続
き

日
本

海
ヘ

ル
ス

ケ
ア

ネ
ッ
ト

の
取

組
な

ど
、

県
内
外
の

先
進

事
例

に
つ

い
て

情
報

収
集
し

な
が

ら
、

取
組

を
検
討
し

て
い

く
旨

を
追

記
し

ま
し

た
。
 

な
お

、
県

で
の

現
行

の
取
組

と
し

て
、

基
幹

病
院
等
に

ご

協
力

い
た

だ
き

「
山

形
県
ジ

ェ
ネ

リ
ッ

ク
医

薬
品
採
用

薬
リ

ス
ト

」
を

毎
年

作
成

し
、
県

内
病

院
や

薬
局

な
ど
の
関

係
機

関
と

情
報

共
有

を
図

っ
て
お

り
ま

す
。
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1 

 

８章 医療費の適正化 
本章は、高齢者の医療の確保に関する法律第９条第１項の規定に基づく都道府県医療費

適正化計画です。 

第１節 住民の健康の保持の推進 
《現状と課題》 

（１）生活習慣病等の発症予防・重症化予防の推進 
【詳細は、第２部第２章４「糖尿病」(P77)参照】 

◆ 糖尿病をはじめとする生活習慣病等の発症予防のためには、県民一人ひとりが

若いときから健康への意識を高め、適正体重の維持や減塩・野菜摂取など食生活

の改善、運動習慣の定着を心がけ、毎年健康診断や特定健康診査等を受診し、自

らの健康を管理することが重要です。 

◆ 本県は健康診断を受けた者の割合やがん検診の受診率が高いため、早期発見・

早期治療に結び付きやすく、更には医療費の適正化にもつながると考えられます。 

◆ 健診で「糖尿病の疑い」と判定された場合でも、自覚症状が現れないことから

医療機関を受診しない人も多く、また、治療が長期に及ぶことから、治療を中断

する人も見受けられます。 

◆ 山形県医師会・山形県糖尿病対策推進会議と連携し、平成28年度に「山形県糖

尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラム」を策定（令和３年３月改定）し、医療

機関未受診者や治療中断者への受診勧奨、重症化リスクが高い糖尿病及び慢性腎

臓病患者への保健指導などの取組を実施しています。 

（２）特定健康診査及び特定保健指導 

◆ 生活習慣病の予防及び早期発見を目的として、メタボリックシンドローム（内

臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査が行われています。40歳以上75歳未満の

者が対象となり、各医療保険者（国民健康保険・被用者保険）が実施しています。 

◆ 特定保健指導は、特定健康診査の結果、内臓脂肪蓄積の基準として腹囲やＢＭ

Ｉが一定値以上で、加えて血糖、脂質、血圧の追加リスクや喫煙歴が該当する者

に対して各医療保険者が実施しています。 

◆ 特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率（終了率）は、ともに増加傾

向にあります。令和３年の特定健康診査の受診率は66.3％で、令和２年以降全国

第１位となっています。一方、特定保健指導の実施率は３割未満であり、依然と

して低い状況です。（※特定健康診査及び特定保健指導の実施状況の詳細は、P.77を参照） 

（３）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群 

◆ メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に高血圧、脂質異常、高血糖な

どが合わさった状態のことをいい、糖尿病をはじめとする生活習慣病の前段階と

されています。 

◆ 令和３年の本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は27.5％

で、横ばいで推移していますが、生活習慣病の予防のため減少していく必要があ

ります。 

（４）たばこ対策 

資料４－３ 
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【詳細は、第２部第７章第１節(3)「生活習慣病の発症予防と早期発見、重症化予防」(P217,218)参照】 

◆ 喫煙は、がん・循環器疾患・糖尿病・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）といった生

活習慣病のリスク要因です。また、受動喫煙も様々な疾病の発症要因となります。 

◆ 令和４年県民健康・栄養調査によれば、本県の20歳以上の喫煙率は17.2％で、

平成28年と比較して3.0ポイント減少しましたが、更に減少させる必要がありま

す。 

（５）予防接種 

◆ 疾病予防及びまん延予防のために予防接種を適正に実施し、県民の健康の保持

を行う必要があります。 

  ◆ 麻しんや風しん等の輸入症例が増加しており、今後インバウンド等による更な

る患者の増加が懸念されることから、ワクチン接種率を高水準に保つ必要があり

ます。 

（６）高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進 
【詳細は、第２部第４章第５節「高齢化に伴い増加する疾患対策の推進」(P183,184)参照】 

 ◆ 要介護認定率が著しく上昇する85歳以上の人口は令和７年以降も引き続き増加

し、医療と介護の複合的なニーズを有する者の更なる増加が見込まれており、高

齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防が重要になります。 

 ◆ 足腰の痛みや筋力の低下、関節の変形、骨折などの運動器の障害によって立

つ、歩くという移動機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム」とい

い、ロコモティブシンドロームが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高

くなるため、予防や進行の防止が重要です。 

◆ 加齢とともに心身の活力（運動機能や摂食嚥下機能、認知機能等）が低下し、

複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が

出現した状態である「フレイル」への対策が必要です。 

◆ 高齢期はフレイル等の対策が重要であり、低栄養の予防や口腔ケア等の適切な

介入・支援により生活機能の維持が必要です。 

（７）その他の予防・健康づくりの推進 

 ◆ 骨粗鬆症は、骨量の減少と骨質の劣化が招く、中高年の女性に多く見られる疾

病です。成長期において骨量を十分に増加させておくことが予防に有効とされて

います。 

◆ 女性の場合は、閉経後急速に骨量が減少するため、市町村などが行う骨粗鬆症

検診を受診するなど早期に発見し、適切な治療を受けて骨量の減少をくい止める

ことが重要です。 
 
《目指すべき方向》 

（１）生活習慣病等の発症予防・重症化予防の推進 
【詳細は、第２部第２章４「糖尿病」(P78)参照】 

○ 健（検）診受診率は全国的にみて高いものの、更に向上していくことが重要です。 

○ 糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症予防に向け、こどもから高齢者まで県民

一人ひとりの生活習慣改善を進めるとともに、保険者を通して、特定健康診査の受

診率向上を図り、ハイリスク者の発見及びハイリスク者に対する保健指導等を実施

し、特定保健指導の実施率（終了率）向上に努めます。 
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○ 「山形県糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラム」に基づき、重症化リスク

の高い者に対して、医師（かかりつけ医・専門医）や歯科医師、保険者・市町村（保

健師・管理栄養士）などが連携して、食事や運動、禁煙、口腔ケア等の生活習慣指

導や血糖コントロールの確認を行い、重症化予防に努めます。 

（２）特定健康診査及び特定保健指導の推進 

○ 特定健康診査の受診率や特定保健指導の実施率（終了率）向上に向け、受診勧奨

を行うとともに、先進・優良事例について市町村や医療保険者への普及を進めます。 

（３）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少に向けた取組の推進 

○ メタボリックシンドロームは、食事や運動と密接に関係しており、適切な食生活

の実践、運動習慣の定着等の生活習慣の改善を促します。 

（４）たばこ対策の推進 

○ たばこによる健康への影響や禁煙治療に関する普及啓発を推進します。 

○ 禁煙治療や禁煙相談が受けやすい環境を整備します。 

○ 職場や家庭、飲食店における受動喫煙防止対策を推進します。 

（５）予防接種の推進 

○ 山形県感染症発生動向調査の公表により、県内で流行している感染症について県

民へ広く周知します。 

○ 予防接種実施主体である市町村や、医療機関等関係団体と連携し、疾病予防及び

まん延予防のために予防接種に関する正しい知識の普及啓発を行います。 

（６）高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進 

【詳細は、第２部第４章第５節「高齢化に伴い増加する疾患対策の推進」(P184)参照】 

○ ロコモティブシンドローム、フレイル等の予防に向け、低栄養にならない適切な

量と質が確保された食生活の実践や運動習慣の定着、口腔機能の維持のために自主

的に健康づくりに取り組むことができる環境の整備を推進します。 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業の中で、ロコモティブシンドロームやフレイル

等の予防に関する取組を支援します。 

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を通して、ロコモティブシンドロー

ムやフレイル等の予防に関する取組を推進します。 

（７）その他の予防・健康づくりの推進 

○ 県は、骨粗鬆症検診の普及啓発と検診環境等の整備を推進します。 
 

《住民の健康の保持の推進に向けた目標》 

項 目 現 状 
2024 

（R6） 

2025 

（R7） 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

特定健康診査の受診率 
66.3% 

（R3） 
67.5% 68.0% 68.5% 69.0% 69.5% 70% 

特定保健指導の実施率

（終了率） 

29.8% 

（R3） 
35% 37% 39% 41% 43% 45% 

平成20年度と比べたメタ

ボリックシンドロームの

該当者及び予備群の 

減少率 

18.9% 

の減少 

（R3） 

21% 

以上 

の減少 

21.8% 

以上 

の減少 

22.6% 

以上 

の減少 

23.4% 

以上 

の減少 

24.2% 

以上 

の減少 

25% 

以上 

の減少 
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喫煙率（20歳以上） 
17.2％ 

（R4） 
－ － － － 14.0% － 

ＭＲ（麻しん風しん） 
ワクチン接種率 

1期
96.0% 
2期

92.6% 
（R4） 

1期2期
ともに 
95％ 
以上 

1期2期
ともに 
95％ 
以上 

1期2期
ともに 
95％ 
以上 

1期2期
ともに 
95％ 
以上 

1期2期
ともに 
95％ 
以上 

11期2期
ともに 
95％ 
以上 

糖尿病性腎症による年間

新規透析導入患者数 

125人 

（R3） 
124人 123人 123人 122人 122人 121人 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施を行

う市町村数 

26 

市町村 

（R5） 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

骨粗鬆症検診の受診率 
6.3％ 

（R4） 
8.1％ 9.0％ 9.8％ 10.7％ 11.5％ 12.4％ 

   ［ＭＲ（麻しん風しん）ワクチン接種率：県健康福祉企画課調べ］ 

［高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を行う市町村数：厚生労働省「令和４年度一体的実施 実施状況調査  
（市町村票）」］ 

［骨粗鬆症検診の受診率：県がん対策・健康長寿日本一推進課調べ］ 

目指すべき方向を実現するための施策 

（１）生活習慣病の発症予防・重症化予防の推進 

【詳細は、第２部第２章４「糖尿病」(P79)参照】 

・ 県は市町村や関係機関と連携し、全国的にみて高い水準にある健（検）診受診率

について、更なる向上に向けた啓発に引き続き取り組みます。 

・ 県は、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症予防に向け、ライフステージや性

差に応じた望ましい食生活の実践、運動習慣の定着及び喫煙等の生活習慣の改善の

ためのわかりやすい健康づくりの情報の提供や若いときからの健康診断・特定健康

診査受診の重要性についての啓発に取り組みます。 

・ 県は、県医師会や保険者協議会と連携し、特定健康診査の受診勧奨を行うととも

に、保険者が、特定健康診査結果に基づくハイリスク者に対する保健指導を適切に

実施できるよう、特定保健指導従事者の育成に努めます。 

・ 県は、糖尿病ハイリスク者の行動変容を早い段階で促すため、健診機関と連携

し、会議や研修の場を活用して、健診当日の初回面接の実施といった優良事例やそ

の実施に向けた課題等を共有することで、特定保健指導の実施率（終了率）向上に

努めます。 

・ 県は、「山形県糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラム」に基づき、保険者

等の関係機関と連携して、医療機関未受診者や治療中断者に対し、受診勧奨を行い

ます。 

（２）特定健康診査及び特定保健指導の推進 

・ 県は、県医師会や保険者協議会等と連携し、特定健康診査や特定保健指導の受診

勧奨を行うとともに、保険者が、特定健康診査結果に基づくハイリスク者に対する

保健指導を適切に実施できるよう、特定健診従事者・特定保健指導従事者の育成に

努めます。 

・ 県は、地域・職域保健連携協議会や健康増進事業評価検討会、保険者協議会等を

通して、特定健康診査の受診率向上につながる優良事例を市町村と共有し、普及を

図ります。 

75ページ



5 

 

・ 県は、保険者が対象者の特性に応じて実施する、ＩＣＴを活用した特定保健指導

の取組を支援します。 

（３）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少に向けた取組の推進 

・ 望ましい食生活の実践や運動習慣の定着、喫煙等の生活習慣の改善のための、わ

かりやすい健康づくり情報の提供を推進します。 

・ 県は、保険者が、特定保健指導の対象者の行動変容に係る情報を収集して、アウ

トカムの達成状況等を把握し、達成に至った要因の検討等を行って、対象者の特性

に応じた質の高い保健指導を対象者に還元していくことができるよう支援します。 

（４）たばこ対策の推進 

・ 県は、保険者とともにあらゆる機会を捉えて、たばこが健康に与える影響や禁煙

治療に関する情報提供に努めます。 

・ 県は、市町村等とともに20歳未満の者及び妊娠中の女性による喫煙や飲酒が及ぼ

す影響について健康教育や普及啓発を実施します。 

・ 県は、市町村等とともに20～30歳代の出産子育て世代に対する禁煙支援に取り組

みます。 

・ 県は、保険者と連携し、健康増進法及び山形県受動喫煙防止条例の周知に努め、

職場や家庭、飲食店などにおける受動喫煙防止対策を推進します。 

（５）予防接種の推進 

・ 県は、接種機会の確保及び被接種者の利便性の向上のために、居住地以外の市町

村においても予防接種を受けることができるよう広域実施体制の維持を行います。 

・ 県は、国の予防接種対策に係る動向等を注視しながら、市町村への迅速な情報提

供や予防接種に関する正しい知識の普及啓発に努めることにより、予防接種率の向

上を図ります。 

（６）高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進 

【詳細は、第２部第４章第５節「高齢化に伴い増加する疾患対策の推進」(P185）参照】 

・ 県は、高齢者が要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすため、食生活、

運動、社会参加及び口腔機能の維持等の分野ごとに効果的な取組を推進します。 

・ 県は、ロコモティブシンドローム及びフレイルの認知度向上のための普及啓発を

行うとともに、これらの予防に向け、保険者と連携し、高齢期における望ましい食

生活や適度な運動習慣の定着を推進します。 

・ 県は、県後期高齢者医療広域連合及び県国民健康保険団体連合会と連携し、高齢

者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る研修会を実施し、県内市町村における

一体的実施に必要な情報及び知識の習得を図り、円滑な事業実施を推進します。 

（７）その他の予防・健康づくりの推進 

・ 県は、市町村など関係団体と連携して、骨粗鬆症予防や骨粗鬆症検診の重要性な

どについて、広報誌やリーフレット、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、普及啓発

に努めます。 

・ 県は、骨粗鬆症検診を実施する市町村を早期に全市町村に拡大し、早期発見・早

期治療に向けた環境を整備します。 
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第２節 医療の効率的な提供の推進 

《現状と課題》 

（１）後発医薬品の使用促進 
【詳細は、第２部第１章第４節「医療安全対策の推進」(P39)参照】 

◆ 本県の後発医薬品の使用割合は、令和５年度86.7％となっており国が掲げる後

発医薬品使用割合80％を達成している状況です。 

◆ バイオ医薬品については、一般的に薬価が高額であるものが多いため、薬価が

低く設定されているバイオ後続品※を使用することで医療費適正化効果が期待で

きます。 
※国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品（先行バイオ医薬品）と
同等／同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品 

◆ バイオ後続品の使用率が 80％以上となっている先行バイオ医薬品の成分数の

割合は、令和３年度において 18.8％（16 成分中３成分）であり、さらなる置き

換えが必要な状況です。 

◆ 日本海ヘルスケアネットでは、地域フォーミュラリにより医薬品の重複投薬な

どを防止して医療安全を向上する取組が行われています。 

（２）医薬品の適正使用の推進 
【詳細は、第２部第１章第４節「医療安全対策の推進」(P40)参照】 

◆ 医薬品の適正使用については、県薬剤師会などの関係団体と連携を図りなが

ら、県民に対して広く医薬品等の適正使用に関する正しい知識の普及に努めてい

ます。 

（３）医療資源の効果的・効率的な活用 

◆ 電子処方箋のシステムを活用する取組が庄内地域で始まっています。 

◆  電子処方箋の取組をさらに拡大していくためには、「電子処方箋に対応する薬

局」の拡充を図る必要があります。 

◆ 国は、医療分野でのデジタル技術の活用により、国民の健康意識向上と良質な

医療の実現を目指す「医療ＤＸ」の取組の一環として、電子処方箋を実施する医

療機関、薬局の拡大を目指しています。 

  ◆ ＡＭＲ（薬剤耐性）に起因する感染症のまん延を防止するため、抗菌薬の適正

使用について周知する必要があります。 

  ◆ 令和５年12月現在、マイナンバーカードの健康保険証利用時に同意を得ること

で、特定健診情報、薬剤情報及び診療情報が閲覧可能となっています。これによ

り、問診や診察時のコミュニケーションの円滑化、重複検査の抑止等による患者

の負担軽減、健康状態をより踏まえた医療の提供等が期待されています。 

  ◆ 令和６年12月に現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードによる保険

確認が原則となります。マイナンバーカードを取得していない場合は、各保険者

から保険証の代わりとなる「資格確認証」が発行されますが、マイナンバーカー

ドの取得を推進する必要があります。 
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（４）医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進 
【詳細は、第２部第３章第２節「地域包括ケアシステムの深化・推進」(P158)参照】 

  ◆ 全市町村において、医療リスクが高まる高齢者の増加に対応した医療と介護の

連携推進のための拠点（相談窓口等）が設置されています。 

《目指すべき方向》 

（１）後発医薬品の使用促進 

○ 患者の経済的負担の軽減や医療保険財政の改善に資するため、引き続き高い後

発医薬品の使用割合を維持していきます。 

（２）医薬品の適正使用の推進 

○ 県民に対して広く医薬品等の適正使用に関する正しい知識を普及します。 

（３）医療資源の効果的・効率的な活用 

○ 県内における電子処方箋の取組をさらに推進します。 

○ 国の「全国医療情報プラットフォーム」を始めとした医療情報の共有化に関す

る計画を注視しながら、電子処方箋の活用を推進します。 

○ 医療機関等関係団体と連携し、抗菌薬に関する正しい知識の普及啓発を行いま

す。 

○ マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットを周知すること等により、マ

イナ保険証の利用拡大を推進します。 

（４）医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進 
【詳細は、第２部第３章第２節「地域包括ケアシステムの深化・推進」(P159)参照】 

○ 市町村が設置する連携拠点の相談窓口機能強化と、職員の資質の向上を図りま

す。 

○ 在宅療養生活を支える介護サービスを普及するため市町村を支援します。 

《医療の効率的な提供の推進に向けた目標》 

項 目 現 状 
2024 

（R6） 

2025 

（R7） 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

後発医薬品使用割合

（新指標・数量ベース） 

86.7％ 

（R5） 

85％ 

以上 

85％ 

以上 

85％ 

以上 

85％ 

以上 

85％ 

以上 

85％ 

以上 

後発医薬品使用割合 

（金額ベース） 

55.7％ 

（R4）※１ 
－ － － － － 

65％ 

以上 

バイオ後続品に80％以

上が置き換わった成分

数の割合 

18.8％ 

（R3） 
－ － － － － 

60％以上

※２ 

電子処方箋に対応して

いる薬局の割合 

11.6％ 

（R5.10） 
20％ 30％ 45％ 60％ 75％ 90％ 

医療機関と抗菌薬の適

正使用等について情報

共有や意見交換を行う

ネットワークを構築し

ている地域数 

３ 

（R5） 
３ ３ ３ ３ ４ ４ 

医療・介護の連携を通

じた効果的・効率的な

サービス提供の推進 

県内の二次医療圏における在宅医療・介護連携に係る情報共有や意見交

換及び広域的な取組支援等を支援 

※１：ＮＤＢデータ「2022年度 後発医薬品（バイオ含む）薬剤費【総数＋都道府県別】」より、入院外・調剤及び入
院・DPCの平均値 
※２：バイオ後続品が80％以上を占める成分数が全体の成分数の60％以上 
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目指すべき方向を実現するための施策 

（１）後発医薬品の使用促進 

・ 県は、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、各病院、保険者、消費者団体等の関

係団体と連携を図りながら、患者が後発医薬品を安心して使用できる情報提供を促進

します。 

・ 県は、保険者が被保険者に対して、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減

可能額を通知する取組を支援します。 

・県は、日本海ヘルスケアネットの「地域フォーミュラリ」の取組も含め、県内外の先

進事例について情報収集に努めるとともに、今後の取組については、政府の動向も踏

まえ、関係団体とともに課題を含め検討してまいります。 

・ 県は、バイオ後続品に関する正しい知識の普及に努めます。 

（２）医薬品の適正使用の推進 

・ 医療機関における医薬品の適正使用に係る相談、指導を促進します。 

・ 県は、医師、薬剤師、ケアマネージャーなど多様な医療・介護現場、職種間での患

者の服薬情報等を共有し、医薬品の適正使用を促進します。 

・ 県は、特に高齢者の薬剤使用に関して、医薬品の適正使用に係るわかりやすい情報

を提供することに努め、研修会等を活用した適正使用啓発活動を推進します。 

（３）医療資源の効果的・効率的な活用 

・ 県は、県薬剤師会、保険者等の関係団体と連携を図り、「電子処方箋に対応可能な

薬局」を積極的に普及することにより、医薬品の必要以上の多剤・重複した処方の防

止を促します。 

・ 県は、医療機関等に抗菌薬の適正使用等について周知するとともに、各地域におい

て感染症対策についての情報共有や意見交換を行う機会を設けます。 

・ 県は、保険者が地域における医療サービスの提供状況を把握し、被保険者に対し、

医療資源の効果的かつ効率的な活用の普及啓発を行う取組を支援します。 

・ 県は、医療機関や薬局等におけるチラシの掲示等により、マイナンバーカードの健

康保険証利用のメリットを周知し、「資格確認証」からマイナンバーカードへの切り

替えを促進します。 

（４）医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進 

【詳細は、第２部第３章第２節「地域包括ケアシステムの深化・推進」(P160)参照】 

・ 県では、市町村が在宅医療・介護連携推進事業を行うにあたって抱えている地域課

題を把握し、市町村への情報提供を実施します。 

・ 県は、二次医療圏ごとに、関係機関の情報交換会や研修を実施し、医療機関や介護

施設等の連携や広域での取組を推進していきます。 

・ 県は、保険者が介護保険の保険者と連携して実施する、低栄養の予防や適切な口腔

ケア等の周知啓発の取組を支援します。 
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第３節 県の保健医療計画に基づく事業の実施による 
病床の機能の分化及び連携の推進 

第２部 各論 

第１章 県民の視点に立った医療提供体制の整備 

・第１節「保健医療圏における医療提供体制の整備」（P22～29） 

・第２節「地域医療構想の推進」（P30～32）を参照。 

 

第４節 計画期間における医療費の見込み 
○ 国の推計ツールによる令和元年度（基準年度）の本県の医療費は、3,886億円の推

計額となります。 

○ 医療費適正化の取組を実施しない場合、高齢化や医療の高度化の影響により、令和

11年度には4,207億円となり、321億円増加すると推計されます。 

○ 本計画に基づく医療費適正化の取組を実施した場合、後発医薬品の普及、特定健診

等の実施率の達成、生活習慣病に関する重症化予防の取組、重複投薬及び複数種類医

薬品の適正化、抗菌薬処方の適正化の効果※により、令和11年度の医療費は4,173億円

となり、287億円の増加に抑えられるものと推計されます。 
  ※ このほかにも、たばこ対策や予防接種対策等による医療費の削減が見込まれますが、具体的な削減額の推計

方法が厚生労働省から示されていないため、医療費の推計には反映していません。 

○ 医療費適正化の効果は令和11年度で34億円（4,207億円－4,173億円）程度と見込ま

れます。 

○ また、本計画に基づく取組により、上記の医療費適正化の効果はもとより、健康の

保持や要介護状態の予防の効果も期待され、ひいては県民の健康寿命を延ばすことに

もつながるものと見込まれます。 
 

計画期間における医療費の推計                    単位：億円 

 2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

適正化前 3,912 3,971 4,029 4,087 4,147 4,207 

適正化後 3,880 3,939 3,996 4,054 4,113 4,173 

効  果 32 32 33 33 34 34 
※それぞれの数値を端数処理している関係で合計が合わない場合があります。 

資料：厚生労働省「都道府県医療費の将来推計ツール」より 
 

（参考）保険者別の医療費の推計             単位：億円   単位：円 

 2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

 １人当たり保

険料の機械的

な試算(R11) 

市町村国保 
781 

(787) 

772 

(779) 

759 

(765) 

751 

(757) 

747 

(753) 

747 

(754) 

 7,155 

（7,213） 

後期 

高齢者医療 

1,923 

(1,939) 

1,983 

(1,999) 

2,054 

(2,071) 

2,121 

(2,139) 

2,183 

(2,201) 

2,240 

(2,258) 

 6,238 

（6,288） 

被用者 

保険等 

1,177 

(1,186) 

1,184 

(1,194) 

1,183 

(1,192) 

1,182 

(1,192) 

1,183 

(1,193) 

1,185 

(1,195) 
  

※括弧内は医療費適正化の取組を行わなかった場合の医療費見込 
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県
立

河
北

病
院

及
び

寒
河

江
市

立
病

院
の

統
合

再
編

・新
病

院
整

備
基

本
構

想
（

案
）

《概
要

》

私
た

ち
は

、時
代

とと
も

に
変

化
す

る
医

療
ニ

ー
ズ

に
応

え
な

が
ら

、住
民

の
健

康
と安

心
を

守
り支

え
る

、地
域

に
根

ざ
し

た
持

続
可

能
な

病
院

を
目

指
し

ま
す

。

１
．

患
者

の
権

利
と意

思
を

尊
重

し
、患

者
と共

に
“病

”に
向

き
合

い
、安

全
で

質
の

高
い

医
療

を
提

供
しま

す
。

２
．

常
に

専
門

的
な

技
術

や
知

識
の

研
鑽

に
努

め
、患

者
に

寄
り添

った
医

療
や

ケ
アを

提
供

で
きる

人
材

を
育

成
しま

す
。

３
．

住
み

慣
れ

た
地

域
で

の
暮

らし
を

支
え

られ
る

よ
う、

医
療

・福
祉

・行
政

関
係

者
と積

極
的

に
連

携
・協

力
しま

す
。

４
．

働
き

や
す

く、
職

員
が

誇
りと

や
りが

い
を

持
て

る
職

場
環

境
を

つ
くり

ま
す

。
５

．
地

域
で

求
め

られ
る

医
療

を提
供

し続
け

られ
る

よう
、健

全
な

経
営

に
努

め
ます

●
令

和
４

年
８

月
〜

令
和

６
年

３
月

関
係

首
長

が
参

加
す

る
「西

村
山

地
域

医
療

提
供

体
制

検
討

会
」に

お
い

て
医

療
提

供
体

制
の

再
構

築
を

議
論

●
令

和
６

年
３

月
W

G最
終

報
告

に
基

づ
き

、現
２

病
院

を
統

合
再

編
す

る
こと

に
関

係
首

長
が

合
意

。同
月

、知
事

と寒
河

江
市

長
が

統
合

再
編

に
基

本
合

意
●

令
和

６
年

５
月

新
病

院
の

基
本

構
想

策
定

に
向

け
県

・寒
河

江
市

が
協

議
会

を
設

置
。６

月
に

設
置

され
た

３
つ

の
部

会
で

10
回

に
わ

た
り協

議

1.
総

合
診

療
●

予
防

・急
性

期
・回

復
期

・在
宅

医
療

等
の

様
々

な
場

面
で

患
者

と継
続

的
な

関
係

を
構

築
●

多
領

域
に

ま
た

が
って

診
察

で
き

る
総

合
診

療
機

能
を

生
か

しフ
ァー

ス
トタ

ッチ
を

強
化

2.
救

急
医

療
●

中
等

症
か

ら軽
症

の
患

者
の

二
次

救
急

医
療

を
提

供
●

夜
間

・休
日

は
当

直
体

制
を

拡
充

、平
日

日
中

は
総

合
診

療
医

に
よ

る
トリ

ア
ー

ジ
機

能
を

強
化

3.
急

性
期

●
高

齢
者

の
総

合
的

な
診

療
、特

に
内

科
系

疾
患

（
誤

嚥
性

肺
炎

等
）

・外
傷

（
大

腿
骨

骨
折

）
の

対
応

充
実

●
手

術
に

も
応

じら
れ

る
体

制
を

確
保

し、
山

形
市

内
で

待
機

時
間

が
生

じて
い

る
予

定
手

術
を

積
極

的
に

受
入

れ

4.
外

来
●

現
２

病
院

の
診

療
科

を
維

持
し、

一
定

の
か

か
りつ

け
医

機
能

を
確

保
（

小
児

科
・産

婦
人

科
も

継
続

）
●

総
合

診
療

医
を

中
心

に
一

般
内

科
外

来
を

機
能

強
化

し、
患

者
の

健
康

問
題

を
多

角
的

に
診

療

5.
回

復
期

●
急

性
期

後
の

適
切

な
医

療
を

提
供

す
る

ポ
ス

トア
キ

ュー
ト機

能
を

充
実

し、
回

復
期

病
床

を
確

保
●

脳
血

管
疾

患
リハ

ビリ
の

体
制

を
整

備
し、

新
た

に
脳

卒
中

地
域

連
携

パ
ス

に
参

加

6.
慢

性
期

●
在

宅
医

療
の

充
実

に
よ

り在
宅

移
行

を
促

進
（

慢
性

期
病

床
は

持
た

な
い

）

7.
在

宅
医

療
●

訪
問

診
療

・看
護

等
を

提
供

。急
性

増
悪

した
患

者
を

受
け

入
れ

る
サ

ブ
ア

キ
ュー

ト機
能

を
充

実
●

地
域

の
医

療
・介

護
関

係
者

と連
携

して
患

者
の

在
宅

復
帰

や
日

常
の

療
養

を
支

援

8.
健

康
維

持
等

●
行

政
と連

携
し、

セ
ル

フケ
ア

や
早

期
発

見
、保

健
指

導
と受

診
勧

奨
、治

療
を

一
貫

して
支

援

9.
災

害
・感

染
症

●
地

域
の

中
核

病
院

とし
て

、地
域

医
療

が
維

持
・継

続
で

き
る

よ
うに

必
要

な
体

制
を

整
備

10
.周

辺
医

療
機

関
との

連
携

●
山

形
市

内
の

急
性

期
病

院
か

らの
患

者
の

下
り搬

送
の

受
入

れ
に

つ
い

て
平

時
か

ら連
携

●
西

川
・朝

日
町

立
病

院
・新

北
村

山
公

立
病

院
との

連
携

の
あ

り方
を

継
続

して
検

討

11
.人

材
育

成
等

●
総

合
診

療
医

を
自

院
で

育
成

・確
保

（
将

来
的

に
は

他
院

へ
の

派
遣

・支
援

も
視

野
）

第
１

章
．

西
村

山
地

域
内

外
の

医
療

環
境

第
２

章
．

医
療

提
供

体
制

の
現

状
・課

題

第
３

章
．

新
病

院
の

目
指

す
方

向
性

基
本

理
念

＝
目

指
す

べ
き

姿
（

to
 b

e 
）

基
本

方
針

＝
基

本
理

念
実

現
の

た
め

の
行

動
目

標
（

to
 d

o 
）

求
め

られ
る

役
割

診
療

科
構

成
・病

床
規

模

これ
ま

で
の

経
過

●
西

村
山

地
域

の
人

口
・患

者
数

とも
減

少
予

測

●
入

院
患

者
の

過
半

数
、救

急
搬

送
の

約
６

割
が

地
域

外
へ

流
出

〔現
２

病
院

の
運

営
に

お
け

る
課

題
〕

●
人

員
面

の
課

題
…

常
勤

医
師

の
高

齢
化

、コ
メデ

ィカ
ル

含
め

人
員

確
保

に
苦

慮
●

診
療

機
能

面
の

課
題

…
救

急
へ

の
対

応
、リ

ハ
ビリ

・手
術

の
ニー

ズ
へ

の
対

応
●

経
営

面
の

課
題

…
経

常
損

益
は

赤
字

傾
向

。病
床

稼
働

率
が

低
く、

職
員

給
与

費
比

率
が

高
い

水
準

。構
成

自
治

体
の

財
政

支
援

が
欠

か
せ

な
い

状
況

➡
新

病
院

の
役

割
を

明
確

化
、医

療
資

源
の

集
約

効
果

を
活

か
し、

機
能

強
化

診
療

機
能

役
割

１
身

近
で

頼
りに

な
る

地
域

密
着

型
病

院
役

割
２

西
村

山
地

域
の

救
急

医
療

を
支

え
る

柱
役

割
３

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
中

核
病

院
役

割
４

回
復

期
の

医
療

が
必

要
な

地
域

住
民

の
受

け
皿

幅
広

い
診

療
分

野
や

入
院

治
療

・一
定

の
手

術
対

応
な

ど多
機

能
を

備
え

、地
域

で
必

要
な

医
療

を
提

供
す

る

地
域

で
診

る
べ

き
患

者
は

しっ
か

りと
対

応
し、

重
症

・重
篤

患
者

は
三

次
救

急
医

療
に

速
や

か
に

繋
ぐ

介
護

施
設

や
住

ま
い

との
間

の
入

退
院

、在
宅

療
養

を
支

え
、

住
み

慣
れ

た
地

域
で

の
高

齢
者

とそ
の

家
族

の
暮

らし
を

守
る

地
域

外
の

医
療

機
関

で
急

性
期

の
治

療
を

終
え

た
患

者
に

リハ
ビリ

・ケ
アを

提
供

し、
地

域
内

へ
の

速
や

か
な

受
入

れ
を

促
す

●
求

め
られ

る
役

割
を

果
た

す
た

め
、診

療
機

能
の

特
徴

や
強

化
を

目
指

す
分

野
の

機
能

に
つ

い
て

、次
の

11
項

目
を

掲
げ

る

継
続

検
討

事
項

に
係

る
検

証
結

果
と対

応
方

針
（

分
娩

、小
児

救
急

、休
日

・夜
間

診
療

の
役

割
分

担
）

●
分

娩
は

、県
内

の
産

科
医

数
が

限
られ

る
中

で
は

、高
度

な
分

娩
対

応
が

可
能

な
医

療
機

関
に

産
科

医
を

集
中

配
置

す
る

こと
が

適
当

。既
に

浸
透

して
い

る
産

科
セ

ミオ
ー

プ
ン

シ
ス

テ
ム

の
これ

ま
で

以
上

の
活

用
を

図
る

●
小

児
救

急
は

、非
常

勤
の

小
児

科
医

に
よ

る
外

来
診

療
日

を
確

保
し地

域
内

の
診

療
空

白
日

を作
らな

い
よ

う地
域

の
診

療
所

の
平

日
休

診
日

に
対

応
す

る
こと

や
、平

日
日

中
は

総
合

診
療

医
が

小
児

救
急

に
対

応
す

る
な

ど着
実

な
対

応
を

目
指

す
●

新
病

院
の

整
備

検
討

と並
行

して
１

市
４

町
に

お
い

て
、休

日
・夜

間
診

療
に

関
して

、現
状

で
当

番
医

の
輪

番
制

で
あ

る
休

日
日

中
は

定
点

化
を

見
据

え
、休

日
診

療
所

の
設

置
場

所
や

設
置

時
期

、財
政

負
担

、運
営

方
法

な
どを

引
き

続
き

検
討

。
現

状
で

未
整

備
とな

って
い

る
平

日
夜

間
・休

日
夜

間
は

実
施

体
制

と財
政

負
担

の
あ

り方
等

を
引

き
続

き
検

討

県
立

河
北

病
院

寒
河

江
市

立
病

院
診

療
科

数
16

診
療

科
6診

療
科

病
床

数
（

稼
働

病
床

数
）

13
6床

（
11

6床
）

98
床

（
98

床
）

新
病

院
16

診
療

科
を

基
本

体
制

内
科

、脳
神

経
内

科
、疼

痛
緩

和
内

科
、小

児
科

、外
科

、整
形

外
科

、
脳

神
経

外
科

、皮
膚

科
、泌

尿
器

科
、産

婦
人

科
、眼

科
、耳

鼻
咽

喉
科

、リ
ハ

ビリ
テ

ー
シ

ョン
科

、放
射

線
科

、麻
酔

科
、救

急
科

14
0〜

15
5床

程
度

※
病

棟
構

成
や

国
の

財
政

支
援

とし
て

認
め

られ
る

「不
採

算
地

区
病

院
」の

基
準

（
15

0床
未

満
）

、感
染

症
病

床
６

床
の

取
扱

い
等

を
勘

案
し基

本
計

画
で

精
査

一
般

地
域

包
括

緩
和

ケ
ア

感
染

症

50
床

40
床

20
床

６
床

一
般

地
域

包
括

療
養

56
床

35
床 7床

●
診

療
科

の
基

本
体

制
とし

て
、現

２
病

院
の

診
療

科
の

原
則

維
持

を
目

指
す

●
必

要
とな

る
病

床
規

模
は

、現
２

病
院

の
入

院
患

者
数

等
を

基
礎

とし
て

将
来

推
計

か
ら試

算

●
周

辺
の

医
療

・福
祉

・行
政

関
係

者
との

連
携

・機
能

分
担

の
も

とで
、次

の
４

つ
の

役
割

を
果

た
す

今
後

30
年

間
（

R2
(2

02
0)

-R
32

(2
05

0）
）

で
、

人
口

は
約

６
割

、入
院

患
者

は
約

８
割

、外
来

患
者

は
約

７
割

ま
で

減
少

75
歳

・8
5歳

以
上

の
人

口
・入

院
患

者
数

の
ピー

クは
R1

7（
20

35
）

、R
22

（
20

40
）

求
め

られ
る

役
割

・診
療

機
能

の
イ

メ
ー

ジ

や
まい

資
料

5-
7(

1/
2)
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●
運

営
形

態
ご

との
メリ

ット
・デ

メリ
ット

、新
病

院
が

置
か

れ
る

経
営

環
境

の
実

情
等

を
勘

案
し、

方
向

性
を

導
出

県
立

河
北

病
院

及
び

寒
河

江
市

立
病

院
の

統
合

再
編

・新
病

院
整

備
基

本
構

想
（

案
）

《概
要

》
第

５
章

．
整

備
事

業
方

針

第
６

章
．

運
営

の
あ

り方

第
４

章
．

施
設

整
備

の
基

本
方

針

費
目

・概
算

費
用

１
．

用
地

取
得

費
9.

3億
円

４
．

医
療

機
器

・シ
ステ

ム
費

11
.9

億
円

２
．

建
設

工
事

費
81

.8
〜

94
.4

億
円

５
．

什
器

備
品

費
1.

5億
円

３
．

設
計

・工
事

監
理

費
4.

1〜
4.

8億
円

６
．

移
転

費
0.

6億
円

合
計

11
0〜

12
3億

円

●
建

設
工

事
費

は
近

年
の

建
設

事
例

を
基

に
工

事
単

価
を

65
〜

75
万

円
/㎡

と
設

定
●

設
計

・工
事

監
理

費
は

建
設

工
事

費
の

５
％

と設
定

●
整

備
に

６
年

程
度

を
要

す
る

と見
込

み
、令

和
13

年
中

の
開

院
を

目
指

す
●

「構
成

自
治

体
の

範
囲

」
「建

設
予

定
地

」は
、R

7年
度

の
可

能
な

限
り早

期
の

決
定

を
目

指
す

費
目

対
象

費
用

考
え

方

１
．

新
病

院
の

整
備

に
係

る
事

業
費

（
イニ

シ
ャル

コス
ト）

土
地

取
得

整
備

、建
設

、機
器

シ
ス

テ
ム

整
備

構
成

自
治

体
で

按
分

移
転

費
用

現
病

院
の

設
置

者
が

負
担

２
．

新
病

院
の

運
営

に
係

る
費

用
（

ラン
ニン

グ
コス

ト）
運

営
費

負
担

金
等

（
繰

入
金

）
、設

備
・機

器
等

の
更

新
構

成
自

治
体

で
按

分

３
．

既
存

病
院

の
整

理
に

係
る

費
用

（
清

算
コス

ト）
現

病
院

の
解

体
、不

良
債

務
の

解
消

現
病

院
の

設
置

者
が

負
担

●
建

設
候

補
地

は
、段

階
的

な
選

定
プ

ロセ
ス

を
経

て
、立

地
条

件
に

合
う最

適
な

場
所

を
絞

り込
む

（
下

表
第

１
〜

３
段

階
）

●
今

年
度

は
県

と寒
河

江
市

が
持

ち
寄

った
公

有
地

等
か

ら「
建

設
候

補
地

」を
抽

出
（

下
表

第
１

段
階

の
ス

テ
ップ

１
〜

３
）

整
備

事
業

費
の

概
算

目
標

整
備

ス
ケ

ジ
ュー

ル

運
営

形
態

の
方

向
性

費
用

負
担

の
考

え
方

人
員

計
画

施
設

整
備

方
針

施
設

規
模

立
地

条
件

等

R7
年

度
R8

年
度

R9
年

度
R1

0年
度

R1
1年

度
R1

2年
度

R1
3年

度

基
本

計
画

基
本

設
計

実
施

設
計

建
築

工
事

用
地

取
得

・造
成

（
R8

〜
R9

）
、運

営
母

体
の

設
立

準
備

等
「構

成
自

治
体

の
範

囲
」

「建
設

予
定

地
」の

決
定

●
下

表
を

基
本

とし
、公

平
な

負
担

ル
ー

ル
の

設
定

に
向

け
、構

成
自

治
体

の
範

囲
決

定
後

に
自

治
体

間
で

協
議

●
新

病
院

の
人

員
は

現
２

病
院

か
らの

職
員

の
移

行
を

基
本

とし
て

、具
体

的
な

移
行

手
順

・手
続

き
を今

後
検

討
●

新
病

院
開

院
ま

で
の

期
間

中
は

、新
病

院
の

人
員

計
画

と現
２

病
院

の
採

用
・退

職
計

画
が

整
合

す
る

よ
う調

整
●

医
師

確
保

に
向

け
た

喫
緊

の
課

題
に

対
して

、関
係

機
関

と連
携

・協
力

そ
の

他
検

討
課

題
●

周
辺

医
療

機
関

等
との

連
携

・協
力

に
向

け
「地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
制

度
」の

活
用

等
様

々
な

可
能

性
を

検
討

R6
年

度
R7

年
度

第
１

段
階

県
・寒

河
江

市
の

公
有

地
等

の
中

か
ら「

建
設

候
補

地
」（

複
数

）
を

抽
出

第
２

段
階

立
地

条
件

に
照

らし
、

「建
設

候
補

地
」を

絞
り込

み
（

１
〜

複
数

箇
所

）

第
３

段
階

絞
り込

ま
れ

た
「建

設
候

補
地

」の
中

か
ら「

建
設

予
定

地
」

（
１

箇
所

）
を

決
定

ス
テ

ップ
１

地
域

内
の

全
て

の
公

有
地

の
洗

い
出

し→
77

箇
所

ス
テ

ップ
2

抽
出

対
象

エ
リア

(下
図

)
か

ら絞
り込

み
→

36
箇

所

ス
テ

ップ
3

活
用

可
能

性
検

証
に

よ
る

候
補

地
の

抽
出

→
７

箇
所

●
想

定
延

床
面

積
は
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地域医療介護総合確保基金に係る令和６年度実施事業概要及び 
令和５年度事業実績について 

 

１ 趣旨 

   都道府県毎に設置する「地域医療介護総合確保基金」（国 2/3、県 1/3）を活用し

て実施する事業について、令和６年度の実施事業概要と令和５年度に実施した事業

の実績をとりまとめたもの。 

 

２ 令和６年度内示額 

  【医療分】645,491 千円 

  【介護分】119,167 千円(介護分は内示前であり、協議額を記載している) 

 

３ 令和６年度基金実施事業概要 

   ⇒ 資料６－２のとおり 

 

４ 令和５年度事業実績 

   ⇒ 資料６－３、６－４のとおり 

 

資料６－１ 
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（単位：千円）

１-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 390,355

No1 医療機関間・医療介護の連携基盤整備事業
地域の医療機関間・医療介護の連携をコーディネートできる人材の育成
医療機関間・医療介護の連携に関する協議を行う連携会議等を実施

35,115

- 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備 病床の機能分化・連携の推進に必要な施設・設備の整備に対する支援 355,240

１-2．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更 70,680

No2 単独支援給付金支給事業
医療機関が地域の各構想区域及び関係者間の合意の上行う自主的な病床削減や病院の統合によ
り廃止する病床数に応じた給付金を支給

70,680

59,490

No3 在宅医療推進協議会の設置・運営 在宅医療関係者等で構成する多職種協働による在宅医療推進協議会を設置 491

No４ 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援
地域連携クリティカルパスや入退院調整ルールの運用促進を図るための地域の取組について支援
するとともに、持続的な在宅療養に資する遠隔診療の導入・体制構築に向けたモデル事業を実施

15,939

No5 救急救命体制整備促進事業
在宅療養者の脳卒中発症時、いち早く家族等の看護者が察知できるよう普及啓発を行う人材を育
成するための、講習会を開催

204

No6 在宅療養・緩和ケア等の連携支援
山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実施する在宅療養や緩和ケア等の連携
事業への補助

2,500

No7 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備事業 在宅歯科医療連携室（県歯科医師会委託）を運営 3,416

No8
在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健医療を実施す
るための研修の実施

在宅歯科診療を実施する歯科医師等への研修の実施 1,000

No9 在宅歯科医療を実施するための設備整備事業 在宅歯科診療を実施する歯科医師への設備整備補助 10,128

No10 医療的ケア児支援体制整備事業費
成人在宅医に小児の在宅医療にも対応してもらうための研修を実施
講義及び実習による支援者養成研修を実施

1,593

No11 精神障がい者の地域生活移行支援事業
精神科病院を退院した精神障がい者の地域生活の継続と再入院の防止、精神障がい者の日中の
活動場所の確保などを推進するため、相談支援体制を強化

2,044

No12 発達障がい者支援体制整備事業
臨床心理士等のコメディカルを医療機関に配置
うつ等二次障がいを持つ発達障がい者が、医療を受けながら地域で生活できる環境整備を図るた
め、関係機関による連携会議等を開催

22,175

３．医療従事者の確保 847,338

No13 地域医療支援センター運営事業
県医師修学資金の貸与、医師少数区域等への代診医派遣、医学生・研修医に対する情報提供、地
域医療実習の開催、医療機関における医師確保に向けた取組みへの支援等を実施

339,816

No14 医師不足地域の医療機関への医師派遣体制の構築事業
医師等がキャリア形成を図りながら県内に定着するための研究のほか、山形大学医学部生の県内
定着に向けた研究を行う寄附講座を山形大学医学部に設置

44,489

No15 地域医療対策協議会における調整経費
地域医療対策協議会において、医師派遣に関する事項や医師確保計画において定める事項等を
協議

2,144

No16 産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援
産科医等に分娩手当や新生児担当医手当等を支給する医療機関に対し財政的支援を行うととも
に、新生児科医を確保するための医学生向け講習会を実施

10,336

No17
周産期医療に従事する医師、看護師等の資質の向上を図るため
の研修

周産期救急及びハイリスク分娩等に効果的に対処できる知識や能力の習得のため、医師や助産師
等を対象にした症例検討や講義、実地訓練等を行う研修会等を実施

1,601

令和６年度地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る計画事業について

事業名 事業概要 計画額 備考

２．居宅等における医療の提供

資料６－２

事業名 事業概要 計画額 備考

No18
救急や内科をはじめとする小児科以外の医師等を対象とした小
児救急に関する研修の実施

各地区医師会において、地域の救急医や内科医等の医療従事者を対象とした小児救急研修の実
施を支援

1,430

No19 女性医師等の離職防止や再就業の促進
女性医師の就業継続を総合的に支援するため、女性医師支援ステーションの運営、女性医師の就
労環境の改善に取り組む病院への財政的支援を実施

24,893

No20 新人看護職員の質の向上を図るための研修 新人看護職員研修を実施する病院等への研修経費の助成 12,810

No21 看護職員の資質の向上を図るための研修
看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等の実施及び病院等に対する支援
災害支援ナースの登録者増加のための広報活動と、スキルアップのための研修会の実施

26,440

No22 離職防止を始めとする看護職員の確保対策 外部有識者を入れた会議を開催し、看護職員確保対策施策の評価・検証等の実施 544

No23
看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整
備

民間立看護師等養成所に対し、運営費の助成 65,637

No24 看護職員が都道府県内に定着するための支援
県内看護学生および中高生、県外看護学校に在籍する県出身者、再就業希望者を対象として県内
病院の職場説明会の開催
看護職員への興味を啓発するイベントの実施及びＵターン就職支援等の実施

15,759

No25 医療機関と連携した看護職員確保対策の推進
県内看護師等学校養成所における県内地域医療を体験学習するセミナー実施経費の助成
経済的な原因による看護学校の中途退学を未然に防ぐため、看護学生に対する修学支援

139,863

No26 看護職員の勤務環境改善のための施設整備 看護職員の勤務改善に取組む医療機関に対して、必要経費を助成。 7,500 新規

No27 勤務環境改善支援センターの運営
県内医療機関の勤務環境改善の取組みを支援する山形県医療勤務環境改善支援センターの運営
及び医療機関を対象とした働き方改革に関する研修会の開催

1,701

No28
各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（医
療クラーク、ICTシステム導入、院内保育所整備・運営等）

院内保育施設を設置している病院等に対し、その運営に要する経費の助成 51,674

No29 災害時医療提供体制推進事業 医療従事者、行政職員及び消防職員等による災害医療連絡調整会議を開催や研修会等の開催 5,210

No30 後方支援機関への搬送体制整備
航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の設置運営訓練を実施するとともに、SCUに近い災害拠点病院
が定期的なSCU資器材の使用訓練及びSCUへの搬送訓練を実施

4,130

No31 休日・夜間の小児救急医療体制の整備
夜間・休日における小児救急医療体制を確保するため、必要な医師または看護師等の医療従事者
を確保するために必要な経費に係る支援を実施

20,473

No32 電話による小児患者の相談体制の整備
小児科医をはじめ医師の負担を軽減するため、夜間の電話相談体制を整備するための経費に対す
る支援を実施

16,868

No33 循環器病救急搬送体制整備事業 医療機関及び消防機関に心電図伝送システムを導入 3,274

No34 歯科衛生士の確保対策事業
歯科臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診療に対応できる人材を養成する研
修の実施

452

No35 薬剤師確保対策事業
県内で生じている病院薬剤師不足に対応するため、各種施策の展開により病院薬剤師の確保・県
内定着を推進

3,776

- 入院時食事療養支援事業 県内の病院・有床診療所を対象として、食材料費の高騰に対する支援を実施 46,518 新規

４．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 39,900

No36 地域医療勤務環境改善体制整備事業
医療機関が自ら作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に沿って取り組む医
師の労働時間短縮に向けた事業に対し、財政的支援を実施

39,900

1,407,763
一部、過年度
基金を活用し
て執行

合　　計　　【医療分】
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（単位：千円）

１．介護施設等の整備に関する事業 75,260

- 社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設)
地域密着型施設整備及び社会福祉施設の開設準備に係る経費を支援する市町村に対する
補助

18,000

- 社会福祉施設整備補助事業費（老人福祉施設）
介護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクを低減するため、簡易陰圧
装置、換気設備の整備に対する助成

57,260

124,533

No1 介護人材確保対策連携協働推進事業 関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会議の運営　等 803

No2 介護事業者認証評価事業
介護事業者による勤務環境・職場環境の改善に関する取組みに対して、基準に基づく評価を
行い、一定の水準を満たした事業者に対して認証を付与

3,541

No3 介護分野における戦略的広報推進事業
小学生向け介護の仕事体験イベントを開催、 介護職員のプロの技術に焦点を当てた動画を
作成し、イベント・SNS等により周知

5,720

No4 老人クラブ助成事業費
山形県老人クラブ連合会に、事務お助け隊を１名配置し、市町村老人クラブ等に対して、会計
関係の書類作成や補助金申請等に関する講習会等を開催するなど、事務手続きをサポート

3,000

No5 介護職員初任者研修受講支援事業 介護現場で働いている無資格の職員に対して受講費の一部を助成 1,200

No6 外国人介護人材支援センター事業 外国人介護人材支援センターの設置 5,850

No7
福祉人材確保緊急支援事業（福祉人材マッチング強
化事業）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置による県内ハローワーク巡回相談　等 8,988

No8 介護人材のすそ野拡大事業
介護現場での就労を希望する高齢者、主婦、在日外国人、学生、教員を対象に介護助手とし
て就労を前提とした研修と、介護助手としての事業所への就労に向けたマッチング支援事業
の実施

4,842

No9 外国人介護職員向けキャリアアップ支援事業 外国人介護職員の介護福祉士試験対策講座や交流会の開催 5,150

No10
介護支援専門員資質向上事業（介護支援専門員指導
者研修等への派遣）

介護支援専門員の法定研修の講師の質の確保・向上のため、厚生労働省等が開催する指
導者向け研修等に、研修講師を派遣

275

No11
介護支援専門員資質向上事業（専門研修課程Ⅰ・更
新研修の実施）

就業後6か月以上、または介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する介護支援専
門員を対象に法定研修を実施

1,745

No12
介護支援専門員資質向上事業（専門研修課程Ⅱ・更
新研修の実施

就業後3年以上、または介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する介護支援専門
員を対象に法定研修を実施

4,000

No13
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門員
の養成）

専任の介護支援専門員の実務期間が5年以上の者を対象に主任介護支援専門員を養成す
るための法定研修を実施

2,113

No14
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門員
指導者研修会への派遣）

主任介護支援専門員の法定研修の講師の質の確保・向上のため、厚生労働省等が開催す
る指導者向け研修等に、研修講師を派遣

116

令和６年度地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る計画事業について

事業名 事業概要 計画額 備考

２．介護従事者の確保に関する事業

1

事業名 事業概要 計画額 備考

No15
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門員
更新研修の実施）

主任介護支援専門員研修修了証の有効期限が概ね２年以内に満了する者を対象に、更新
のための法定研修を実施

1,555

No16
介護支援専門員資質向上事業（介護支援専門員研修
向上会議）

介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、県担当、研修実施機関、研修の講師等を
構成員とした、研修の評価検討を行う会議を実施

299

No17
介護支援専門員資質向上事業（主任介護支援専門員
指導力向上事業）

主任介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研修内容の評価を行うとともに、研
修講師、ファシリテーターを養成

409

No18
介護支援専門員資質向上事業（更新研修（実務未経
験者））

実務未経験の介護支援専門員に対し、資格更新時に定期的な研修を行う 1,152

No19 介護支援専門員資質向上事業（再研修の実施） 登録後５年以上の実務に従事していない者及び資格が執行したものに対する研修を行う 816

No20
福祉人材確保緊急支援事業（離職介護人材の再就業
促進事業）

山形県福祉人材センターに専任職員１名を配置し、届出制度の周知啓発、届出システムの運
用、届出者への情報提供、就職面接会等を実施

4,402

No21 認知症介護実践者等養成事業
介護サービス事業所の管理者及び従事者等に対して、認知症ケアに必要な知識や技術等を
習得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図るため従事者研修等を実施

7,810

No22
地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質
向上事業

市町村が実施する地域ケア会議に理学療法士等リハビリ職の専門職を派遣し、地域ケア会
議への助言を実施

12,641

No23
脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究に基づく介護予
防の推進に資する指導者育成事業

脳卒中・心筋梗塞の発症登録・評価研究を行い、発症状況や介護需要の動向予測などの研
究結果を介護や介護予防に活かすため、医療・介護関係者等を対象にした研修を実施

4,734

No24 権利擁護人材育成事業
市民後見人や日常生活自立支援事業の生活支援員などの地域福祉の担い手となる人材の
育成のための研修を行う

3,121

No25 外国人介護人材確保対策事業 外国人介護人材受入に係る介護事後湯者を対象とした説明会を開催 574

No26 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 EPAに基づく外国人材受入施設の行う学習支援等に対する助成 2,910

No27 介護職員相談窓口委託事業 介護職員の離職を防止するため気軽に相談できる窓口を設置 1,852

No28 山形県介護生産性向上総合支援センター事業 生産性向上に資するワンストップ型の総合相談センターを設置 21,115

No29 技能実習生等外国人介護職受入施設等支援事業
外国人介護人材を受け入れている介護施設・事業所が実施する学習支援、生活面の支援等
に対して助成

13,800

199,793
一部、過年度基金を活用し
て執行

合　　計　　【介護分】
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目標値 達成値

No1
病床の機能分化・連携を推進する
ための基盤整備

病床の機能分化・連携の推進に必要な施設・設備の整備に対する
支援

272,894 対象医療機関数：２機関 対象医療機関数：３機関

No2
医療機関間・医療介護の連携基盤
整備事業

地域の医療機関間・医療介護の連携をコーディネートできる人材の
育成
医療機関間・医療介護の連携に関する協議を行う連携会議等を実
施

23,218
病床機能分化連携を行う医療機関
数：２機関

病床機能分化連携を行う医療機関
数：３機関

令和５年度に調整会議等
で病床機能分化連携につ
いて合意を得た医療機関
数

No3 循環器病救急搬送体制整備事業 医療機関及び消防機関に心電図伝送システムを導入 2,033 未導入二次医療圏:０ 未導入二次医療圏:１

No4 単独支援給付金支給事業
医療機関が地域の各構想区域及び関係者間の合意の上行う自主
的な病床削減や病院の統合により廃止する病床数に応じた給付金
を支給

248,064 対象医療機関数：２機関 対象医療機関数：２機関

No5 在宅医療推進協議会の設置・運営
在宅医療関係者等で構成する多職種協働による在宅医療推進協
議会を設置

0
在宅医療推進協議会の開催回数：
１回

在宅医療推進協議会の開催回数：
０回

地域医療構想調整会議に
代替する協議の場を設け
た

No6
在宅医療に係る医療連携体制の運
営支援

地域連携クリティカルパスや入退院調整ルールの運用促進を図る
ための地域の取組について支援するとともに、持続的な在宅療養に
資する遠隔診療の導入・体制構築に向けたモデル事業を実施

16,368
退院支援に係る施設基準を取得し
ている病院数：34機関

退院支援に係る施設基準を取得し
ている病院数：37機関

No7 救急救命体制整備促進事業
在宅療養者の脳卒中発症時、いち早く家族等の看護者が察知でき
るよう普及啓発を行う人材を育成するための、講習会を開催

139 講習会受講者数：24人 講習会受講者数：28人

No8 在宅療養・緩和ケア等の連携支援
山形県がん診療連携指定病院である鶴岡市立荘内病院が実施す
る在宅療養や緩和ケア等の連携事業への補助

2,500
地域のかかりつけ医等を対象にし
た研修会の参加者数：50名

地域のかかりつけ医等を対象にし
た研修会の参加者数：－名

新型コロナの再流行により
開催できず

No9
在宅歯科医療の実施に係る拠点・
支援体制の整備事業

在宅歯科医療連携室（県歯科医師会委託）を運営 3,416
訪問歯科診療相談件数：15件
在宅歯科医療機器の貸出件数：20
件

訪問歯科診療相談件数：10件
在宅歯科医療機器の貸出件数：0
件

機器の老朽化により、貸し
出しは０件となった

No10
在宅で療養する疾患を有する者に
対する歯科保健医療を実施するた
めの研修の実施

在宅歯科診療を実施する歯科医師等への研修の実施 805 講習を受けた歯科医師等：100人 講習を受けた歯科医師等：74人

No11
在宅歯科医療を実施するための設
備整備事業

在宅歯科診療を実施する歯科医師への設備整備補助 6,061
在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：10か所

在宅歯科診療を実施する診療所
への補助：９か所

No12 医療的ケア児支援体制整備事業費
成人在宅医に小児の在宅医療にも対応してもらうための研修を実
施
講義及び実習による支援者養成研修を実施

1,168 研修会参加者数：40人 研修会参加者数：163人

No13
精神障がい者の地域生活移行支
援事業

精神科病院を退院した精神障がい者の地域生活の継続と再入院の
防止、精神障がい者の日中の活動場所の確保などを推進するた
め、相談支援体制を強化

1,392
相談支援事業所、就労継続支援
事業所等の「地域移行に係る支援
技法研修会」参加者数：135人

相談支援事業所、就労継続支援
事業所等の「地域移行に係る支援
技法研修会」参加者数：61人

事業名 事業概要
総事業費

(R５実施分)
（単位：千円）

１ー１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

２．居宅等における医療の提供

地域医療介護総合確保基金【医療分】に係る令和５年度計画事業実績（一覧）

アウトプット

備考

１ー２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更

資料６－３

 

目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費

(R５実施分)
（単位：千円）

アウトプット
備考

No14 発達障がい者支援体制整備事業

臨床心理士等のコメディカルを医療機関に配置
うつ等二次障がいを持つ発達障がい者が、医療を受けながら地域
で生活できる環境整備を図るため、関係機関による連携会議等を開
催

18,140

在宅医療体制推進のための連携
会議開催回数：８回
コメディカル配置医療機関（1か所）
の相談件数：延600人

在宅医療体制推進のための連携
会議・研修会開催回数：17回
コメディカル配置医療機関（１か所）
の相談件数：延934人
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目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費

(R５実施分)
（単位：千円）

アウトプット
備考

No15 地域医療支援センター運営事業
県医師修学資金の貸与、医師少数区域等への代診医派遣、医学
生・研修医に対する情報提供、地域医療実習の開催、医療機関に
おける医師確保に向けた取組みへの支援等を実施

233,515
県医師修学資金新規貸与者数
：25人以上

県医師修学資金新規貸与者数
：26人

No16
医師不足地域の医療機関への医
師派遣体制の構築事業

医師等がキャリア形成を図りながら県内に定着するための研究の
ほか、山形大学医学部生の県内定着に向けた研究を行う寄附講座
を山形大学医学部に設置

35,159
山形大学医学部への寄附講座設
置

山形大学医学部への寄附講座設
置

No17
地域医療対策協議会における調整
経費

地域医療対策協議会において、医師派遣に関する事項や医師確保
計画において定める事項等を協議

612 地域医療対策協議会の開催：3回 地域医療対策協議会の開催：3回

No18
産科・救急・小児等の不足している
診療科の医師確保支援

産科医等に分娩手当や新生児担当医手当等を支給する医療機関
に対し財政的支援を行うとともに、新生児科医を確保するための医
学生向け講習会を実施

8,861

NICU勤務医に対する処遇改善手
当を支給する医療機関数：２施設
以上
分娩手当支給医療機関への財政
支援：12機関以上

NICU勤務医に対する処遇改善手
当を支給する医療機関数：２施設
分娩手当支給医療機関への財政
支援：11機関

No19
周産期医療に従事する医師、看護
師等の資質の向上を図るための研
修

周産期救急及びハイリスク分娩等に効果的に対処できる知識や能
力の習得のため、医師や助産師等を対象にした症例検討や講義、
実地訓練等を行う研修会等を実施

1,217
研修会等実施回数：７回
研修への延べ参加者数：200名

研修会等実施回数：７回
研修への延べ参加者数：216名

No20
救急や内科をはじめとする小児科
以外の医師等を対象とした小児救
急に関する研修の実施

各地区医師会において、地域の救急医や内科医等の医療従事者を
対象とした小児救急研修の実施を支援

508 研修参加者数：150人 研修参加者数100人

No21
女性医師等の離職防止や再就業
の促進

女性医師の就業継続を総合的に支援するため、女性医師支援ス
テーションの運営、女性医師の就労環境の改善に取り組む病院へ
の財政的支援を実施

14,049
就労環境の改善に取り組む医療
機関数：４機関以上

就労環境の改善に取り組む医療
機関数：５機関

No22
新人看護職員の質の向上を図るた
めの研修

新人看護職員研修を実施する病院等への研修経費の助成 11,535
県内医療機関における新人採用
者に対する確実な研修の実施：30
医療機関

県内医療機関における新人採用
者に対する確実な研修の実施：29
医療機関

No23
看護職員の資質の向上を図るため
の研修

看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等の実施及び病
院等に対する支援

16,121
特定行為研修又は認定看護師教
育課程を受講する看護師等への
研修受講費等の助成：18人

特定行為研修又は認定看護師教
育課程を受講する看護師等への
研修受講費等の助成：17人

No24
離職防止を始めとする看護職員の
確保対策

外部有識者を入れた会議を開催し、看護職員確保対策施策の評
価・検証等の実施

244
外部有識を入れた会議の開催
：１回

外部有識を入れた会議の開催
：１回

No25
看護師等養成所における教育内容
の向上を図るための体制整備

民間立看護師等養成所に対し、運営費の補助 38,925 補助対象校：４校 補助対象校：３校

No26
看護職員が都道府県内に定着する
ための支援

県内看護学生および中高生、県外看護学校に在籍する県出身者、
再就業希望者を対象として県内病院の職場説明会の開催
看護職員への興味を啓発するイベントの実施及びＵターン就職支援
等の実施

15,201
県内病院等職場説明会への参加
人数：100人

県内病院等職場説明会への申込
人数：99人

No27
医療機関と連携した看護職員確保
対策の推進

県内看護師等学校養成所における県内地域医療を体験学習するセ
ミナー実施経費の助成
経済的な原因による看護学校の中途退学を未然に防ぐため、看護
学生に対する修学支援

110,683
地域医療体験セミナーの実施学校
数：７校
看護学生への修学支援：80名

地域医療体験セミナーの実施学校
数：２校
看護学生への修学支援：100名

No28 勤務環境改善支援センターの運営
県内医療機関の勤務環境改善の取組みを支援する山形県医療勤
務環境改善支援センターの運営及び医療機関を対象とした働き方
改革に関する研修会の開催

318
勤務環境改善に向けた専門アドバ
イザーによる相談支援：10回

勤務環境改善に向けた専門アドバ
イザーによる相談支援：０回

相談支援は、目標回数に
は届かなかったものの、全
病院に対して個別訪問を
実施。勤務環境の改善に
努めている。

３．医療従事者の確保

 

目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費

(R５実施分)
（単位：千円）

アウトプット
備考

No29
各医療機関の勤務環境改善や再
就業促進の取組への支援

院内保育施設を設置している病院等に対し、その運営に要する経
費の助成

42,557

院内保育所設置施設
への補助：14医療機関
看護補助者の業務等に関する講
習会参加人数：40名

院内保育所設置施設
への補助：13医療機関
看護補助者の業務等に関する講
習会参加人数：49名

No30 災害時医療提供体制推進事業
医療従事者、行政職員及び消防職員等によるチーム医療体制推進
会議を開催や研修会等の開催

1,794

チーム医療体制推進に係る会議
の回数：５回
災害医療に係る研修会等の開催：
２回

チーム医療体制推進に係る会議
の回数：０回
災害医療に係る研修会等の開催：
１回

No31 後方支援機関への搬送体制整備
航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の設置運営訓練を実施するとと
もに、SCUに近い災害拠点病院が定期的なSCU資器材の使用訓練
及びSCUへの搬送訓練を実施

2,665 SCUに係る訓練の回数：１回 SCUに係る訓練の回数：１回

No32 救急搬送体制構築支援事業
救急車が概ね30分以内に到着しない地域を抱える市町村が、消防
団等地域住民自らが医師を救急現場へ搬送する体制を整備し、医
療の早期介入を図る。県は体制を整備した市町村に対し助成

241 取組みを行う市町村：２市町村 取組みを行う市町村：１市町村

No33
休日・夜間の小児救急医療体制の
整備

夜間・休日における小児救急医療体制を確保するため、必要な医師
または看護師等の医療従事者を確保するために必要な経費に係る
支援を実施

15,154

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
・常勤（土日祝日）：２病院
・オンコール：７病院

休日・夜間の小児救急医療体制の
整備
・常勤（土日祝日）：２病院
・オンコール：７病院

No34
電話による小児患者の相談体制の
整備

小児科医をはじめ医師の負担を軽減するため、夜間の電話相談体
制を整備するための経費に対する支援を実施

11,191 相談件数：4,900件 相談件数：7,013件

No35 歯科衛生士の確保対策事業
歯科臨床の現場を離れた歯科衛生士の復職支援と訪問歯科診療
に対応できる人材を養成する研修の実施

451 研修を受けた歯科衛生士数：50人 研修を受けた歯科衛生士数：45人

No36 病院薬剤師確保対策事業
奨学金返還支援金の貸与を実施し、県内病院における薬剤師確保
につなげる。

877
奨学金返還支援金貸与事業を利
用した病院薬剤師数
令和５年度０人（Ｒ５は募集のみ）

奨学金返還支援金貸与事業を利
用した病院薬剤師数
令和５年度０人（Ｒ５は募集のみ）

No37
地域医療勤務環境改善体制整備
事業

医療機関が自ら作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資
する計画」に沿って取り組む医師の労働時間短縮に向けた事業に
対し、財政的支援を実施

0
医師の労働時間短縮に向けた事
業への財政支援：3機関

医師の労働時間短縮に向けた事
業への財政支援：0機関

医療機関の費用負担なし
で取り組みを進めたことも
あり、財政支援の要望がな
かったものの取組は進展

４．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備
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目標値 達成値

-
社会福祉施設整備補助事業費（老人福
祉施設）

地域密着型施設整備及び社会福祉施設の開設準備に係る
経費を支援する市町村に対する補助

147,301
地域密着型特別養護老人ホームの整
備
１件

地域密着型特別養護老人ホームの整
備
１件

No1
社会福祉施設整備補助事業費（老人福
祉施設）

介護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大
リスクを低減するため、簡易陰圧装置、換気設備の整備に対
する助成

60,114

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止
のための整備予定施設
簡易陰圧装置の設置　30施設
ゾーニング環境の整備　6施設
多床室の個室化改修　2施設

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止
のための整備予定施設
簡易陰圧装置の設置　10施設
ゾーニング環境の整備　3施設
多床室の個室化改修　1施設

No2
社会福祉施設整備補助事業費（老人福
祉施設）

介護職員の宿舎整備に対する補助 9,753
・介護職員の宿舎施設の整備
介護施設が運営する宿舎の定員の増
加

・介護職員の宿舎施設の整備
介護施設が運営する宿舎　１件

No3 介護人材確保対策連携協働推進事業
関係機関・団体等と役割分担及び連携・協働を行う推進会議
の運営　等

273 推進会議２回 推進会議１回開催

No4 介護事業者認証評価制度事業
介護事業者による勤務環境・職場環境の改善に関する取組
みに対して、基準に基づく評価を行い、一定の水準を満たし
た事業者に対して認証を付与

4,598
2025年における認証取得介護サー
ビス事業所数　県内の施設・事業所
の１割程度

認証事業所数16法人

No5
介護分野における戦略的広報推進事
業

小学生向け介護の仕事体験イベント及び介護職の魅力を発
信するアンバサダーを養成し、出前講座及び介護の日に関
連したイベントの開催

5,720

・お仕事体験イベント参加者100人
・出前講座30回
・介護の日関連イベント参加者100
人

・お仕事体験イベント参加者187人
・イメージアップ動画の放映15回

No6 老人クラブ助成事業費
山形県老人クラブ連合会に事務お助け隊を１名配置し、市町
村老人クラブ等に対して、会計関係の書類作成や補助金申
請等に関する講習会等を開催

3,000 講習会等の開催回数　４回 講習会等の開催回数　6回

３．介護施設等の整備に関する事業

５．介護従事者の確保に関する事業

地域医療介護総合確保基金【介護分】に係る令和５年度計画事業実績（一覧）

事業名 事業概要
総事業費
(R5実施分)

（単位：千円）

アウトプット

備考

資料６－４
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目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費
(R5実施分)

（単位：千円）

アウトプット

備考

No7 介護職員初任者研修受講支援事業
介護事業所に所属する初任段階の介護職員を、介護職員初任者
研修へ参加させるために負担する受講料に対する助成

532
初任者研修受講費用助成人数：27
人

初任者研修受講費用助成人数：21
人

No8 外国人支援センター事業 外国人介護人材支援センターの設置 6,000
巡回相談30事業所、交流会3回、実
態調査１回

巡回相談96事業所、交流会2回、実
態調査１回

No9
福祉人材確保緊急支援事業（福祉人材
マッチング強化事業）

山形県福祉人材センターへのキャリア支援専門員配置によ
る県内ハローワーク巡回相談　等

8,648

・ハローワーク巡回相談120回開
催、相談270件（R4実績）以上
・事業所内研修講師派25回、就職
面談会２回以上

・ハローワーク巡回相談118回開
催、相談295件
・事業所内研修講師派遣18回、就
職面接会2回

No10 介護人材のすそ野拡大事業
介護現場での就労を希望する高齢者、主婦及び在日外国人
を対象に介護助手として就労を前提に研修を実施

4,803 就労者20名 就労者2名

No11
介護職参入促進事業（福祉系高校修学
資金貸付事業）

若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学
生に修学資金の貸付を行うための原資を補助

6,746 福祉系高校修学資金貸与者　7人 福祉系高校修学資金貸与者　0人

No12
介護職参入促進事業（介護分野就職支
援金貸付事業）

他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働い
ていた者等が介護分野における介護職として就職する際の
支援金の貸付を行うための原資を補助

2,156 介護分野就職支援金貸与者　0人 介護分野就職支援金貸与者　0人

No13
介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員指導者研修会への派
遣）

介護支援専門員等の指導者養成のため、厚生労働省等が
開催する指導者向け研修等への派遣

11
厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　5名

厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　０名
（新型コロナウイルス感染症のため、予
定した研修が中止）

No14 介護支援専門員資質向上事業（専門研
修課程Ⅰ・更新研修の実施）

就業後6か月以上、または介護支援専門員証の有効期間が
１年以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実
施

2,331 研修修了者130人 研修修了者　126人

No15 介護支援専門員資質向上事業（専門研
修課程Ⅱ・更新研修の実施)

就業後3年以上、または介護支援専門員証の有効期間が１
年以内に満了する介護支援専門員を対象に法定研修を実
施

4,419 研修修了者436人 研修修了者　357人

No16 介護支援専門員資質向上事業（主任介
護支援専門員の養成）

専任の介護支援専門員の実務期間が5年以上の者を対象に
主任介護支援専門員を養成するための法定研修を実施

2,761 研修修了者　90人 研修修了者　57人

No17 介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員指導者研修会への派遣）

主任介護支援専門員等の指導者養成のため、厚生労働省
等が開催する指導者向け研修等への派遣

4
厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　２名

厚生労働省等が実施する各種研修
への講師の派遣　０名
（新型コロナウイルス感染症のため、予
定した研修が中止）

No18 介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員更新研修の実施）

主任介護支援専門員の更新のための法定研修の実施 2,959 研修修了者数　147人 研修修了者数　101人

No19 介護支援専門員資質向上事業
（主任介護支援専門員研修向上会議）

主任介護支援専門員の法定研修の適正な実施のため、研
修内容の評価を行うとともに、研修講師、ファシリテーターを
養成する。

403
研修講師、ファシリテーター養成研
修修了者　30名

研修講師、ファシリテーター養成研
修修了者　44名

No20 介護支援専門員資質向上事業
（介護支援専門員研修向上会議）

介護支援専門員研修の適正な実施のため、研修の評価・検
討を行う会議の開催

75 会議の実施　年２回 会議の実施　１回

No21 福祉人材確保緊急支援事業（離職介護人
材の再就職促進事業）

山形県福祉人材センターにおける離職した介護福祉士等の
届出制度の周知啓発、届出システムの運用　等

4,167

・制度周知のための関係事業所等訪
問、啓発資材送付先数　1214先（R4実
績）以上
・介護有資格者復職支援講座への参加
者数20人（R4実績）

・制度周知のための関係事業所等訪
問、啓発資材送付先数　1,185先
・介護有資格者復職支援講座への参加
者数28人

2 / 4 
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目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費
(R5実施分)

（単位：千円）

アウトプット

備考

No22
認知症ケアに携わる人材の育成のため
の研修事業

認知症高齢者が地域において安心して生活できる体制の構
築を図る。

5,502

認知症対応型サービス事業管理者研
修受講者数80人
・認知症対応型サービス事業開設者研
修受講者数15人
・小規模多機能型サービス等計画作成
担当者研修受講者数50人
・認知症介護指導者フォローアップ研修
１人
・認知症サポート医養成研修受講者数9
人
・かかりつけ医認知症対応力向上研修
受講者数100人
・認知症初期集中支援チーム員研修受
講者数12人
・認知症地域支援推進員研修受講者数
24人
・歯科医師向け認知症対応力向上研修
受講者数50人
・薬剤師向け認知症対応力向上研修受
講者数140人
・病院勤務者向け認知症対応力向上研
修受講者数220人
・看護職員向け認知症対応力向上研修
受講者数100人
・施設看護職員ＢＰＳＤ研修受講者数
100人

・認知症対応型サービス事業管理者研
修受講者数46人
・認知症対応型サービス事業開設者研
修受講者数６人
・小規模多機能型サービス等計画作成
担当者研修受講者数17人
・認知症介護指導者フォローアップ研修
受講者数１人
・認知症サポート医養成研修受講者数8
人
・かかりつけ医認知症対応力向上研修
受講者数30人
・認知症初期集中支援チーム員研修受
講者数12人
・認知症地域支援推進員研修：７人
・歯科医師向け認知症対応力向上研修
受講者数41人
・薬剤師向け認知症対応力向上研修受
講者数32人
・病院勤務者向け認知症対応力向上研
修受講者数42人
・看護職員向け認知症対応力向上研修
受講者数116人
・施設看護職員ＢＰＳＤ研修受講者数19
人

No23
地域包括ケアシステム構築に資する人
材育成・資質向上事業

各種研修や専門職団体への助成を通して、地域包括ケアシ
ステム構築を促進する。

17,542

生活支援コーディネーター養成研修受
講者50人
地域ケア会議コーディネーター養成研
修受講者40人
短期集中予防サービス普及研修受講
者40人
各専門職団体への助成6団体
地域包括支援センター研修受講者170
人
訪問看護各種研修参加事業所数178

生活支援コーディネーター養成研修受
講者130人
地域ケア会議コーディネーター養成研
修受講者47人
短期集中予防サービス普及研修受講
者32人
各専門職団体への助成６団体
地域包括支援センター研修受講者256
人
訪問看護各種研修参加事業所数159人

No24
脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研究事
業及び研究活用事業

脳血管疾患及び心筋梗塞の医学的管理や、地域特性や性
差等について学ぶ研修会を開催　等

4,697 研修会開催　４回 研修会開催　0回

No25
介護施設における防災リーダー養成等
事業

介護職員向けの防災研修を開催し、災害時に施設内で災害
対策の中心となる職員を養成する。

678 研修参加者数　300人
研修参加人数　378人（227施設）×
２回

No26 外国人介護人材確保対策事業
外国人介護人材を対象とした集合研修等の実施やや外国人
介護人材受入に係る介護事業者説明会を開催

3,000
集合研修１回、施設訪問研修８回、
事業者説明会１回

集合研修１回、施設訪問研修８回、
事業者説明会１回

No27
外国人介護福祉士候補者受入施設学
習支援事業

EPA介護福祉士候補者を受け入れている介護施設・事業所
が実施する学習支援に対して助成

2,529
取組施設・事業所数　6施設・事業
所

取組施設・事業所数　6施設・事業
所

No28 介護職員相談窓口委託事業
介護職員の離職防止を図るため、介護職員が気軽に相談で
きる窓口の設置

1,852
介護職員相談窓口における相談件
数：100件

介護職員相談窓口における相談件
数：84件
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目標値 達成値

事業名 事業概要
総事業費
(R5実施分)

（単位：千円）

アウトプット

備考

No29
技能実習生等外国人介護職受入施設
等支援事業

外国人介護人材を受け入れている介護施設・事業所が実施
する学習支援、生活面の支援等に対して助成

7,373
取組施設・事業所数　52施設・事業
所

取組施設・事業所数　37施設・事業
所
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